
【様式２】

(府省名：農林水産省）

氏名並びにその所
属する部局の名称

所在地
商号または名

称
住所

1

北陸本線森田・春江間
115k453m付近用水管線
路下横断新設工事
場所：福井県福井市石盛
町地内
期間：平成24年5月22日
から平成24年11月30日
まで
種別：土木一式

分任支出負担行為
担当官　北陸農政
局九頭竜川下流農
業水利事業所長
小澤　與宏

福井県坂井市
丸岡町愛宕２
番

平成24年5月22日
西日本旅客鉄
道株式会社
金沢支社

石川県金沢市
高柳町９－１
－１

会計法第２
９条の３第４
項（その他）

8,132,000 8,132,000 100.0% －

　本工事は、河合春近用水路工事にお
いて農業用水管がＪＲ北陸本線の軌道
敷地内を通過するため、その施工前・施
行中・施工後に軌道監視及び整備を委
託するものである。
　実施内容については、軌道の変位を
監視し整備を行うもので、変位量が鉄道
事業者の定めた基準値を超えた場合
に、運行する車両に対し徐行運転や非
常停止させる等の措置を速やかに行う
ものである。このことができるのは、軌
道・車両等を所有しＪＲ北陸本線を運行
管理している西日本旅客鉄道(株)金沢
支社のみであることから、契約の性質が
競争を許さないため随意契約を行う。

- －

2

北電裏山地区緊急対策
工事
稚内市港78林班
平成24年4月21日～24
年6月15日
落石防止網工960㎡外

分任支出負担行為
担当官
宗谷森林管理署長
小野寺秀夫

稚内市中央1
丁目2-7

平成24年4月24日
長谷川建設株
式会社

稚内市はまな
す3丁目2-15

会計法第２
９条の３第４
項（緊急随
意契約）

16,248,750 15,382,500 94.6% －

稚内市港の住宅地に隣接した国有林に
おいて、平成24年4月21日既設コンク
リート法枠が崩落。住宅地に被害を及ぼ
す恐れがあり、応急対策工事を緊急に
実施する必要があったため。

③イ －

3

霧立地区災害復旧調査
業務
苫前郡苫前町字霧立
平成24年5月2日～平成
24年5月11日
地滑り被害地区の災害
復旧調査

分任支出負担行為
担当官
留萌南部森林管理
署長
高橋忠男

留萌市沖見町
2丁目71-1

平成24年5月1日
国土防災技術
北海道株式会
社

札幌市中央区
北3条東3丁目
1-30

会計法第２
９条の３第４
項（緊急随
意契約）

2,398,200 2,100,000 87.5% －

平成24年4月26日発生した地滑りにより
国道239号線が通行不能となり、今後の
降雤等により被害拡大の恐れもあること
から緊急に調査を実施する必要があっ
たため

③イ －

4

新縫別林道外災害復旧
計画測量・設計業務
白糠郡白糠町新縫別外
平成24年5月18日～平
成24年5月28日
測量・設計一式

分任支出負担行為
担当官
根釧西部森林管理
署長
中野亨

釧路市千歳町
6-11

平成24年5月17日
株式会社北海
道森林土木コ
ンサルタント

帯広市東5条
13丁目24-6

会計法第２
９条の３第４
項（緊急随
意契約）

2,193,450 1,995,000 90.9% －

5月6日の豪雤により、林道の路体流
失、路肩決壊等林道施設が甚大な被害
を受けたことから、施設等を早急に復旧
するための調査が緊急に必要であった
ため。

③イ －

5

大座崩沢災害復旧調査
業務
（秋田県山本郡藤里町藤
琴字大座崩沢国有林
1154林班）
平成24年5月15日～平
成24年5月31日
調査設計一式

分任支出負担行為
担当官
米代西部森林管理
署長
栗林晃

秋田県能代市
御指南町3-45

平成24年5月14日
国土防災技術
株式会社 秋田
支店

秋田県秋田市
八橋新川向3-
12

会計法第２
９条の３第４
項（緊急随
意契約）

1,896,650 1,785,000 94.1% －

平成23年3月11日の地震により地すべり
が発生し、その後平成24年3月23～24
日の豪雤及び融雪により崩落が拡大し
たための調査で緊急に契約しなければ
ならない。

③イ －

6

黒石災害復旧調査業務
（秋田県仙北市田沢湖玉
川字渋黒沢国有林3014
林班）
平成24年5月22日～平
成24年6月29日
調査業務一式

分任支出負担行為
担当官
秋田森林管理署長
奥刕屋忠法

秋田県秋田市
河辺和田字和
田156-3

平成24年5月21日
北光コンサル
株式会社

岩手県盛岡市
南仙北二丁目
3-35

会計法第２
９条の３第４
項（緊急随
意契約）

1,396,500 1,312,500 93.9% －

平成24年3月31日の豪雤・融雪により黒
石地区において山腹崩壊が発生し、治
山施設及び国道が被災したことによる災
害復旧のための調査で緊急に契約しな
ければならない。

③イ －

7

豊田山災害復旧計画書
（山腹崩壊）作成業務
(長野県飯山市豊田山国
有林地内)
H24.5.16～H24.8.31
［治山調査］

支出負担行為担当
官
中部森林管理局長
城土裕

長野県長野市
大字栗田715-
5

平成24年5月15日
株式会社森林
テクニクス　長
野支店

長野県長野市
大字稲葉
2413-3

会計法第２
９条の３第４
項（緊急随
意契約）

3,495,450 3,045,000 87.1% －

4月27日に豊田山国有林172林班で融
雪水による山腹崩壊が発生し、泥水が
下流の水田等に流入して耕作等の支障
となっているため、緊急に復旧計画を作
成する必要がある。

③イ －

8

霧立地区災害関連緊急
事業
苫前郡苫前町字霧立
平成24年6月16日から平
成24年7月31日
被害木処理工4.00ha外

分任支出負担行為
担当官
留萌南部森林管理
署長
高橋忠男

留萌市沖見町
2丁目71-1

平成24年6月15日
株式会社東北
建設

苫前郡苫前町
字古丹別168-
2

会計法第２
９条の３第４
項（緊急随
意契約）

8,347,500 6,772,500 81.1% －

平成24年4月26日の地滑りにより不通と
なった国道239号線の復旧に際し、今後
の降雤により再流出の恐れもある不安
定土砂上の被害木処理等を緊急に行う
必要があったため。

③イ －

予定価格 契約金額 落札率
再就職
の役員
の数

契約担当官等

番号 契約名称及び内容 随意契約によらざるを得ない理由

随意契約によ
らざるを得ない
場合とした財務
大臣通知上の
根拠区分

平成２５年度以降も競争性のない随意契約とならざるを得ないもの

備　　考契約締結日

契約の相手方 随意契約に
よることとし
た会計法令
の根拠条文
及び理由
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9

長沢地区災害復旧調査
業務
（山形県最上郡舟形町大
字長沢字スルス沢国有
林2095林班に小班外）
平成24年6月9日～平成
24年7月6日
地すべり調査業務一式

分任支出負担行為
担当官
山形森林管理署最
上支署長
杉崎浩史

山形県最上郡
真室川町大字
新町字下荒川
200-11

平成24年6月8日
国土防災技術
株式会社 山形
支店

山形県山形市
松栄一丁目5-
41

会計法第２
９条の３第４
項（緊急随
意契約）

1,524,450 1,312,500 86.0% －

平成24年4月14日の融雪により舟形町
長沢地区において地すべりが発生し、
県道新庄長沢尾花沢線及び農地に土
塊が押しだし被害を与えた。地すべり活
動が活発なことから、観測機器を設置し
動向を注視していたところである。5月31
日に地すべりの動きがやや小康状態と
なったものの、まだ上部滑落崖には無数
の亀裂があり、今後梅雤期の降雤によ
る更なる崩壊が懸念されることから、緊
急に災害復旧対策のための調査が必要
であったため。

③イ －

10

鹿ノ俣沢現況調査業務
（山形県酒田市升田字奥
山国有林1022,1023林班
地内）
平成24年6月22日～平
成24年7月31日
調査業務一式

分任支出負担行為
担当官
庄内森林管理署長
柏木治美

山形県鶴岡市
末広町23-37

平成24年6月21日
国土防災技術
株式会社 山形
支店

山形県山形市
松栄一丁目5-
41

会計法第２
９条の３第４
項（緊急随
意契約）

3,790,550 2,887,500 76.1% －

平成23年12月7日に鳥海山鹿ノ俣沢上
流部の国有林内で油、濁水の流出が発
生し、下流域の日向川へ流下し農業用
水に被害を与えたものである。現地は鳥
海山南山麓に位置し豪雪地帯であるた
め、現地確認が積雪により冬期間出来
なかった。融雪時期の増水時において
油の流出が日向川で確認され県、市か
らの要請もあり、河川への汚染について
早急に対策を講じる観点から、現地踏
査が可能となったこの時期において、発
生源及び原因を特定する現況調査を早
急に実施する必要があることから緊急に
契約しなければならない。

③イ －

11 新聞の購入（単価契約）

支出負担行為担当
官　農林水産省大
臣官房経理課長
山下　容弘

東京都千代田
区霞が関１－
２－１

平成24年4月2日
丸の内新聞事
業協同組合

東京都千代田
区内幸町１－
７－１０

会計法第２
９条の３第４
項（特定情
報）

－ 20,605,428 － －
行政目的を達成するために不可欠な特
定の情報について当該情報を提供する
ことが可能な者が一に特定されるため

①ニ（ヘ） 単価契約

12
無償貸付放射能測定器
（日立アロカメディカル社
製）の付属品購入

支出負担行為担当
官　農林水産省大
臣官房経理課長
山下　容弘

東京都千代田
区霞が関１－
２－１

平成24年4月10日
日立アロカメ
ディカル株式会
社

東京都三鷹市
牟礼６－２２－
１

会計法第２
９条の３第４
項（特定情
報）

－ 2,835,000 － －
行政目的を達成するために不可欠な特
定の情報について当該情報を提供する
ことが可能な者が一に特定されるため

①ニ（ヘ） －

13
ＲＴＣ／Ｊ－ＣＯＭ情報提
供業務

支出負担行為担当
官　農林水産省大
臣官房経理課長
山下　容弘　食料安
定供給特別会計支
出負担行為担当官
生産局長　今井　敏

東京都千代田
区霞が関１－
２－１

平成24年4月2日
トムソン・ロイ
ター・マーケッ
ツ株式会社

東京都港区５
－３－１

会計法第２
９条の３第４
項（特定情
報）

－ 12,518,100 － －

行政目的を達成するために不可欠な役
務について提供を受けるものであり、当
該役務を提供することが可能なものが
一に特定されるため

①ニ（ヘ） －

14
第一法規法情報総合
データベース利用業務

支出負担行為担当
官　農林水産省大
臣官房経理課長
山下　容弘

東京都千代田
区霞が関１－
２－１

平成24年4月2日
第一法規出版
株式会社

東京都港区南
青山２－１１－
１７

会計法第２
９条の３第４
項（特定情
報）

－ 1,707,300 － －

行政目的を達成するために不可欠な役
務について提供を受けるものであり、当
該役務を提供することが可能なものが
一に特定されるため

①ニ（ヘ） －

15 ＣＮＮ情報提供業務

支出負担行為担当
官　農林水産省大
臣官房経理課長
山下　容弘

東京都千代田
区霞が関１－
２－１

平成24年4月2日
株式会社日本
ケーブルテレビ
ジョン

東京都渋谷区
神宮前１－３
－１０

会計法第２
９条の３第４
項（特定情
報）

－ 3,780,000 － －

行政目的を達成するために不可欠な役
務について提供を受けるものであり、当
該役務を提供することが可能なものが
一に特定されるため

①ニ（ヘ） －

16 官報公告等掲載業務

支出負担行為担当
官　農林水産省大
臣官房経理課長
山下　容弘
食料安定供給特別
会計支出負担行為
担当官　生産局長
今井　敏
国有林野事業特別
会計支出負担行為
担当官　林野庁長
官　皆川　芳嗣
森林保険特別会計
支出負担行為担当
官　林野庁長官　皆
川　芳嗣
支出負担行為担当
官　水産庁長官　佐
藤　正典

東京都千代田
区霞が関１－
２－１

平成24年4月2日
独立行政法人
国立印刷局

東京都港区虎
ノ門２－２－４

会計法第２
９条の３第４
項（官報等
の印刷等）

－ 1行735円ほか － －
官報を発行しているのは(独）国立印刷
局以外になく、競争を許さないため。

①ハ －
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17
ｉＪＡＭＰ（時事行政情報
モニター）提供業務

支出負担行為担当
官　農林水産省大
臣官房経理課長
山下　容弘
支出負担行為担当
官　林野庁長官　皆
川　芳嗣
支出負担行為担当
官　水産庁長官　佐
藤　正典

東京都千代田
区霞が関１－
２－１

平成24年4月2日
株式会社時事
通信社

東京都中央区
銀座５－１５－
８

会計法第２
９条の３第４
項（特定情
報）

－ 5,796,000 － －

行政目的を達成するために不可欠な役
務について提供を受けるものであり、当
該役務を提供することが可能なものが
一に特定されるため

①ニ（ヘ） －

18
現行法令電子版Ｓｕｐｅｒ
法令Ｗｅｂシステム提供
業務

支出負担行為担当
官　農林水産省大
臣官房経理課長
山下　容弘
支出負担行為担当
官　林野庁長官　皆
川　芳嗣
支出負担行為担当
官　水産庁長官　佐
藤　正典

東京都千代田
区霞が関１－
２－１

平成24年4月2日
株式会社ぎょう
せい

東京都江東区
新木場１－１８
－１１

会計法第２
９条の３第４
項（特定情
報）

－ 3,402,000 － －

行政目的を達成するために不可欠な役
務について提供を受けるものであり、当
該役務を提供することが可能なものが
一に特定されるため

①ニ（ヘ） －

19
貿易統計データベース提
供業務

支出負担行為担当
官　農林水産省大
臣官房経理課長
山下　容弘

東京都千代田
区霞が関１－
２－１

平成24年4月2日

Ｇｌｏｂａｌ　Ｔｒａｄｅ
Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ
Ｓｅｒｖｉｃｅｓ　Ｉｎ
ｃ．

千葉県市川市
国分２－４－１
３

会計法第２
９条の３第４
項（特定情
報）

－ 2,969,400 － －

行政目的を達成するために不可欠な役
務について提供を受けるものであり、当
該役務を提供することが可能なものが
一に特定されるため

①ニ（ヘ） －

20
共同通信ニュース提供
業務

支出負担行為担当
官　農林水産省大
臣官房経理課長
山下　容弘

東京都千代田
区霞が関１－
２－１

平成24年4月2日
一般社団法人
共同通信社

東京都港区東
新橋１－７－１

会計法第２
９条の３第４
項（特定情
報）

－ 11,529,000 － －

行政目的を達成するために不可欠な情
報について提供を受けるものであり、当
該情報を提供することが可能なものが
一に特定されるため

①ニ（ヘ） －

21
時事ゼネラルニュース提
供業務

支出負担行為担当
官　農林水産省大
臣官房経理課長
山下　容弘

東京都千代田
区霞が関１－
２－１

平成24年4月2日
株式会社時事
通信社

東京都中央区
銀座５－１５－
８

会計法第２
９条の３第４
項（特定情
報）

－ 8,488,200 － －

行政目的を達成するために不可欠な情
報について提供を受けるものであり、当
該情報を提供することが可能なものが
一に特定されるため

①ニ（ヘ） －

22
著作物に関する複写使
用料の支払契約（朝日新
聞社）

支出負担行為担当
官　農林水産省大
臣官房経理課長
山下　容弘

東京都千代田
区霞が関１－
２－１

平成24年4月2日

株式会社朝日
新聞社　データ
ベース事業セ
クション

東京都中央区
築地５－３－２

会計法第２
９条の３第４
項（特定情
報）

－ 1,582,560 － －

行政目的を達成するために不可欠な情
報について提供を受けるものであり、当
該情報を提供することが可能なものが
一に特定されるため

①ニ（ヘ） －

23
著作物に関する複写使
用料の支払契約（西日本
新聞社）

支出負担行為担当
官　農林水産省大
臣官房経理課長
山下　容弘

東京都千代田
区霞が関１－
２－１

平成24年4月2日
株式会社西日
本新聞社

福岡市中央区
天神１－４－１

会計法第２
９条の３第４
項（特定情
報）

－ 1,008,000 － －

行政目的を達成するために不可欠な情
報について提供を受けるものであり、当
該情報を提供することが可能なものが
一に特定されるため

①ニ（ヘ） －

24
著作物に関する複写使
用料の支払契約（北海道
新聞社）

支出負担行為担当
官　農林水産省大
臣官房経理課長
山下　容弘

東京都千代田
区霞が関１－
２－１

平成24年4月2日
株式会社北海
道新聞社

北海道札幌市
中央区大通西
３－６

会計法第２
９条の３第４
項（特定情
報）

－ 1,178,352 － －

行政目的を達成するために不可欠な情
報について提供を受けるものであり、当
該情報を提供することが可能なものが
一に特定されるため

①ニ（ヘ） －

25
ファクティバ・ドットコム情
報提供業務

支出負担行為担当
官　農林水産省大
臣官房経理課長
山下　容弘

東京都千代田
区霞が関１－
２－１

平成24年4月2日
ダウ・ジョーン
ズ・ジャパン株
式会社

東京都千代田
区大手町１－
５－１

会計法第２
９条の３第４
項（特定情
報）

－ 1,383,480 － －

行政目的を達成するために不可欠な情
報について提供を受けるものであり、当
該情報を提供することが可能なものが
一に特定されるため

①ニ（ヘ） －

26
口蹄疫不活化濃縮抗原
保管業務

支出負担行為担当
官　農林水産省大
臣官房経理課長
山下　容弘

東京都千代田
区霞が関１－
２－１

平成24年4月2日
株式会社イン
ターベット

大阪府大阪市
中央区平野２
－３－７

会計法第２
９条の３第４
項（特定情
報）

－ 2,532,600 － －

口蹄疫不活化濃縮抗原は、その性質
上、一定の条件下で厳格に保管し、品
質の確保を行わなければならず、引き
続き、特定の役務の提供が可能な者と
の契約を締結する必要があるため

①ニ（ヘ） －

27
戸別所得補償制度情報
管理システムのデータセ
ンター運用等業務

支出負担行為担当
官　農林水産省大
臣官房経理課長
山下　容弘

東京都千代田
区霞が関１－
２－１

平成24年4月2日
株式会社イン
テック

東京都江東区
新砂１－３－３

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 17,602,200 － －

審査事務及び交付事務を円滑に行うた
めには、平成23年度と同じ    設置場所
で引き続き運用せざるを得ない状況の
ため

①ロ（準じるも
のと認められる
もの）

－

28
環境保全型農業直接支
払電算システムのデータ
センター賃貸借業務

支出負担行為担当
官　農林水産省大
臣官房経理課長
山下　容弘

東京都千代田
区霞が関１－
２－１

平成24年4月6日
ソフトバンクテ
レコム株式会
社

東京都港区東
新橋１－９－１

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 14,153,580 － －

審査事務や交付事務を円滑に行うため
には、平成２３年度と同じデータセンター
を引き続き借り受けざるを得ない状況で
あるため

①ロ（準じるも
のと認められる
もの）

－
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29 新聞広告掲載業務

支出負担行為担当
官　農林水産省大
臣官房経理課長
山下　容弘

東京都千代田
区霞が関１－
２－１

平成24年4月6日
株式会社日本
農業新聞

東京都台東区
秋葉原２－３

会計法第２
９条の３第４
項（緊急随
意契約）

－ 4,000,000 － －

新規就農対策及び農地集積対策につい
ては、人・農地プランへの位置づけを要
件としているものがあることから、施策を
効果的に推進するためには、早急に人・
農地プランの作成に取り組んでもらう必
要があり、予算成立後、速やかに農業
者等に情報発信を行い、当該施策の理
解を図る必要があるため

③イ －

30

NaI（Tl）シンチレーション
検出器を用いたガンマ線
スペクトル測定装置
（EMFジャパン（株）社製）
測定能力向上業務

支出負担行為担当
官　農林水産省大
臣官房経理課長
山下　容弘

東京都千代田
区霞が関１－
２－１

平成24年4月10日
ＥＭＦジャパン
株式会社

大阪府河内長
野市南花台４
－１－１

会計法第２
９条の３第４
項（特定情
報）

－ 7,200,900 － －

新基準値の適用を待たずに新基準値を
超過する牛肉の出荷の自粛を要請する
旨の通知を当省から自治体等に発出し
たことから、早急に新基準値に対応でき
るようにする必要があるため

- －

31
農林水産省が保管する
口蹄疫不活化濃縮抗原
製剤化業務

支出負担行為担当
官　農林水産省大
臣官房経理課長
山下　容弘

東京都千代田
区霞が関１－
２－１

平成24年4月13日
ＭＥＲＩＡＬ　ＳＡ
Ｓ

東京都新宿区
西新宿３－２０
－２

会計法第２
９条の３第４
項（特定情
報）

－ 5,766,300 － －

濃縮抗原の製剤化には、濃縮抗原を製
造したメーカーの独自の仕様を踏まえて
行う必要があること、メリアル社に照会し
たところ、他社に対し、製剤化に必要な
情報の提供は行えないため

①ニ（ヘ） －

32

独立行政法人家畜改良
センター茨城牧場長野支
場の宿舎用地土地賃貸
借料

支出負担行為担当
官農林水産省大臣
官房経理課長山下
容弘

東京都千代田
区霞が関１－2
－１

平成24年4月2日 長野県
長野県長野市
大字南長野字
幅下692-2

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 9,331,620 － －
特定の場所の土地・建物の賃貸契約
等、随意契約によらぜるを得ない場合に
該当するため

①ロ －

33
西合志宿舎敷地賃貸借
料

支出負担行為担当
官農林水産省大臣
官房経理課長山下
容弘

東京都千代田
区霞が関１－2
－１

平成24年4月2日 熊本県
熊本県熊本市
水前寺６－18
－１

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 13,751,612 － －
特定の場所の土地・建物の賃貸契約
等、随意契約によらぜるを得ない場合に
該当するため

①ロ －

34
リオ＋２０展示・セミナー
開催業務

支出負担行為担当
官　農林水産省大
臣官房経理課長
山下　容弘

東京都千代田
区霞が関１－
２－１

平成24年6月8日

「リオ＋２０」
ジャパンパビリ
オン実行委員
会事務局財団
法人水と緑の
惑星保全機構

東京都港区西
新橋１－１－３

会計法第２
９条の３第４
項（その他）

－ 14,014,936 － －
出展等に係る経費は、規約により実行
委員会との契約になるため

- －

35

平成24年度有害化学物
質リスク管理基礎調査事
業（フライドポテト中のア
クリルアミド含有実態調
査）委託事業

支出負担行為担当
官　農林水産省消
費・安全局長　髙橋
博

東京都千代田
区霞が関1-2-
1

平成24年4月6日
日本環境株式
会社

神奈川県横浜
市金沢区幸浦
2-1-13

予決令第１
０２条の４第
４号（イ）（有
利随意契
約）

－ 1,956,150 － ー

前年度に実施した同様の事業で得られ
たデータと合わせ、有効な統計解析を行
うため、前年度の受託者に分析を委託
し、データの連続性を確保する必要があ
るため。

③ロ －

36

平成24年度有害化学物
質リスク管理基礎調査事
業（ばれいしょ加工品中
のアクリルアミド含有実
態調査）委託事業

支出負担行為担当
官　農林水産省消
費・安全局長　髙橋
博

東京都千代田
区霞が関1-2-
1

平成24年4月6日
ＳＧＳジャパン
株式会社

神奈川県横浜
市西区みなと
みらい2-2-1横
浜ランドマーク
タワー38階

予決令第１
０２条の４第
４号（イ）（有
利随意契
約）

－ 2,079,000 － ー

前年度に実施した同様の事業で得られ
たデータと合わせ、有効な統計解析を行
うため、前年度の受託者に分析を委託
し、データの連続性を確保する必要があ
るため。

③ロ －

37
平成24年度施設園芸栽
培の省力化・高品質化実
証研究委託事業

支出負担行為担当
官　農林水産技術
会議事務局長　藤
本　潔

東京都千代田
区霞が関１－
２－１

平成24年4月27日
施設園芸復興
コンソーシアム

茨城県つくば
市観音台三丁
目１番地１

会計法第29
条の3第4項
(特定情報)

89,000,000 89,000,000 100% -

本事業は研究開発期間を7年として平成
23年度に行政目的を達成するために不
可欠な特定の情報を提供することが可
能な実施機関として締結した委託事業
の継続契約である。

①ニ（ヘ） －

38

平成24年度「生体調節機
能成分を活用した野菜・
果物生産技術の実証研
究」委託事業

支出負担行為担当
官　農林水産技術
会議事務局長　藤
本　潔

東京都千代田
区霞が関１－
２－１

平成24年5月14日
機能性評価コ
ンソーシアム

茨城県つくば
市観音台三丁
目１番地１

会計法第29
条の3第4項
(特定情報)

93,841,000 93,841,000 100% -

本事業は研究開発期間を7年として平成
23年度に行政目的を達成するために不
可欠な特定の情報を提供することが可
能な実施機関として締結した委託事業
の継続契約である。

①ニ（ヘ） －

39
平成24年度「技術・経営
診断技術開発研究」委託
事業

支出負担行為担当
官　農林水産技術
会議事務局長　藤
本　潔

東京都千代田
区霞が関１－
２－１

平成24年5月14日
新食料基地コ
ンソーシアム

茨城県つくば
市観音台三丁
目１番地１

会計法第29
条の3第4項
(特定情報)

23,564,000 23,564,000 100% -

本事業は研究開発期間を7年として平成
23年度に行政目的を達成するために不
可欠な特定の情報を提供することが可
能な実施機関として締結した委託事業
の継続契約である。

①ニ（ヘ） －

40

平成24年度新たな農林
水産政策を推進する実
用技術開発事業（緊急対
応研究課題）

支出負担行為担当
官　農林水産技術
会議事務局長　藤
本　潔

東京都千代田
区霞が関１－
２－１

平成24年5月21日

独立行政法人
農業・食品産
業技術総合研
究機構

茨城県つくば
市観音台三丁
目１番地１

会計法第29
条の3第4項
(特定情報)

4,000,000 4,000,000 100% -

前年度に得られた知見を基礎として本
委託課題を継続実施することにより技術
の確立を目指すものであり、前年度の
委託先が引き続き事業を実施する必要
があるため。

①ニ（ヘ） －

41

平成24年度新たな農林
水産政策を推進する実
用技術開発事業（緊急対
応研究課題）

支出負担行為担当
官　農林水産技術
会議事務局長　藤
本　潔

東京都千代田
区霞が関１－
２－１

平成24年5月21日
特定非営利活
動法人ビルトグ
リーンジャパン

山形県山形市
蔵王成沢字町
浦１２３７番地
４

会計法第29
条の3第4項
(特定情報)

9,950,000 9,950,000 100% -

前年度に得られた知見を基礎として本
委託課題を継続実施することにより技術
の確立を目指すものであり、前年度の
委託先が引き続き事業を実施する必要
があるため。

①ニ（ヘ） －
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42
平成２４年度放射能調査
研究委託事業

支出負担行為担当
官　農林水産技術
会議事務局長　藤
本　潔

東京都千代田
区霞が関１－
２－１

平成24年5月21日
独立行政法人
農業環境技術
研究所

茨城県つくば
市観音台三丁
目１番地３

会計法第29
条の3第4項
(特定情報)

55,554,000 55,554,000 100% -

東日本大震災での原発事故から、当委
託事業が単なる調査・研究ではなく、防
災に関する国の体制整備に深く関わる
ことが再認識された。これにより、当委
託事業は、農林水産省防災業務計画に
指定された機関である農業環境技術研
究所へ委託することが不可欠であり、競
争性がないことが認識されたため。

①ニ（ヘ） －

43

平成24年度被災地の早
期復旧に資する果樹生
産・利用技術の実証研究
委託事業

支出負担行為担当
官　農林水産技術
会議事務局長　藤
本　潔

東京都千代田
区霞が関１－
２－１

平成24年5月28日
地域生産（果
樹生産）コン
ソーシアム

茨城県つくば
市観音台三丁
目１番地１

会計法第29
条の3第4項
(特定情報)

40,000,000 40,000,000 100% -

本事業は研究開発期間を7年として平成
23年度に行政目的を達成するために不
可欠な特定の情報を提供することが可
能な実施機関として締結した委託事業
の継続契約である。

①ニ（ヘ） －

44
平成24年度放射性物質
測定調査委託事業

支出負担行為担当
官　農林水産技術
会議事務局長　藤
本　潔

東京都千代田
区霞が関１－
２－１

平成24年6月18日
独立行政法人
農業環境技術
研究所

茨城県つくば
市観音台三丁
目１番地３

会計法第２
９条の３第４
項（特定情
報）

21,158,000 21,158,000 100% －

東電福島原発事故を受け、福島県を中
心に農作物及び農地土壌中の放射能
汚染レベルの動向把握等を実施する必
要があるが、確実な成果を得るために
必要な放射性物質・農作物・農地土壌
の専門的知見、高精度分析能力やデー
タ解析能力等を有し、農林水産省防災
業務計画において、農林水産物等の安
全性確認のための調査への助言及び協
力を行う独立行政法人として指定された
機関であるため。

①ニ（ヘ） －

45 保安林整備事業一式
支出負担行為担当
官　林野庁長官　皆
川芳嗣

東京都千代田
区霞が関1-2-
1

平成24年4月6日 北海道
札幌市中央区
北3条西6

会計法第２
９条の３第４
項（法令等
の規定）

－ 42,700,000 － －
法令の規定及び地方公共団体との取り
決めにより、契約相手方が－に定めら
れるもの

①イ（ニ） －

46 保安林整備事業一式
支出負担行為担当
官　林野庁長官　皆
川芳嗣

東京都千代田
区霞が関1-2-
1

平成24年4月6日 秋田県
秋田市山王4-
1-1

会計法第２
９条の３第４
項（法令等
の規定）

－ 17,511,000 － －
法令の規定及び地方公共団体との取り
決めにより、契約相手方が－に定めら
れるもの

①イ（ニ） －

47 保安林整備事業一式
支出負担行為担当
官　林野庁長官　皆
川芳嗣

東京都千代田
区霞が関1-2-
1

平成24年4月6日 福井県
福井市大手3-
17-1

会計法第２
９条の３第４
項（法令等
の規定）

－ 5,269,000 － －
法令の規定及び地方公共団体との取り
決めにより、契約相手方が－に定めら
れるもの

①イ（ニ） －

48 保安林整備事業一式
支出負担行為担当
官　林野庁長官　皆
川芳嗣

東京都千代田
区霞が関1-2-
1

平成24年4月6日 山梨県
甲府市丸の内
1-6-1

会計法第２
９条の３第４
項（法令等
の規定）

－ 15,293,000 － －
法令の規定及び地方公共団体との取り
決めにより、契約相手方が－に定めら
れるもの

①イ（ニ） －

49 保安林整備事業一式
支出負担行為担当
官　林野庁長官　皆
川芳嗣

東京都千代田
区霞が関1-2-
1

平成24年4月6日 長野県
長野市大字南
長野字幅下
692-2

会計法第２
９条の３第４
項（法令等
の規定）

－ 20,366,000 － －
法令の規定及び地方公共団体との取り
決めにより、契約相手方が－に定めら
れるもの

①イ（ニ） －

50 保安林整備事業一式
支出負担行為担当
官　林野庁長官　皆
川芳嗣

東京都千代田
区霞が関1-2-
1

平成24年4月6日 岐阜県
岐阜市藪田南
2-1-1

会計法第２
９条の３第４
項（法令等
の規定）

－ 6,886,000 － －
法令の規定及び地方公共団体との取り
決めにより、契約相手方が－に定めら
れるもの

①イ（ニ） －

51 保安林整備事業一式
支出負担行為担当
官　林野庁長官　皆
川芳嗣

東京都千代田
区霞が関1-2-
1

平成24年4月6日 三重県 津市広明町13

会計法第２
９条の３第４
項（法令等
の規定）

－ 9,685,000 － －
法令の規定及び地方公共団体との取り
決めにより、契約相手方が－に定めら
れるもの

①イ（ニ） －

52 保安林整備事業一式
支出負担行為担当
官　林野庁長官　皆
川芳嗣

東京都千代田
区霞が関1-2-
1

平成24年4月6日 大阪府
大阪市中央区
大手前2-1-22

会計法第２
９条の３第４
項（法令等
の規定）

－ 2,507,000 － －
法令の規定及び地方公共団体との取り
決めにより、契約相手方が－に定めら
れるもの

①イ（ニ） －

53 保安林整備事業一式
支出負担行為担当
官　林野庁長官　皆
川芳嗣

東京都千代田
区霞が関1-2-
1

平成24年4月6日 島根県 松江市殿町1

会計法第２
９条の３第４
項（法令等
の規定）

－ 11,029,000 － －
法令の規定及び地方公共団体との取り
決めにより、契約相手方が－に定めら
れるもの

①イ（ニ） －

54 保安林整備事業一式
支出負担行為担当
官　林野庁長官　皆
川芳嗣

東京都千代田
区霞が関1-2-
1

平成24年4月6日 大分県
大分市大手町
3-1-1

会計法第２
９条の３第４
項（法令等
の規定）

－ 5,704,000 － －
法令の規定及び地方公共団体との取り
決めにより、契約相手方が－に定めら
れるもの

①イ（ニ） －

55 保安林整備事業一式
支出負担行為担当
官　林野庁長官　皆
川芳嗣

東京都千代田
区霞が関1-2-
1

平成24年4月6日 鹿児島県
鹿児島市鴨池
新町10-1

会計法第２
９条の３第４
項（法令等
の規定）

－ 5,257,000 － －
法令の規定及び地方公共団体との取り
決めにより、契約相手方が－に定めら
れるもの

①イ（ニ） －

56

愛知県日進市保安林不
解除処分訴訟事案に係
る行政庁意見書作成等
請負業務１件

支出負担行為担当
官　林野庁長官　皆
川芳嗣

東京都千代田
区霞が関1-2-
1

平成24年4月6日
高田法律事務
所　弁護士　高
田敏明

東京都千代田
区有楽町1-9-
4

会計法第２
９条の３第４
項（その他）

－ 3,750,000 － -
本事件に係る不解除処分の内容に精通
している者から指導及び助言を得る必
要があるため。

- －
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57
森林吸収源としての里山
天然林情報緊急整備対
策事業一式

支出負担行為担当
官　林野庁長官　皆
川芳嗣

東京都千代田
区霞が関1-2-
1

平成24年4月13日 岩手県
盛岡市内丸
10-1

会計法第２
９条の３第４
項（法令等
の規定）

－ 1,200,000 － －
法令の規定及び地方公共団体との取り
決めにより、契約相手方が－に定めら
れるもの

①イ（ニ） －

58
森林吸収源としての里山
天然林情報緊急整備対
策事業一式

支出負担行為担当
官　林野庁長官　皆
川芳嗣

東京都千代田
区霞が関1-2-
1

平成24年4月13日 福島県
福島市杉妻町
2-16

会計法第２
９条の３第４
項（法令等
の規定）

－ 1,190,000 － －
法令の規定及び地方公共団体との取り
決めにより、契約相手方が－に定めら
れるもの

①イ（ニ） －

59
森林吸収源としての里山
天然林情報緊急整備対
策事業一式

支出負担行為担当
官　林野庁長官　皆
川芳嗣

東京都千代田
区霞が関1-2-
1

平成24年4月13日 富山県
富山市新総曲
輪1-7

会計法第２
９条の３第４
項（法令等
の規定）

－ 1,100,000 － －
法令の規定及び地方公共団体との取り
決めにより、契約相手方が－に定めら
れるもの

①イ（ニ） －

60
森林吸収源としての里山
天然林情報緊急整備対
策事業一式

支出負担行為担当
官　林野庁長官　皆
川芳嗣

東京都千代田
区霞が関1-2-
1

平成24年4月18日 岡山県
岡山市北区内
山下2-4-6

会計法第２
９条の３第４
項（法令等
の規定）

－ 1,090,000 － －
法令の規定及び地方公共団体との取り
決めにより、契約相手方が－に定めら
れるもの

①イ（ニ） －

61
森林吸収源としての里山
天然林情報緊急整備対
策事業一式

支出負担行為担当
官　林野庁長官　皆
川芳嗣

東京都千代田
区霞が関1-2-
1

平成24年4月18日 高知県
高知市丸ノ内
1-2-20

会計法第２
９条の３第４
項（法令等
の規定）

－ 1,050,000 － －
法令の規定及び地方公共団体との取り
決めにより、契約相手方が－に定めら
れるもの

①イ（ニ） －

62 保安林整備事業一式
支出負担行為担当
官　林野庁長官　皆
川芳嗣

東京都千代田
区霞が関1-2-
1

平成24年4月19日 青森県
青森市長島1-
1-1

会計法第２
９条の３第４
項（法令等
の規定）

－ 1,505,000 － －
法令の規定及び地方公共団体との取り
決めにより、契約相手方が－に定めら
れるもの

①イ（ニ） －

63 保安林整備事業一式
支出負担行為担当
官　林野庁長官　皆
川芳嗣

東京都千代田
区霞が関1-2-
1

平成24年4月19日 岩手県
盛岡市内丸
10-1

会計法第２
９条の３第４
項（法令等
の規定）

－ 5,455,000 － －
法令の規定及び地方公共団体との取り
決めにより、契約相手方が－に定めら
れるもの

①イ（ニ） －

64 保安林整備事業一式
支出負担行為担当
官　林野庁長官　皆
川芳嗣

東京都千代田
区霞が関1-2-
1

平成24年4月19日 宮城県
仙台市青葉区
本町3-8-1

会計法第２
９条の３第４
項（法令等
の規定）

－ 2,395,000 － －
法令の規定及び地方公共団体との取り
決めにより、契約相手方が－に定めら
れるもの

①イ（ニ） －

65 保安林整備事業一式
支出負担行為担当
官　林野庁長官　皆
川芳嗣

東京都千代田
区霞が関1-2-
1

平成24年4月19日 山形県
山形市松波2-
8-1

会計法第２
９条の３第４
項（法令等
の規定）

－ 1,889,000 － －
法令の規定及び地方公共団体との取り
決めにより、契約相手方が－に定めら
れるもの

①イ（ニ） －

66 保安林整備事業一式
支出負担行為担当
官　林野庁長官　皆
川芳嗣

東京都千代田
区霞が関1-2-
1

平成24年4月19日 福島県
福島市杉妻町
2-16

会計法第２
９条の３第４
項（法令等
の規定）

－ 12,729,000 － －
法令の規定及び地方公共団体との取り
決めにより、契約相手方が－に定めら
れるもの

①イ（ニ） －

67 保安林整備事業一式
支出負担行為担当
官　林野庁長官　皆
川芳嗣

東京都千代田
区霞が関1-2-
1

平成24年4月19日 茨城県
水戸市笠原町
978-6

会計法第２
９条の３第４
項（法令等
の規定）

－ 2,540,000 － －
法令の規定及び地方公共団体との取り
決めにより、契約相手方が－に定めら
れるもの

①イ（ニ） －

68 保安林整備事業一式
支出負担行為担当
官　林野庁長官　皆
川芳嗣

東京都千代田
区霞が関1-2-
1

平成24年4月19日 群馬県
前橋市大手町
1-1-1

会計法第２
９条の３第４
項（法令等
の規定）

－ 5,335,000 － －
法令の規定及び地方公共団体との取り
決めにより、契約相手方が－に定めら
れるもの

①イ（ニ） －

69 保安林整備事業一式
支出負担行為担当
官　林野庁長官　皆
川芳嗣

東京都千代田
区霞が関1-2-
1

平成24年4月19日 千葉県
千葉市中央区
市場町1-1

会計法第２
９条の３第４
項（法令等
の規定）

－ 1,845,000 － －
法令の規定及び地方公共団体との取り
決めにより、契約相手方が－に定めら
れるもの

①イ（ニ） －

70 保安林整備事業一式
支出負担行為担当
官　林野庁長官　皆
川芳嗣

東京都千代田
区霞が関1-2-
1

平成24年4月19日 東京都
新宿区西新宿
2-8-1

会計法第２
９条の３第４
項（法令等
の規定）

－ 3,630,000 － －
法令の規定及び地方公共団体との取り
決めにより、契約相手方が－に定めら
れるもの

①イ（ニ） －

71 保安林整備事業一式
支出負担行為担当
官　林野庁長官　皆
川芳嗣

東京都千代田
区霞が関1-2-
1

平成24年4月19日 神奈川県
横浜市中区日
本大通り1

会計法第２
９条の３第４
項（法令等
の規定）

－ 3,749,000 － －
法令の規定及び地方公共団体との取り
決めにより、契約相手方が－に定めら
れるもの

①イ（ニ） －

72 保安林整備事業一式
支出負担行為担当
官　林野庁長官　皆
川芳嗣

東京都千代田
区霞が関1-2-
1

平成24年4月19日 新潟県
新潟市中央区
新光町4-1

会計法第２
９条の３第４
項（法令等
の規定）

－ 9,383,000 － －
法令の規定及び地方公共団体との取り
決めにより、契約相手方が－に定めら
れるもの

①イ（ニ） －

73 保安林整備事業一式
支出負担行為担当
官　林野庁長官　皆
川芳嗣

東京都千代田
区霞が関1-2-
1

平成24年4月19日 富山県
富山市新総曲
輪1-7

会計法第２
９条の３第４
項（法令等
の規定）

－ 4,588,000 － －
法令の規定及び地方公共団体との取り
決めにより、契約相手方が－に定めら
れるもの

①イ（ニ） －

74 保安林整備事業一式
支出負担行為担当
官　林野庁長官　皆
川芳嗣

東京都千代田
区霞が関1-2-
1

平成24年4月19日 静岡県
静岡市葵区追
手町9-6

会計法第２
９条の３第４
項（法令等
の規定）

－ 8,281,000 － －
法令の規定及び地方公共団体との取り
決めにより、契約相手方が－に定めら
れるもの

①イ（ニ） －

75 保安林整備事業一式
支出負担行為担当
官　林野庁長官　皆
川芳嗣

東京都千代田
区霞が関1-2-
1

平成24年4月19日 愛知県
名古屋市中区
三の丸3-1-2

会計法第２
９条の３第４
項（法令等
の規定）

－ 6,236,000 － －
法令の規定及び地方公共団体との取り
決めにより、契約相手方が－に定めら
れるもの

①イ（ニ） －
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76 保安林整備事業一式
支出負担行為担当
官　林野庁長官　皆
川芳嗣

東京都千代田
区霞が関1-2-
1

平成24年4月19日 京都府
京都市上京区
下立売通新町
西入藪ノ内町

会計法第２
９条の３第４
項（法令等
の規定）

－ 3,605,000 － －
法令の規定及び地方公共団体との取り
決めにより、契約相手方が－に定めら
れるもの

①イ（ニ） －

77 保安林整備事業一式
支出負担行為担当
官　林野庁長官　皆
川芳嗣

東京都千代田
区霞が関1-2-
1

平成24年4月19日 兵庫県
神戸市中央区
下山手通5-
10-1

会計法第２
９条の３第４
項（法令等
の規定）

－ 6,020,000 － －
法令の規定及び地方公共団体との取り
決めにより、契約相手方が－に定めら
れるもの

①イ（ニ） －

78 保安林整備事業一式
支出負担行為担当
官　林野庁長官　皆
川芳嗣

東京都千代田
区霞が関1-2-
1

平成24年4月19日 奈良県
奈良市登大路
町30

会計法第２
９条の３第４
項（法令等
の規定）

－ 3,576,000 － －
法令の規定及び地方公共団体との取り
決めにより、契約相手方が－に定めら
れるもの

①イ（ニ） －

79 保安林整備事業一式
支出負担行為担当
官　林野庁長官　皆
川芳嗣

東京都千代田
区霞が関1-2-
1

平成24年4月19日 広島県
広島市中区基
町10-52

会計法第２
９条の３第４
項（法令等
の規定）

－ 7,738,000 － －
法令の規定及び地方公共団体との取り
決めにより、契約相手方が－に定めら
れるもの

①イ（ニ） －

80 保安林整備事業一式
支出負担行為担当
官　林野庁長官　皆
川芳嗣

東京都千代田
区霞が関1-2-
1

平成24年4月19日 山口県
山口市滝町1-
1

会計法第２
９条の３第４
項（法令等
の規定）

－ 5,086,000 － －
法令の規定及び地方公共団体との取り
決めにより、契約相手方が－に定めら
れるもの

①イ（ニ） －

81 保安林整備事業一式
支出負担行為担当
官　林野庁長官　皆
川芳嗣

東京都千代田
区霞が関1-2-
1

平成24年4月19日 徳島県
徳島市万代町
1-1

会計法第２
９条の３第４
項（法令等
の規定）

－ 6,000,000 － －
法令の規定及び地方公共団体との取り
決めにより、契約相手方が－に定めら
れるもの

①イ（ニ） －

82 保安林整備事業一式
支出負担行為担当
官　林野庁長官　皆
川芳嗣

東京都千代田
区霞が関1-2-
1

平成24年4月19日 香川県
高松市番町4-
1-10

会計法第２
９条の３第４
項（法令等
の規定）

－ 1,865,000 － －
法令の規定及び地方公共団体との取り
決めにより、契約相手方が－に定めら
れるもの

①イ（ニ） －

83 保安林整備事業一式
支出負担行為担当
官　林野庁長官　皆
川芳嗣

東京都千代田
区霞が関1-2-
1

平成24年4月19日 愛媛県
松山市一番町
4-4-2

会計法第２
９条の３第４
項（法令等
の規定）

－ 5,355,000 － －
法令の規定及び地方公共団体との取り
決めにより、契約相手方が－に定めら
れるもの

①イ（ニ） －

84 保安林整備事業一式
支出負担行為担当
官　林野庁長官　皆
川芳嗣

東京都千代田
区霞が関1-2-
1

平成24年4月19日 高知県
高知市丸ノ内
1-2-20

会計法第２
９条の３第４
項（法令等
の規定）

－ 8,545,000 － －
法令の規定及び地方公共団体との取り
決めにより、契約相手方が－に定めら
れるもの

①イ（ニ） －

85 保安林整備事業一式
支出負担行為担当
官　林野庁長官　皆
川芳嗣

東京都千代田
区霞が関1-2-
1

平成24年4月19日 福岡県
福岡市博多区
東公園7-7

会計法第２
９条の３第４
項（法令等
の規定）

－ 4,639,000 － －
法令の規定及び地方公共団体との取り
決めにより、契約相手方が－に定めら
れるもの

①イ（ニ） －

86 保安林整備事業一式
支出負担行為担当
官　林野庁長官　皆
川芳嗣

東京都千代田
区霞が関1-2-
1

平成24年4月19日 熊本県
熊本市水前寺
6-18-1

会計法第２
９条の３第４
項（法令等
の規定）

－ 7,837,000 － －
法令の規定及び地方公共団体との取り
決めにより、契約相手方が－に定めら
れるもの

①イ（ニ） －

87 保安林整備事業一式
支出負担行為担当
官　林野庁長官　皆
川芳嗣

東京都千代田
区霞が関1-2-
1

平成24年4月19日 宮崎県
宮崎市橘通東
2-10-1

会計法第２
９条の３第４
項（法令等
の規定）

－ 7,861,000 － －
法令の規定及び地方公共団体との取り
決めにより、契約相手方が－に定めら
れるもの

①イ（ニ） －

88
森林吸収源としての里山
天然林情報緊急整備対
策事業一式

支出負担行為担当
官　林野庁長官　皆
川芳嗣

東京都千代田
区霞が関1-2-
1

平成24年4月19日 北海道
札幌市中央区
北3条西6

会計法第２
９条の３第４
項（法令等
の規定）

－ 3,500,000 － －
法令の規定及び地方公共団体との取り
決めにより、契約相手方が－に定めら
れるもの

①イ（ニ） －

89
森林吸収源としての里山
天然林情報緊急整備対
策事業一式

支出負担行為担当
官　林野庁長官　皆
川芳嗣

東京都千代田
区霞が関1-2-
1

平成24年4月19日 秋田県
秋田市山王4-
1-1

会計法第２
９条の３第４
項（法令等
の規定）

－ 1,620,000 － －
法令の規定及び地方公共団体との取り
決めにより、契約相手方が－に定めら
れるもの

①イ（ニ） －

90
森林吸収源としての里山
天然林情報緊急整備対
策事業一式

支出負担行為担当
官　林野庁長官　皆
川芳嗣

東京都千代田
区霞が関1-2-
1

平成24年4月19日 長野県
長野市大字南
長野字幅下
692-2

会計法第２
９条の３第４
項（法令等
の規定）

－ 3,870,000 － －
法令の規定及び地方公共団体との取り
決めにより、契約相手方が－に定めら
れるもの

①イ（ニ） －

91
森林吸収源としての里山
天然林情報緊急整備対
策事業一式

支出負担行為担当
官　林野庁長官　皆
川芳嗣

東京都千代田
区霞が関1-2-
1

平成24年4月19日 岐阜県
岐阜市藪田南
2-1-1

会計法第２
９条の３第４
項（法令等
の規定）

－ 2,500,000 － －
法令の規定及び地方公共団体との取り
決めにより、契約相手方が－に定めら
れるもの

①イ（ニ） －

92
森林吸収源としての里山
天然林情報緊急整備対
策事業一式

支出負担行為担当
官　林野庁長官　皆
川芳嗣

東京都千代田
区霞が関1-2-
1

平成24年4月19日 山口県
山口市滝町1-
1

会計法第２
９条の３第４
項（法令等
の規定）

－ 2,300,000 － －
法令の規定及び地方公共団体との取り
決めにより、契約相手方が－に定めら
れるもの

①イ（ニ） －

93
森林吸収源としての里山
天然林情報緊急整備対
策事業一式

支出負担行為担当
官　林野庁長官　皆
川芳嗣

東京都千代田
区霞が関1-2-
1

平成24年4月19日 徳島県
徳島市万代町
1-1

会計法第２
９条の３第４
項（法令等
の規定）

－ 1,980,000 － －
法令の規定及び地方公共団体との取り
決めにより、契約相手方が－に定めら
れるもの

①イ（ニ） －

94
森林吸収源としての里山
天然林情報緊急整備対
策事業一式

支出負担行為担当
官　林野庁長官　皆
川芳嗣

東京都千代田
区霞が関1-2-
1

平成24年4月19日 愛媛県
松山市一番町
4-4-2

会計法第２
９条の３第４
項（法令等
の規定）

－ 1,750,000 － －
法令の規定及び地方公共団体との取り
決めにより、契約相手方が－に定めら
れるもの

①イ（ニ） －
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95
森林吸収源としての里山
天然林情報緊急整備対
策事業一式

支出負担行為担当
官　林野庁長官　皆
川芳嗣

東京都千代田
区霞が関1-2-
1

平成24年4月19日 熊本県
熊本市水前寺
6-18-1

会計法第２
９条の３第４
項（法令等
の規定）

－ 1,650,000 － －
法令の規定及び地方公共団体との取り
決めにより、契約相手方が－に定めら
れるもの

①イ（ニ） －

96
森林吸収源としての里山
天然林情報緊急整備対
策事業一式

支出負担行為担当
官　林野庁長官　皆
川芳嗣

東京都千代田
区霞が関1-2-
1

平成24年4月19日 鹿児島県
鹿児島市鴨池
新町10-1

会計法第２
９条の３第４
項（法令等
の規定）

－ 2,000,000 － －
法令の規定及び地方公共団体との取り
決めにより、契約相手方が－に定めら
れるもの

①イ（ニ） －

97 保安林整備事業一式
支出負担行為担当
官　林野庁長官　皆
川芳嗣

東京都千代田
区霞が関1-2-
1

平成24年4月24日 埼玉県
さいたま市浦
和区高砂3-
15-1

会計法第２
９条の３第４
項（法令等
の規定）

－ 2,389,000 － －
法令の規定及び地方公共団体との取り
決めにより、契約相手方が－に定めら
れるもの

①イ（ニ） －

98 保安林整備事業一式
支出負担行為担当
官　林野庁長官　皆
川芳嗣

東京都千代田
区霞が関1-2-
1

平成24年4月24日 岡山県
岡山市北区内
山下2-4-6

会計法第２
９条の３第４
項（法令等
の規定）

－ 7,639,000 － －
法令の規定及び地方公共団体との取り
決めにより、契約相手方が－に定めら
れるもの

①イ（ニ） －

99
森林吸収源としての里山
天然林情報緊急整備対
策事業一式

支出負担行為担当
官　林野庁長官　皆
川芳嗣

東京都千代田
区霞が関1-2-
1

平成24年4月25日 宮崎県
宮崎市橘通東
2-10-1

会計法第２
９条の３第４
項（法令等
の規定）

－ 1,050,000 － －
法令の規定及び地方公共団体との取り
決めにより、契約相手方が－に定めら
れるもの

①イ（ニ） －

100 保安林整備事業一式
支出負担行為担当
官　林野庁長官　皆
川芳嗣

東京都千代田
区霞が関1-2-
1

平成24年5月1日 和歌山県
和歌山市小松
原通1-1

会計法第２
９条の３第４
項（法令等
の規定）

－ 4,455,000 － －
法令の規定及び地方公共団体との取り
決めにより、契約相手方が－に定めら
れるもの

①イ（ニ） －

101
森林吸収源としての里山
天然林情報緊急整備対
策事業一式

支出負担行為担当
官　林野庁長官　皆
川芳嗣

東京都千代田
区霞が関1-2-
1

平成24年5月1日 山梨県
甲府市丸の内
1-6-1

会計法第２
９条の３第４
項（法令等
の規定）

－ 2,750,000 － －
法令の規定及び地方公共団体との取り
決めにより、契約相手方が－に定めら
れるもの

①イ（ニ） －

102
森林吸収源としての里山
天然林情報緊急整備対
策事業一式

支出負担行為担当
官　林野庁長官　皆
川芳嗣

東京都千代田
区霞が関1-2-
1

平成24年5月1日 大分県
大分市大手町
3-1-1

会計法第２
９条の３第４
項（法令等
の規定）

－ 1,780,000 － －
法令の規定及び地方公共団体との取り
決めにより、契約相手方が－に定めら
れるもの

①イ（ニ） －

103 保安林整備事業一式
支出負担行為担当
官　林野庁長官　皆
川芳嗣

東京都千代田
区霞が関1-2-
1

平成24年5月11日 滋賀県
大津市京町4-
1-1

会計法第２
９条の３第４
項（法令等
の規定）

－ 3,720,000 － －
法令の規定及び地方公共団体との取り
決めにより、契約相手方が－に定めら
れるもの

①イ（ニ） －

104 保安林整備事業一式
支出負担行為担当
官　林野庁長官　皆
川芳嗣

東京都千代田
区霞が関1-2-
1

平成24年5月15日 石川県
金沢市鞍月1-
1

会計法第２
９条の３第４
項（法令等
の規定）

－ 1,999,000 － －
法令の規定及び地方公共団体との取り
決めにより、契約相手方が－に定めら
れるもの

①イ（ニ） －

105 保安林整備事業一式
支出負担行為担当
官　林野庁長官　皆
川芳嗣

東京都千代田
区霞が関1-2-
1

平成24年5月15日 佐賀県
佐賀市城内1-
1-59

会計法第２
９条の３第４
項（法令等
の規定）

－ 1,900,000 － －
法令の規定及び地方公共団体との取り
決めにより、契約相手方が－に定めら
れるもの

①イ（ニ） －

106 保安林整備事業一式
支出負担行為担当
官　林野庁長官　皆
川芳嗣

東京都千代田
区霞が関1-2-
1

平成24年5月17日 栃木県
宇都宮市塙田
1-1-20

会計法第２
９条の３第４
項（法令等
の規定）

－ 3,908,000 － －
法令の規定及び地方公共団体との取り
決めにより、契約相手方が－に定めら
れるもの

①イ（ニ） －

107
森林吸収源としての里山
天然林情報緊急整備対
策事業一式

支出負担行為担当
官　林野庁長官　皆
川芳嗣

東京都千代田
区霞が関1-2-
1

平成24年5月17日 新潟県
新潟市中央区
新光町4-1

会計法第２
９条の３第４
項（法令等
の規定）

－ 2,980,000 － －
法令の規定及び地方公共団体との取り
決めにより、契約相手方が－に定めら
れるもの

①イ（ニ） －

108 保安林整備事業一式
支出負担行為担当
官　林野庁長官　皆
川芳嗣

東京都千代田
区霞が関1-2-
1

平成24年5月19日 鳥取県
鳥取市東町1-
220

会計法第２
９条の３第４
項（法令等
の規定）

－ 1,482,000 － －
法令の規定及び地方公共団体との取り
決めにより、契約相手方が－に定めら
れるもの

①イ（ニ） －

109 用船２隻
支出負担行為担当
官　水産庁長官　佐
藤正典

東京都千代田
区霞が関一丁
目２番１号

平成24年4月2日 株式会社泰州
長崎県平戸市
生月町里免２
９０９番地

予決令第９
９条第１号
（秘密随意
契約）

－ 475,221,600 － －
取締情報の厳格な管理等、公の秩序又
は公共の安全等の維持の観点から秘密
の保持が必要とされるため

③ハ －

110 用船２隻
支出負担行為担当
官　水産庁長官　佐
藤正典

東京都千代田
区霞が関一丁
目２番１号

平成24年4月2日
株式会社荒津
船舶

東京都足立区
千住一丁目３
９番４号

予決令第９
９条第１号
（秘密随意
契約）

－ 467,056,800 － －
取締情報の厳格な管理等、公の秩序又
は公共の安全等の維持の観点から秘密
の保持が必要とされるため

③ハ －

111 用船２隻
支出負担行為担当
官　水産庁長官　佐
藤正典

東京都千代田
区霞が関一丁
目２番１号

平成24年4月2日
株式会社宗邦
エンタープライ
ズ

宮城県気仙沼
市本郷９番地
４

予決令第９
９条第１号
（秘密随意
契約）

－ 442,587,600 － －
取締情報の厳格な管理等、公の秩序又
は公共の安全等の維持の観点から秘密
の保持が必要とされるため

③ハ －

112 用船２隻
支出負担行為担当
官　水産庁長官　佐
藤正典

東京都千代田
区霞が関一丁
目２番１号

平成24年4月2日
東光船舶株式
会社

千葉県柏市柏
三丁目１１番８
号

予決令第９
９条第１号
（秘密随意
契約）

－ 476,406,000 － －
取締情報の厳格な管理等、公の秩序又
は公共の安全等の維持の観点から秘密
の保持が必要とされるため

③ハ －

113 用船２隻
支出負担行為担当
官　水産庁長官　佐
藤正典

東京都千代田
区霞が関一丁
目２番１号

平成24年4月2日
七洋船舶株式
会社

神奈川県三浦
市岬陽町１番
２８号

予決令第９
９条第１号
（秘密随意
契約）

－ 498,582,000 － －
取締情報の厳格な管理等、公の秩序又
は公共の安全等の維持の観点から秘密
の保持が必要とされるため

③ハ －
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114 用船３隻
支出負担行為担当
官　水産庁長官　佐
藤正典

東京都千代田
区霞が関一丁
目２番１号

平成24年4月2日
東日本船舶株
式会社

宮城県気仙沼
市弁天町１－
２－２４

予決令第９
９条第１号
（秘密随意
契約）

－ 647,501,400 － －
取締情報の厳格な管理等、公の秩序又
は公共の安全等の維持の観点から秘密
の保持が必要とされるため

③ハ －

115 用船１隻
支出負担行為担当
官　水産庁長官　佐
藤正典

東京都千代田
区霞が関一丁
目２番１号

平成24年4月2日
株式会社新洋
船舶

宮城県気仙沼
市港町５０５番
地の６

予決令第９
９条第１号
（秘密随意
契約）

－ 306,180,000 － －
取締情報の厳格な管理等、公の秩序又
は公共の安全等の維持の観点から秘密
の保持が必要とされるため

③ハ －

116 用船２隻
支出負担行為担当
官　水産庁長官　佐
藤正典

東京都千代田
区霞が関一丁
目２番１号

平成24年4月2日
有限会社野田
船舶

熊本県天草市
牛深町１７１５
番地

予決令第９
９条第１号
（秘密随意
契約）

－ 432,734,400 － －
取締情報の厳格な管理等、公の秩序又
は公共の安全等の維持の観点から秘密
の保持が必要とされるため

③ハ －

117 用船１隻
支出負担行為担当
官　水産庁長官　佐
藤正典

東京都千代田
区霞が関一丁
目２番１号

平成24年4月2日
東洋船舶株式
会社

長崎県長崎市
鳴滝二丁目７
番１８号

予決令第９
９条第１号
（秘密随意
契約）

－ 225,993,600 － －
取締情報の厳格な管理等、公の秩序又
は公共の安全等の維持の観点から秘密
の保持が必要とされるため

③ハ －

118 用船３隻
支出負担行為担当
官　水産庁長官　佐
藤正典

東京都千代田
区霞が関一丁
目２番１号

平成24年4月2日
晴福産業株式
会社

東京都港区芝
二丁目１番３２
号

予決令第９
９条第１号
（秘密随意
契約）

－ 694,058,400 － －
取締情報の厳格な管理等、公の秩序又
は公共の安全等の維持の観点から秘密
の保持が必要とされるため

③ハ －

119 用船３隻
支出負担行為担当
官　水産庁長官　佐
藤正典

東京都千代田
区霞が関一丁
目２番１号

平成24年4月2日
播洋実業株式
会社

千葉県松戸市
松戸新田字毛
無山３０番地

予決令第９
９条第１号
（秘密随意
契約）

－ 600,390,000 － －
取締情報の厳格な管理等、公の秩序又
は公共の安全等の維持の観点から秘密
の保持が必要とされるため

③ハ －

120 用船１隻
支出負担行為担当
官　水産庁長官　佐
藤正典

東京都千代田
区霞が関一丁
目２番１号

平成24年4月2日
日本海船舶株
式会社

石川県金沢市
涌波三丁目１
０番１８号

予決令第９
９条第１号
（秘密随意
契約）

－ 213,141,600 － －
取締情報の厳格な管理等、公の秩序又
は公共の安全等の維持の観点から秘密
の保持が必要とされるため

③ハ －

121 用船２隻
支出負担行為担当
官　水産庁長官　佐
藤正典

東京都千代田
区霞が関一丁
目２番１号

平成24年4月2日
大岡船舶株式
会社

東京都中央区
月島三丁目２
４番５号

予決令第９
９条第１号
（秘密随意
契約）

－ 533,799,000 － －
取締情報の厳格な管理等、公の秩序又
は公共の安全等の維持の観点から秘密
の保持が必要とされるため

③ハ －

122 用船１隻
支出負担行為担当
官　水産庁長官　佐
藤正典

東京都千代田
区霞が関一丁
目２番１号

平成24年4月2日
翔洋船舶株式
会社

宮城県気仙沼
市幸町四丁目
７番６号

予決令第９
９条第１号
（秘密随意
契約）

－ 196,182,000 － －
取締情報の厳格な管理等、公の秩序又
は公共の安全等の維持の観点から秘密
の保持が必要とされるため

③ハ －

123 用船２隻
支出負担行為担当
官　水産庁長官　佐
藤正典

東京都千代田
区霞が関一丁
目２番１号

平成24年4月2日 株式会社洸洋
東京都港区南
青山二丁目２
７番２０号

予決令第９
９条第１号
（秘密随意
契約）

－ 449,568,000 － －
取締情報の厳格な管理等、公の秩序又
は公共の安全等の維持の観点から秘密
の保持が必要とされるため

③ハ －

124 用船１隻
支出負担行為担当
官　水産庁長官　佐
藤正典

東京都千代田
区霞が関一丁
目２番１号

平成24年4月2日
株式会社しょう
えい

熊本県天草市
牛深町３３３８
番地２９

予決令第９
９条第１号
（秘密随意
契約）

－ 146,853,000 － －
取締情報の厳格な管理等、公の秩序又
は公共の安全等の維持の観点から秘密
の保持が必要とされるため

③ハ －

125 用船１隻
支出負担行為担当
官　水産庁長官　佐
藤正典

東京都千代田
区霞が関一丁
目２番１号

平成24年4月2日
株式会社ミズノ
マリナーズ

福島県いわき
市小名浜字古
湊２１番地

予決令第９
９条第１号
（秘密随意
契約）

－ 308,700,000 － －
取締情報の厳格な管理等、公の秩序又
は公共の安全等の維持の観点から秘密
の保持が必要とされるため

③ハ －

126 用船２隻
支出負担行為担当
官　水産庁長官　佐
藤正典

東京都千代田
区霞が関一丁
目２番１号

平成24年4月2日
株式会社三輪
船舶

長崎県佐世保
市潮見町１番
１３－１５０５号

予決令第９
９条第１号
（秘密随意
契約）

－ 352,875,600 － －
取締情報の厳格な管理等、公の秩序又
は公共の安全等の維持の観点から秘密
の保持が必要とされるため

③ハ －

127
国家公務員宿舎用敷地
賃貸借料（北海道）

支出負担行為担当
官　水産庁長官　佐
藤正典

東京都霞が関
１－２－１

平成24年4月2日 北海道
北海道札幌市
中央区北3条
西6丁目

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 2,162,539 － －
特定の場所の土地・建物の賃貸契約
等、随意契約によらぜるを得ない場合に
該当するため

①ロ －

128
清水駐在官事務所事務
室賃貸借料

支出負担行為担当
官　水産庁長官　佐
藤正典

東京都千代田
区霞が関１－
２－１

平成24年4月2日
一般社団法人
日本海事検定
協会

東京都中央区
八丁堀１－９
－７

予決令第１
０２条の４第
４号（ロ）（有
利随意契
約）

－ 2,016,000 － －

現在賃貸借をしている一般社団法人日
本海事検定協会清水事業所の当該事
務室賃料には、駐車場（２台）、光熱水
料、警備保障費及び室内清掃料等全て
盛り込まれ他と比べても安価であること
に加え、同事業所は、清水税関清水支
所、清水港湾管理局等の関係事務所と
も近く情報収集に適している。また、新
たに当該地以外で契約を考えると、移転
費用等必要となる。

③ロ －

129
（独）水産総合研究セン
ター宿舎賃貸借（オアシ
スファミリーⅢがん太）

支出負担行為担当
官　水産庁長官　佐
藤正典

東京都千代田
区霞が関１－
２－１

平成24年4月2日
※個人情報の
ため非公開

※個人情報の
ため非公開

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 828,000 － －
特定の場所の土地・建物の賃貸契約
等、随意契約によらぜるを得ない場合に
該当するため

①ロ －

130

平成24年度
CORINS/TECRIS（工事
及び調査設計業務実績
情報提供システム）の利
用一式

支出負担行為担当
官　水産庁長官　佐
藤正典

東京都千代田
区霞が関１－
２－１

平成24年4月6日
財団法人日本
建設情報総合
センター

東京都港区赤
坂７－１０－２
０

会計法第２
９条の３第４
項（特定情
報）

－ 1,050,000 － 3

行政目的を達成するために不可欠な特
定の情報について提供を受けるもので
あり、当該情報を提供することが可能な
者が一に特定されるため

①ニ（ヘ） －
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131
東北農政局八戸地域セ
ンター敷地及び庁舎並び
に作業棟賃貸借料

支出負担行為担当
官
東北農政局長
佐藤　憲雄

仙台市青葉区
本町三丁目３
－１

平成24年4月2日
南部地域農業
共済組合

青森県十和田
市大字三本木
字里ノ沢１－４
７

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 15,435,000 － -

「会計法第２９条の３第４項(賃貸借契
約」該当場所でなければ行政事務を行
うこことが不可能であることから場所が
限定され、供給者が特定される賃貸借
契約。

①ロ －

132
東北農政局奥州地域セ
ンター庁舎及び駐車場賃
貸借料

支出負担行為担当
官
東北農政局長
佐藤　憲雄

仙台市青葉区
本町三丁目３
－１

平成24年4月2日
EC南部コーポ
レーション株式
会社

岩手県奥州市
水沢区佐倉河
字慶徳７１

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 13,920,000 － -

「会計法第２９条の３第４項(賃貸借契
約」該当場所でなければ行政事務を行
うこことが不可能であることから場所が
限定され、供給者が特定される賃貸借
契約。

①ロ －

133
平成２４年度収入減尐影
響緩和対策積立金管理
業務委託

支出負担行為担当
官
東北農政局長
佐藤　憲雄

宮城県仙台市
青葉区本町３

－３－１
平成24年4月2日

青森県担い手
育成総合支援
協議会

青森県青森市
本町２－６－１
９

会計法第２
９条の３第４
項（法令等
の規定）

－ 1,286,000 100.0% -

「農業の担い手に対する経営安定のた
め交付金の交付に関する法律施行規則
第１３条第１項第４号」で県知事の意見
を聞き、農林水産大臣が指定することに
なっているため、契約の相手方が一に
決められている。

①イ（イ） －

134
平成２４年度収入減尐影
響緩和対策積立金管理
業務委託

支出負担行為担当
官
東北農政局長
佐藤　憲雄

宮城県仙台市
青葉区本町３

－３－１
平成24年4月2日

宮城県担い手
育成総合支援
協議会

宮城県仙台市
青葉区本町３
－３－１

会計法第２
９条の３第４
項（法令等
の規定）

－ 2,100,000 100.0% -

「農業の担い手に対する経営安定のた
め交付金の交付に関する法律施行規則
第１３条第１項第４号」で県知事の意見
を聞き、農林水産大臣が指定することに
なっているため、契約の相手方が一に
決められている。

①イ（イ） －

135
平成２４年度収入減尐影
響緩和対策積立金管理
業務委託

支出負担行為担当
官
東北農政局長
佐藤　憲雄

宮城県仙台市
青葉区本町３

－３－１
平成24年4月2日

秋田県担い手
育成総合支援
協議会

秋田県秋田市
山王４－１－２

会計法第２
９条の３第４
項（法令等
の規定）

－ 10,061,000 100.0% -

「農業の担い手に対する経営安定のた
め交付金の交付に関する法律施行規則
第１３条第１項第４号」で県知事の意見
を聞き、農林水産大臣が指定することに
なっているため、契約の相手方が一に
決められている。

①イ（イ） －

136
平成２４年度収入減尐影
響緩和対策積立金管理
業務委託

支出負担行為担当
官
東北農政局長
佐藤　憲雄

宮城県仙台市
青葉区本町３

－３－１
平成24年4月2日

財団法人やま
がた農業支援
センター

山形県山形市
緑町１－９－３
０

会計法第２
９条の３第４
項（法令等
の規定）

－ 10,061,000 100.0% 0

「農業の担い手に対する経営安定のた
め交付金の交付に関する法律施行規則
第１３条第１項第４号」で県知事の意見
を聞き、農林水産大臣が指定することに
なっているため、契約の相手方が一に
決められている。

①イ（イ） －

137
平成２４年度収入減尐影
響緩和対策積立金管理
業務委託

支出負担行為担当
官
東北農政局長
佐藤　憲雄

宮城県仙台市
青葉区本町３

－３－１
平成24年4月2日

福島県担い手
育成総合支援
協議会

福島県福島市
中町８－２

会計法第２
９条の３第４
項（法令等
の規定）

－ 1,527,000 100.0% -

「農業の担い手に対する経営安定のた
め交付金の交付に関する法律施行規則
第１３条第１項第４号」で県知事の意見
を聞き、農林水産大臣が指定することに
なっているため、契約の相手方が一に
決められている。

①イ（イ） －

138
平成24年度農地の除染
対策技術検討（その２）
業務委託

支出負担行為担当
官　東北農政局長
佐藤　憲雄

仙台市青葉区
本町３－３－１

平成24年4月25日
公益社団法人
農業農村工学
会

東京都港区新
橋５－３４－４

予決令第１
０２条の４第
４号（イ）（有
利随意契
約）

11,020,046 11,020,046 100.0% 1

被災地関係市町村の要望からも本業務
の成果を早急（8月）に出す必要があり、
工期上の制約を踏まえると、前年度の
検討経緯も熟知している受託予定者に
設置している「農地の除染対策技術検
討会」を引き続き活用し、検討会を実施
していく必要があり、他の者に置き換え
て行うことは困難であることから、競争に
付することが不利なため。

③ロ －

139 建物賃貸借契約

分任支出負担行為
担当官代理　東北
農政局盛岡地域セ
ンター次長　石井秀
明

盛岡市愛宕町
13-33

平成24年4月2日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,920,000 － －
当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能である賃貸借契約であるた
め

①ロ －

140 建物賃貸借契約

分任支出負担行為
担当官代理　東北
農政局盛岡地域セ
ンター次長　石井秀
明

盛岡市愛宕町
13-33

平成24年4月2日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,080,000 － －
当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能である賃貸借契約であるた
め

①ロ －

141
東北農政局大仙地域セ
ンター駐車場賃貸借契
約

分任支出負担行為
担当官東北農政局
秋田地域センター長
穴井達也

秋田市山王7-
1-5

平成24年4月2日
高吉建設株式
会社

秋田県大仙市
大曲福住町6-
6

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,080,000 - -
提供者が一に特定される賃貸借である
ため

①ロ －

142
東北農政局酒田地域セ
ンター鶴岡庁舎賃貸借

分任支出負担行為
担当官
東北農政局山形地
域センター長稲森幹
八

山形市松波1-
3-7

平成24年4月2日 山形県鶴岡市
山形県鶴岡市
馬場町9-25

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 2,398,548 － －
当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能である賃貸借契約であるた
め

①ロ －

143
平成２４年度土地賃貸借
契約（地域第一課）

分任支出負担行為
担当官　東北農政
局福島地域センター
長　中東　　一

福島市浜田町
１－９

平成24年4月2日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 2,364,000 － －
当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能である賃貸借契約であるた
め

①ロ －

144
平成２４年度駐車場賃貸
借契約（いわき地域セン
ター）

分任支出負担行為
担当官　東北農政
局福島地域センター
長　中東　　一

福島市浜田町
１－９

平成24年4月2日
株式会社　加
藤商事

いわき市平字
堂ノ前２０

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 806,400 － －
当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能である賃貸借契約であるた
め

①ロ －
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145 庁舎敷地賃貸借

分任支出負担行為
担当官　東北農政
局津軽農業水利事
務所長　川端　正一

青森県つがる
市木造萩野
18-7

平成24年4月6日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 3,135,900 － －
当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能である賃貸借契約であるた
め。

①ロ －

146 庁舎建物賃貸借

分任支出負担行為
担当官　東北農政
局津軽農業水利事
務所長　川端　正一

青森県つがる
市木造萩野
18-7

平成24年4月6日
長瀬堰土地改
良区

青森県弘前市
大字熊嶋字亀
田169-6

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 3,468,000 － －
当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能である賃貸借契約であるた
め。

①ロ －

147
庁舎建物及び敷地賃貸
借

分任支出負担行為
担当官　東北農政
局津軽農業水利事
務所長　川端　正一

青森県つがる
市木造萩野
18-7

平成24年4月6日
小田川土地改
良区

青森県五所川
原市金木町芦
野210-3

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 6,372,000 － －
当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能である賃貸借契約であるた
め。

①ロ －

148 宿舎敷地賃貸借

分任支出負担行為
担当官　東北農政
局津軽農業水利事
務所長　川端　正一

青森県つがる
市木造萩野
18-7

平成24年4月6日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,375,248 － －
当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能である賃貸借契約であるた
め。

①ロ －

149 宿舎建物賃貸借

分任支出負担行為
担当官　東北農政
局津軽農業水利事
務所長　川端　正一

青森県つがる
市木造萩野
18-7

平成24年4月6日
株式会社伊藤
鉱業

青森県つがる
市木造若竹13

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 2,640,000 － －
当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能である賃貸借契約であるた
め。

①ロ －

150 宿舎建物賃貸借

分任支出負担行為
担当官　東北農政
局津軽農業水利事
務所長　川端　正一

青森県つがる
市木造萩野
18-7

平成24年4月6日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,800,000 － －
当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能である賃貸借契約であるた
め。

①ロ －

151 宿舎建物賃貸借

分任支出負担行為
担当官　東北農政
局津軽農業水利事
務所長　川端　正一

青森県つがる
市木造萩野
18-7

平成24年4月6日

日本管理セン
ター株式会社
代理人かしわ
や不動産

青森県つがる
市柏下古川鶴
山89-10

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 960,000 － －
当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能である賃貸借契約であるた
め。

①ロ －

152 宿舎建物賃貸借

分任支出負担行為
担当官　東北農政
局津軽農業水利事
務所長　川端　正一

青森県つがる
市木造萩野
18-7

平成24年4月6日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,800,000 － －
当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能である賃貸借契約であるた
め。

①ロ －

153 宿舎建物賃貸借

分任支出負担行為
担当官　東北農政
局津軽農業水利事
務所長　川端　正一

青森県つがる
市木造萩野
18-7

平成24年4月6日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,728,000 － －
当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能である賃貸借契約であるた
め。

①ロ －

154 宿舎建物賃貸借

分任支出負担行為
担当官　東北農政
局津軽農業水利事
務所長　川端　正一

青森県つがる
市木造萩野
18-7

平成24年4月6日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,080,000 － －
当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能である賃貸借契約であるた
め。

①ロ －

155 宿舎建物賃貸借

分任支出負担行為
担当官　東北農政
局津軽農業水利事
務所長　川端　正一

青森県つがる
市木造萩野
18-7

平成24年4月6日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,320,000 － －
当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能である賃貸借契約であるた
め。

①ロ －

156

岩木川左岸（二期）農業
水利事業
土淵堰用水路大川放水
工改修工事に伴う物件
移転等補償金として

分任支出負担行為
担当官　東北農政
局津軽農業水利事
務所長　川端　正一

青森県つがる
市木造萩野
18-7

平成24年4月9日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（用地補
償）

－ － － －

公共事業を施行する際の権利の取得及
び損失補償等に対して契約を行うもので
あり、工事に必要となる土地等の権利者
との契約となることから、場所及び契約
相手方が限定されるものである。

①ロに準ずる
と認められる
もの（財務省
に個別に協議
し認められた
もの）

－

157

岩木川左岸（二期）農業
水利事業
土淵堰用水路大川放水
工改修工事に伴う物件
移転等補償金として

分任支出負担行為
担当官　東北農政
局津軽農業水利事
務所長　川端　正一

青森県つがる
市木造萩野
18-7

平成24年4月9日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（用地補
償）

－ － － －

公共事業を施行する際の権利の取得及
び損失補償等に対して契約を行うもので
あり、工事に必要となる土地等の権利者
との契約となることから、場所及び契約
相手方が限定されるものである。

①ロに準ずる
と認められる
もの（財務省
に個別に協議
し認められた
もの）

－

158
平成24年度事務所庁舎
土地賃貸借　一式

分任支出負担行為
担当官　東北農政
局北奥羽土地改良
調査管理事務所長
佐藤隆

青森県弘前市
大字新寺町
149-2

平成24年4月2日 弘前市
青森県弘前市
大字上白銀町
1-1

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

2,798,376 2,798,376 100.0% －
当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であるため

①ロ －

159
平成24年度職員宿舎建
物賃貸借　一式

分任支出負担行為
担当官　東北農政
局北奥羽土地改良
調査管理事務所長
佐藤隆

青森県弘前市
大字新寺町
149-2

平成24年4月2日
有限会社　エ
コー企画

青森県弘前市
大字樹木2-
17-3

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

1,920,000 1,920,000 100.0% －
当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であるため

①ロ －
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160 事務所電気使用契約1式

分任支出負担行為
担当官
東北農政局北上土
地改良調査管理事
務所長
三木　秀一

盛岡市青山4-
11-1

平成24年4月2日
東北電力株式
会社盛岡営業
所

盛岡市紺屋町
1-25

会計法第２
９条の３第４
項（光熱費
等）

－ 1,028,968 － －
他に電力を供給できる者がなく競争を許
さないため

①ニ（ロ） －

161
宮城支所敷地及び建物
賃貸借料

分任支出負担行為
担当官
東北農政局北上土
地改良調査管理事
務所長
三木　秀一

盛岡市青山4-
11-1

平成24年4月2日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 3,600,000 － －
当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能である賃貸借契約であるた
め

①ロ －

162 職員宿舎建物賃貸借料

分任支出負担行為
担当官
東北農政局北上土
地改良調査管理事
務所長
三木　秀一

盛岡市青山4-
11-1

平成24年4月2日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 900,000 － －
当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能である賃貸借契約であるた
め

①ロ －

163 職員宿舎賃貸借料

分任支出負担行為
担当官　東北農政
局西奥羽土地改良
調査管理事務所長
佐々木　明徳

秋田市山王7-
1-3

平成24年4月2日
株式会社トムソ
ン

秋田市八橋本
町6-8-21

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 10,320,000 － －
当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能である賃貸借契約であるた
め

①ロ －

164
最上川支所庁舎建物及
び駐車場賃貸借料

分任支出負担行為
担当官　東北農政
局西奥羽土地改良
調査管理事務所長
佐々木　明徳

秋田市山王7-
1-3

平成24年4月2日
最上川中流土
地改良区

山形市飯沢
62-2

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 4,440,000 － －
当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能である賃貸借契約であるた
め

①ロ －

165
平成24年度
庁舎敷地一式賃貸借（事
務所）

分任支出負担行為
担当官
東北農政局阿武隇
土地改良調査管理
事務所長
名和　規夫

福島県福島市
笹谷字稲場３
８－７

平成24年4月2日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 3,620,760 － －

当該場所でなければ行政事務を行う事
が不可能であることから場所が限定さ
れ、契約相手方が一に特定される賃貸
借契約のため

①ロ －

166

平成24年度
庁舎敷地及び建物一式
賃貸借（安積疏水特別監
視支所）

分任支出負担行為
担当官
東北農政局阿武隇
土地改良調査管理
事務所長
名和　規夫

福島県福島市
笹谷字稲場３
８－７

平成24年4月6日

安積疏水土地
改良区
理事長　本田
陸夫

福島県郡山市
開成２－２２－
２

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 3,000,000 － －

当該場所でなければ行政事務を行う事
が不可能であることから場所が限定さ
れ、契約相手方が一に特定される賃貸
借契約のため

①ロ －

167
平成24年度
職員宿舎一式賃貸借

分任支出負担行為
担当官
東北農政局阿武隇
土地改良調査管理
事務所長
名和　規夫

福島県福島市
笹谷字稲場３
８－７

平成24年4月2日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 4,266,000 － －

当該場所でなければ行政事務を行う事
が不可能であることから場所が限定さ
れ、契約相手方が一に特定される賃貸
借契約のため

①ロ －

168
平成24年度
職員宿舎一式賃貸借

分任支出負担行為
担当官
東北農政局阿武隇
土地改良調査管理
事務所長
名和　規夫

福島県福島市
笹谷字稲場３
８－７

平成24年4月6日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 3,456,000 － －

当該場所でなければ行政事務を行う事
が不可能であることから場所が限定さ
れ、契約相手方が一に特定される賃貸
借契約のため

①ロ －

169
平成24年度
職員宿舎一式賃貸借

分任支出負担行為
担当官
東北農政局阿武隇
土地改良調査管理
事務所長
名和　規夫

福島県福島市
笹谷字稲場３
８－７

平成24年4月6日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,416,000 － －

当該場所でなければ行政事務を行う事
が不可能であることから場所が限定さ
れ、契約相手方が一に特定される賃貸
借契約のため

①ロ －

170
電気使用契約一式（事務
所）

分任支出負担行為
担当官
東北農政局阿武隇
土地改良調査管理
事務所長
名和　規夫

福島県福島市
笹谷字稲場３
８－７

平成24年4月2日
東北電力株式
会社
福島営業所

福島県福島市
置賜町２－３５

会計法第２
９条の３第４
項（光熱費
等）

－ 1,450,874 － －
電力を供給出来る所が東北電力株式会
社しかなく、競争を許さないため

①ニ（ロ） －

171
電気使用契約一式（羽鳥
ダム管理所）

分任支出負担行為
担当官
東北農政局阿武隇
土地改良調査管理
事務所長
名和　規夫

福島県福島市
笹谷字稲場３
８－７

平成24年4月2日
東北電力株式
会社
白河営業所

福島県白河市
字中田２９－１

会計法第２
９条の３第４
項（光熱費
等）

－ 1,065,959 － －
電力を供給出来る所が東北電力株式会
社しかなく、競争を許さないため

①ニ（ロ） －

172
職員宿舎賃貸借料（賃貸
借期間：平成24年4月1
日～平成25年3月31日）

分任支出負担行為
担当官　東北農政
局和賀中部農業水
利事業所長　浅田
務

岩手県北上市
和賀町長沼6-
131-1

平成24年4月6日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 816,000 － － 会計法２９条の３第４項（賃貸借契約） ①ロ －



氏名並びにその所
属する部局の名称

所在地
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173
職員宿舎賃貸借料（賃貸
借期間：平成24年4月1
日～平成25年3月31日）

分任支出負担行為
担当官　東北農政
局和賀中部農業水
利事業所長　浅田
務

岩手県北上市
和賀町長沼6-
131-1

平成24年4月6日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 2,136,000 － － 会計法２９条の３第４項（賃貸借契約） ①ロ －

174
職員宿舎賃貸借料（賃貸
借期間：平成24年4月1
日～平成25年3月31日）

分任支出負担行為
担当官　東北農政
局和賀中部農業水
利事業所長　浅田
務

岩手県北上市
和賀町長沼6-
131-1

平成24年4月6日

積和不動産東
北株式会社
北上賃貸営業
所

岩手県北上市
九年橋3-17-
17

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 5,208,000 － － 会計法第29条の3第4項（賃貸借契約） ①ロ －

175
職員宿舎賃貸借料（賃貸
借期間：平成24年4月1
日～平成25年3月31日）

分任支出負担行為
担当官　東北農政
局和賀中部農業水
利事業所長　浅田
務

岩手県北上市
和賀町長沼6-
131-1

平成24年4月6日
日本管理セン
ター株式会社

東京都中央区
八丁堀2-21-6

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 2,136,000 － － 会計法第29条の3第4項（賃貸借契約） ①ロ －

176
職員宿舎賃貸借料（賃貸
借期間：平成24年4月1
日～平成25年3月31日）

分任支出負担行為
担当官　東北農政
局和賀中部農業水
利事業所長　浅田
務

岩手県北上市
和賀町長沼6-
131-1

平成24年4月6日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,872,000 － － 会計法２９条の３第４項（賃貸借契約） ①ロ －

177
職員宿舎賃貸借料（賃貸
借期間：平成24年4月1
日～平成25年3月31日）

分任支出負担行為
担当官　東北農政
局和賀中部農業水
利事業所長　浅田
務

岩手県北上市
和賀町長沼6-
131-1

平成24年4月6日
アベケイテック
ス有限会社

岩手県花巻市
花城町3-12

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 2,076,000 － － 会計法第29条の3第4項（賃貸借契約） ①ロ －

178

東北農政局和賀中部農
業水利事業所猿ヶ石川
農業水利事業建設所庁
舎及び駐車場賃貸借料
（賃貸借期間：平成24年
4月1日～平成25年3月
31日）

分任支出負担行為
担当官　東北農政
局和賀中部農業水
利事業所長　浅田
務

岩手県北上市
和賀町長沼6-
131-1

平成24年4月6日
猿ヶ石北部土
地改良区

岩手県花巻市
東和町安俵3
区19

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 7,610,400 － －
当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借

①ロ －

179 事業所庁舎賃貸借料

分任支出負担行為
担当官　東北農政
局平鹿平野農業水
利事業所長　大澤
賢修

秋田県横手市
大屋新町字大
平99-39

平成24年4月6日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 9,959,040 － －
当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能である賃貸借契約であるた
め。

①ロ －

180
事業所庁舎敷地及び駐
車場等用地賃貸借料

分任支出負担行為
担当官　東北農政
局平鹿平野農業水
利事業所長　大澤
賢修

秋田県横手市
大屋新町字大
平99-39

平成24年4月6日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 6,409,572 － －
当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能である賃貸借契約であるた
め。

①ロ －

181
事業所庁舎敷地及び駐
車場等用地賃貸借料

分任支出負担行為
担当官　東北農政
局平鹿平野農業水
利事業所長　大澤
賢修

秋田県横手市
大屋新町字大
平99-39

平成24年4月6日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 2,240,232 － －
当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能である賃貸借契約であるた
め。

①ロ －

182 職員宿舎建物賃貸借料

分任支出負担行為
担当官　東北農政
局平鹿平野農業水
利事業所長　大澤
賢修

秋田県横手市
大屋新町字大
平99-39

平成24年4月6日
有限会社エス
テート・ヒロ

秋田県横手市
婦気大堤字田
久保下46

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,884,000 － －
当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能である賃貸借契約であるた
め。

①ロ －

183 職員宿舎建物賃貸借料

分任支出負担行為
担当官　東北農政
局平鹿平野農業水
利事業所長　大澤
賢修

秋田県横手市
大屋新町字大
平99-39

平成24年4月6日
朝日綜合株式
会社

秋田県横手市
神明町1-1

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,392,000 － －
当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能である賃貸借契約であるた
め。

①ロ －

184 職員宿舎建物賃貸借料

分任支出負担行為
担当官　東北農政
局平鹿平野農業水
利事業所長　大澤
賢修

秋田県横手市
大屋新町字大
平99-39

平成24年4月6日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,320,000 － －
当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能である賃貸借契約であるた
め。

①ロ －

185 職員宿舎建物賃貸借料

分任支出負担行為
担当官　東北農政
局平鹿平野農業水
利事業所長　大澤
賢修

秋田県横手市
大屋新町字大
平99-39

平成24年4月6日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 804,000 － －
当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能である賃貸借契約であるた
め。

①ロ －

186 職員宿舎建物賃貸借料

分任支出負担行為
担当官　東北農政
局平鹿平野農業水
利事業所長　大澤
賢修

秋田県横手市
大屋新町字大
平99-39

平成24年4月6日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,740,000 － －
当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能である賃貸借契約であるた
め。

①ロ －
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187 職員宿舎建物賃貸借料

分任支出負担行為
担当官　東北農政
局平鹿平野農業水
利事業所長　大澤
賢修

秋田県横手市
大屋新町字大
平99-39

平成24年4月6日
奥山ボーリング
株式会社

秋田県横手市
神明町10-39

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 852,000 － －
当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能である賃貸借契約であるた
め。

①ロ －

188 職員宿舎建物賃貸借料

分任支出負担行為
担当官　東北農政
局平鹿平野農業水
利事業所長　大澤
賢修

秋田県横手市
大屋新町字大
平99-39

平成24年4月6日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 828,000 － －
当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能である賃貸借契約であるた
め。

①ロ －

189 職員宿舎建物賃貸借料

分任支出負担行為
担当官　東北農政
局平鹿平野農業水
利事業所長　大澤
賢修

秋田県横手市
大屋新町字大
平99-39

平成24年4月6日 有限会社佐乃
秋田県横手市
平和町1-2

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,104,000 － －
当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能である賃貸借契約であるた
め。

①ロ －

190

電力契約(従量電灯Ｃ
20ｋＶＡ、低圧電力23ｋ
Ｗ）（東北農政局平鹿平
野農業水利事業所)

分任支出負担行為
担当官　東北農政
局平鹿平野農業水
利事業所長　大澤
賢修

秋田県横手市
大屋新町字大
平99-39

平成24年4月2日
東北電力株式
会社　横手営
業所

秋田県横手市
前郷二番町
11-24

会計法第２
９条の３第４
項（光熱費
等）

－ 1,173,540 － －

本地域において、電力を供給可能な業
者は唯一当該業者のみであることによ
り、競争を許さないことから随意契約を
結ぶものである。

①ニ（ロ） －

191
事業所庁舎電力供給契
約（低圧）

分任支出負担行為
担当官
東北農政局米沢平
野農業水利事業所
長
相澤顕之

山形県米沢市
駅前三丁目1-
19

平成24年4月1日
東北電力株式
会社　米沢営
業所

山形県米沢市
門東町三丁目
2-40

会計法第２
９条の３第４
項（光熱費
等）

－ 1,173,231 － －
電力供給を行うことが可能な業者が当
該業者のみであるため。

①ニ（ロ） －

192 職員宿舎賃貸借　一式

分任支出負担行為
担当官
東北農政局米沢平
野農業水利事業所
長
相澤顕之

山形県米沢市
駅前三丁目1-
19

平成24年4月6日
株式会社ラピ
スコ

東京都大田区
大森南二丁目
3-10

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 2,100,000 100.0% －
当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能である賃貸借契約でるため。

①ロ －

193 職員宿舎賃貸借　一式

分任支出負担行為
担当官
東北農政局米沢平
野農業水利事業所
長
相澤顕之

山形県米沢市
駅前三丁目1-
19

平成24年4月6日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,452,000 － －
当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能である賃貸借契約であるた
め。

①ロ －

194 職員宿舎賃貸借　一式

分任支出負担行為
担当官
東北農政局米沢平
野農業水利事業所
長
相澤顕之

山形県米沢市
駅前三丁目1-
19

平成24年4月6日
個人情報非公
開

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 936,000 － －
当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能である賃貸借契約であるた
め。

①ロ －

195 職員宿舎賃貸借　一式

分任支出負担行為
担当官
東北農政局米沢平
野農業水利事業所
長
相澤顕之

山形県米沢市
駅前三丁目1-
19

平成24年4月6日
個人情報非公
開

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 840,000 － －
当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能である賃貸借契約であるた
め。

①ロ －

196 職員宿舎賃貸借　一式

分任支出負担行為
担当官
東北農政局米沢平
野農業水利事業所
長
相澤顕之

山形県米沢市
駅前三丁目1-
19

平成24年4月6日
有限会社オフィ
ス大熊

山形県米沢市
春日二丁目
13-8

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 840,000 － －
当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能である賃貸借契約であるた
め。

①ロ －

197 職員宿舎賃貸借　一式

分任支出負担行為
担当官
東北農政局米沢平
野農業水利事業所
長
相澤顕之

山形県米沢市
駅前三丁目1-
19

平成24年4月6日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 2,460,000 － －
当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能である賃貸借契約であるた
め。

①ロ －

198
米沢平野二期農業水利
事業東幹線用水路工事
に係る損失補償金

分任支出負担行為
担当官
東北農政局米沢平
野農業水利事業所
長
相澤顕之

山形県米沢市
駅前三丁目1-
19

平成24年4月27日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（用地補
償）

－ 2,282,739 － －

公共事業を施行する際の権利の取得及
び損失補償等に対して契約を行うもので
あり、工事に必要となる土地等の権利者
との契約となることから、場所及び契約
相手方が限定されため。

①ロに準ずる
と認められる
もの（財務省
に個別に協議
し認められた
もの）

－



氏名並びにその所
属する部局の名称

所在地
商号または名

称
住所

予定価格 契約金額 落札率
再就職
の役員
の数

契約担当官等

番号 契約名称及び内容 随意契約によらざるを得ない理由

随意契約によ
らざるを得ない
場合とした財務
大臣通知上の
根拠区分

備　　考契約締結日

契約の相手方 随意契約に
よることとし
た会計法令
の根拠条文
及び理由

199
米沢平野二期農業水利
事業東幹線用水路工事
に係る土地売買代金

分任支出負担行為
担当官
東北農政局米沢平
野農業水利事業所
長
相澤顕之

山形県米沢市
駅前三丁目1-
19

平成24年4月27日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（用地補
償）

－ 1,225,672 － －

公共事業を施行する際の権利の取得及
び損失補償等に対して契約を行うもので
あり、工事に必要となる土地等の権利者
との契約となることから、場所及び契約
相手方が限定されため。

①ロに準ずる
と認められる
もの（財務省
に個別に協議
し認められた
もの）

－

200
庁舎土地及び建物賃貸
借契約

分任支出負担行為
担当官　東北農政
局中津山農業水利
事業所長　松澤　智
亮

宮城県石巻市
相野谷字飯野
川町１５９－１

平成24年4月6日
いしのまき農業
協同組合

宮城県石巻市
中里５－１－１
２

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 3,593,208 － －
当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能である賃貸借契約であるた
め

①ロ －

201 職員宿舎建物賃貸借

分任支出負担行為
担当官　東北農政
局庄内あさひ農地
保全事業所長　土
屋　健太郎

山形県鶴岡市
下名川字村下
102-2

平成24年4月6日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,320,000 － －
当該場所でなければ行政事務を行う事
が不可能である賃貸借契約であるため

①ロ －

202 職員宿舎建物賃貸借

分任支出負担行為
担当官　東北農政
局庄内あさひ農地
保全事業所長　土
屋　健太郎

山形県鶴岡市
下名川字村下
102-2

平成24年4月6日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,320,000 － －
当該場所でなければ行政事務を行う事
が不可能である賃貸借契約であるため

①ロ －

203
庄内あさひ農地保全事
業所コア保管倉庫賃貸
借

分任支出負担行為
担当官　東北農政
局庄内あさひ農地
保全事業所長　土
屋　健太郎

山形県鶴岡市
下名川字村下
102-2

平成24年4月6日
株式会社ナガ
ワ

埼玉県さいた
ま市大宮区桜
木町1-10-17

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,089,900 － －
当該場所でなければ行政事務を行う事
が不可能である賃貸借契約であるため

①ロ －

204
事業所庁舎及び車庫賃
貸借料

分任支出負担行為
担当官　東北農政
局田沢二期農業水
利事業所長　井原
昭彦

秋田県大仙市
大曲川原町9-
17

平成24年4月6日
秋田県田沢疏
水土地改良区

秋田県大仙市
大曲川原町9-
17

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 7,425,600 － －
当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能である賃貸借契約であるた
め。

①ロ －

205
事業所駐車場敷地賃貸
借料

分任支出負担行為
担当官　東北農政
局田沢二期農業水
利事業所長　井原
昭彦

秋田県大仙市
大曲川原町9-
17

平成24年4月6日
秋田県田沢疏
水土地改良区

秋田県大仙市
大曲川原町9-
17

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 960,000 － －
当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能である賃貸借契約であるた
め。

①ロ －

206 職員宿舎賃貸借料

分任支出負担行為
担当官　東北農政
局田沢二期農業水
利事業所長　井原
昭彦

秋田県大仙市
大曲川原町9-
17

平成24年4月6日
個人情報非公
表

－

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 804,000 － －
当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能である賃貸借契約であるた
め。

①ロ －

207

名取川土地改良建設事
業建設所庁舎及び駐車
場賃貸借
一式

分任支出負担行為
担当官　東北農政
局仙台東土地改良
建設事業所長　赤
倉　正弘

仙台市宮城野
区五輪1-3-20

平成24年4月2日
名取土地改良
区

宮城県名取市
植松字錦田
84-1

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 2,877,300 － －
当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能である賃貸借契約であるた
め。

①ロ －

208

亘理・山元土地改良建設
事業建設所庁舎及び駐
車場賃貸借
一式

分任支出負担行為
担当官　東北農政
局仙台東土地改良
建設事業所長　赤
倉　正弘

仙台市宮城野
区五輪1-3-20

平成24年4月2日
亘理土地改良
区

宮城県亘理郡
亘理町字江下
124

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 2,157,120 － －
当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能である賃貸借契約であるた
め。

①ロ －

209

亘理・山元土地改良建設
事業建設所会議室賃貸
借
一式

分任支出負担行為
担当官　東北農政
局仙台東土地改良
建設事業所長　赤
倉　正弘

仙台市宮城野
区五輪1-3-20

平成24年4月2日
東北グレー
ダー株式会社

仙台市泉区松
森字中道81

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 2,324,700 － －
当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能である賃貸借契約であるた
め。

①ロ －

210
職員宿舎建物賃貸借一
式

分任支出負担行為
担当官　東北農政
局仙台東土地改良
建設事業所長　赤
倉　正弘

仙台市宮城野
区五輪1-3-20

平成24年4月9日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,152,000 － －
当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能である賃貸借契約であるた
め。

①ロ －

211
職員宿舎建物賃貸借一
式

分任支出負担行為
担当官　東北農政
局仙台東土地改良
建設事業所長　赤
倉　正弘

仙台市宮城野
区五輪1-3-20

平成24年4月9日
有限会社ユウ
ワ

仙台市宮城野
区榴ヶ岡21-
100

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,152,000 － －
当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能である賃貸借契約であるた
め。

①ロ －



氏名並びにその所
属する部局の名称

所在地
商号または名

称
住所

予定価格 契約金額 落札率
再就職
の役員
の数

契約担当官等
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212
職員宿舎建物賃貸借一
式

分任支出負担行為
担当官　東北農政
局仙台東土地改良
建設事業所長　赤
倉　正弘

仙台市宮城野
区五輪1-3-20

平成24年4月9日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 3,960,000 － －
当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能である賃貸借契約であるた
め。

①ロ －

213
職員宿舎建物賃貸借一
式

分任支出負担行為
担当官　東北農政
局仙台東土地改良
建設事業所長　赤
倉　正弘

仙台市宮城野
区五輪1-3-20

平成24年4月9日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,224,000 － －
当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能である賃貸借契約であるた
め。

①ロ －

214
職員宿舎建物賃貸借一
式

分任支出負担行為
担当官　東北農政
局仙台東土地改良
建設事業所長　赤
倉　正弘

仙台市宮城野
区五輪1-3-20

平成24年4月9日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,332,000 － －
当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能である賃貸借契約であるた
め。

①ロ －

215
職員宿舎建物賃貸借一
式

分任支出負担行為
担当官　東北農政
局仙台東土地改良
建設事業所長　赤
倉　正弘

仙台市宮城野
区五輪1-3-20

平成24年4月9日
東建ビル管理
株式会社

名古屋市中区
丸の内2-1-33

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 960,000 － －
当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能である賃貸借契約であるた
め。

①ロ －

216
職員宿舎建物賃貸借一
式

分任支出負担行為
担当官　東北農政
局仙台東土地改良
建設事業所長　赤
倉　正弘

仙台市宮城野
区五輪1-3-20

平成24年4月9日
東建ビル管理
株式会社

名古屋市中区
丸の内2-1-33

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,032,000 － －
当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能である賃貸借契約であるた
め。

①ロ －

217

岩木川左岸（二期）農業
水利事業
西俣３号幹線用水路工
事に伴う電気工作物移
転補償金として

分任支出負担行為
担当官　東北農政
局津軽農業水利事
務所長　川端　正一

青森県つがる
市木造萩野
18-7

平成24年6月1日
東北インテリ
ジェント通信株
式会社

仙台市青葉区
一番町3-7-1

会計法第２
９条の３第４
項（用地補
償）

－ － － －

公共事業を施行する際の権利の取得及
び損失補償等に対して契約を行うもので
あり、工事に必要となる土地等の権利者
との契約となることから、場所及び契約
相手方が限定されるものである。

①ロに準ずる
と認められる
もの（財務省
に個別に協議
し認められた
もの）

－

218
岩木川左岸（二期）農業
水利事業
ＰＣＢ廃棄物処理業務

分任支出負担行為
担当官　東北農政
局津軽農業水利事
務所長　川端　正一

青森県つがる
市木造萩野
18-7

平成24年6月21日
日本安全環境
事業株式会社
北海道事業所

北海道室蘭市
仲町14-7

会計法第２
９条の３第４
項（用地補
償）

4,503,000 4,503,000 100.0% －

本業務はポリ塩化ビフェニル廃棄物の
適正な処理の推進に関する特別措置法
に基づき実施される総合的かつ計画的
な廃棄処理業務であり、契約相手方は
国内で唯一外部から持ち込まれたＰＣＢ
廃棄物の適正処理を行う機関であるた
め。

①ロに準ずる
と認められる
もの（財務省
に個別に協議
し認められた
もの）

－

219
米沢平野二期農業水利
事業鬼面川頭首工改修
工事に係る損失補償金

分任支出負担行為
担当官　東北農政
局米沢平野農業水
利事業所長　相澤
顕之

山形県米沢市
駅前三丁目1-
19

平成24年6月4日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（用地補
償）

－ 2,803,300 － －

公共事業を施行する際の権利の取得及
び損失補償等に対して契約を行うもので
あり、工事に必要となる土地等の権利者
との契約となることから、場所及び契約
相手方が限定されため。

①ロに準ずる
と認められる
もの（財務省
に個別に協議
し認められた
もの）

－

220
米沢平野二期農業水利
事業鬼面川頭首工改修
工事に係る損失補償金

分任支出負担行為
担当官　東北農政
局米沢平野農業水
利事業所長　相澤
顕之

山形県米沢市
駅前三丁目1-
19

平成24年6月25日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（用地補
償）

－ 1,067,978 － －

公共事業を施行する際の権利の取得及
び損失補償等に対して契約を行うもので
あり、工事に必要となる土地等の権利者
との契約となることから、場所及び契約
相手方が限定されため。

①ロに準ずる
と認められる
もの（財務省
に個別に協議
し認められた
もの）

－

221
米沢平野二期農業水利
事業鬼面川頭首工改修
工事に係る損失補償金

分任支出負担行為
担当官　東北農政
局米沢平野農業水
利事業所長　相澤
顕之

山形県米沢市
駅前三丁目1-
19

平成24年6月29日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（用地補
償）

－ 1,866,585 － －

公共事業を施行する際の権利の取得及
び損失補償等に対して契約を行うもので
あり、工事に必要となる土地等の権利者
との契約となることから、場所及び契約
相手方が限定されため。

①ロに準ずる
と認められる
もの（財務省
に個別に協議
し認められた
もの）

－

222
８００ＭＨｚ帯デジタルＭ
ＣＡ中継局利用料金

支出負担行為担当
官　東北農政局長
佐藤　憲雄

仙台市青葉区
本町３－３－１

平成24年4月2日

一般財団法人
移動無線セン
ター
東北センター

仙台市青葉区
本町２－１５－
１

会計法第２
９条の３第４
項（法令等
の規定）

1,912,680 1,912,680 100.0% -

ＭＣＡ無線開設にあたっての電波法第４
条の許可を受けた者で、東北管内・全国
への通信が可能なＭＣＡ無線を構築して
いるのは一般財団法人移動無線セン
ターのみのため。

①イ（イ） －

223
定川・河南支所敷地及び
庁舎並びに車庫賃貸借
一式

分任支出負担行為
担当官　東北農政
局仙台東土地改良
建設事業所長　赤
倉　正弘

仙台市宮城野
区五輪1-3-20

平成24年4月6日
いしのまき農業
協同組合

宮城県石巻市
中里５－１－１
２

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,386,792 － －
当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能である賃貸借契約であるた
め

①ロ －

224

平成24年度米沢平野二
期農業水利事業沼尻堀
改修（その２）工事に伴う
埋蔵文化財緊急発掘調
査（押出遺跡）

分任支出負担行為
担当官
東北農政局米沢平
野農業水利事業所
長
相澤顕之

山形県米沢市
駅前三丁目1-
19

平成24年5月18日 山形県知事
山形市松波二
丁目8-1

会計法第２
９条の３第４
項（法令等
の規定）

40,682,073 40,682,073 100.0% －

本調査は、埋蔵文化財の発掘調査を行
うものであり、文化財保護法により、契
約の相手方が特定されているものであ
る。

①イ（イ） －



氏名並びにその所
属する部局の名称

所在地
商号または名

称
住所

予定価格 契約金額 落札率
再就職
の役員
の数

契約担当官等

番号 契約名称及び内容 随意契約によらざるを得ない理由

随意契約によ
らざるを得ない
場合とした財務
大臣通知上の
根拠区分

備　　考契約締結日

契約の相手方 随意契約に
よることとし
た会計法令
の根拠条文
及び理由

225

関東農政局旧栃木農政
事務所地域第一課敷地
賃貸借契約
一式

分任支出負担行為
担当官　関東農政
局宇都宮地域セン
ター長　浦田　高宣

栃木県宇都宮
市中央2－1－
16

平成24年4月6日 栃木市長
栃木県栃木市
入舟町7－26

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 2,596,644 － －
庁舎敷地の継続賃貸借を行うものであ
り、供給者が一に特定される賃貸借であ
るため

①ロ －

226
収入減尐影響緩和対策
積立金管理業務委託
一式

支出負担行為担当
官　関東農政局長
宮坂　亘

埼玉県さいた
ま市中央区新
都心2-1さいた
ま新都心合同
庁舎2号館

平成24年4月6日
茨城県担い手
育成総合支援
協議会

茨城県水戸市
笠原町978－
26

会計法第２
９条の３第４
項（法令等
の規定）

－ 1,365,000 － －

農業の担い手に対する経営安定のため
の交付金の交付に関する法律施行規則
により農林水産大臣が指定するとされて
いるため

①イ（イ） －

227
収入減尐影響緩和対策
積立金管理業務委託
一式

支出負担行為担当
官　関東農政局長
宮坂　亘

埼玉県さいた
ま市中央区新
都心2-1さいた
ま新都心合同
庁舎2号館

平成24年4月6日
栃木県担い手
育成総合支援
協議会

栃木県宇都宮
市本町12－11

会計法第２
９条の３第４
項（法令等
の規定）

－ 5,000,000 － －

農業の担い手に対する経営安定のため
の交付金の交付に関する法律施行規則
により農林水産大臣が指定するとされて
いるため

①イ（イ） －

228
建物賃貸借（宿舎）
一式

分任支出負担行為
担当官　関東農政
局印旛沼二期農業
水利事業所長　及
川和夫

千葉県佐倉市
宮小路町28番
地

平成24年4月6日 株式会社観山
千葉県佐倉市
宮前3－4－10

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 6,634,800 － －

宿舎法施行規則第11条の貸与基準に
基づく物件である職員宿舎の継続賃貸
借契約を行うものであり、供給が一に特
定される賃貸借契約であるため

①ロ －

229
建物賃貸借（宿舎）
一式

分任支出負担行為
担当官　関東農政
局印旛沼二期農業
水利事業所長　及
川和彦

千葉県佐倉市
宮小路町28番
地

平成24年4月6日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,875,600 － －

宿舎法施行規則第11条の貸与基準に
基づく物件である職員宿舎の継続賃貸
借契約を行うものであり、供給が一に特
定される賃貸借契約であるため

①ロ －

230
建物賃貸借（宿舎）
一式

分任支出負担行為
担当官　関東農政
局印旛沼二期農業
水利事業所長　及
川和彦

千葉県佐倉市
宮小路町28番
地

平成24年4月6日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,200,000 － －

宿舎法施行規則第11条の貸与基準に
基づく物件である職員宿舎の継続賃貸
借契約を行うものであり、供給が一に特
定される賃貸借契約であるため

①ロ －

231
建物賃貸借（宿舎）
一式

分任支出負担行為
担当官　関東農政
局印旛沼二期農業
水利事業所長　及
川和彦

千葉県佐倉市
宮小路町28番
地

平成24年4月6日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 2,340,000 － －

宿舎法施行規則第11条の貸与基準に
基づく物件である職員宿舎の継続賃貸
借契約を行うものであり、供給が一に特
定される賃貸借契約であるため

①ロ －

232
建物賃貸借（宿舎）
一式

分任支出負担行為
担当官　関東農政
局神流川沿岸農業
水利事業所長　志
野　尚司

埼玉県本庄市
北堀1700－2

平成24年4月6日
株式会社アート
アベニュー

東京都新宿区
新宿7－15－8

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 2,354,400 － －
職員宿舎の継続賃貸借を行うものであ
り、供給が一に特定される賃貸借契約
であるため。

①ロ －

233
建物賃貸借（宿舎）
一式

分任支出負担行為
担当官　関東農政
局神流川沿岸農業
水利事業所長　志
野　尚司

埼玉県本庄市
北堀1700－2

平成24年4月6日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,036,000 － －
職員宿舎の継続賃貸借を行うものであ
り、供給が一に特定される賃貸借契約
であるため。

①ロ －

234
建物賃貸借（宿舎）
一式

分任支出負担行為
担当官　関東農政
局神流川沿岸農業
水利事業所長　志
野　尚司

埼玉県本庄市
北堀1700－2

平成24年4月6日
有限会社ミハ
マソーイング

埼玉県本庄市
小島6－5－11

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,260,000 － －
職員宿舎の継続賃貸借を行うものであ
り、供給が一に特定される賃貸借契約
であるため。

①ロ －

235
会議室及び倉庫賃貸借
一式

分任支出負担行為
担当官　関東農政
局神流川沿岸農業
水利事業所長　志
野　尚司

埼玉県本庄市
北堀1700－2

平成24年4月6日
竹並建設株式
会社

埼玉県本庄市
西富田303－1

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 5,166,000 － －
前年度と同建物の契約であり、移転は
困難を伴うため。

①ロ －

236

関東農政局　茨城農政
事務所地域第二課庁舎
土地賃貸借契約
一式

分任支出負担行為
担当官　関東農政
局水戸地域センター
長　二井　幸徳

茨城県水戸市
北見町1－9

平成24年4月6日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 6,324,000 － －
以前から関東農政局茨城農政事務所地
域第二課庁舎敷地として借受している
土地所有者と賃貸契約をするため

①ロ －

237

関東農政局茨城農政事
務所　地域第三課庁舎
土地賃貸借契約
一式

分任支出負担行為
担当官　関東農政
局水戸地域センター
長　二井　幸徳

茨城県水戸市
北見町1－9

平成24年4月6日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 972,000 － －
以前から関東農政局茨城農政事務所地
域第三課庁舎敷地として、借り受けてい
る土地所有者と賃貸契約をするため

①ロ －

238

関東農政局西関東土地
改良調査管理事務所笛
吹川沿岸支所庁舎賃貸
借料
一式

分任支出負担行為
担当官　関東農政
局西関東土地改良
調査管理事務所長
中里良一

静岡県菊川市
加茂2280－1

平成24年4月6日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 2,733,499 － －
当該場所でなければ行政事務が不可能
であるため

①ロ －



氏名並びにその所
属する部局の名称

所在地
商号または名

称
住所

予定価格 契約金額 落札率
再就職
の役員
の数

契約担当官等

番号 契約名称及び内容 随意契約によらざるを得ない理由

随意契約によ
らざるを得ない
場合とした財務
大臣通知上の
根拠区分

備　　考契約締結日

契約の相手方 随意契約に
よることとし
た会計法令
の根拠条文
及び理由

239

関東農政局西関東土地
改良調査管理事務所伊
那西部支所庁舎賃貸借
料
一式

分任支出負担行為
担当官　関東農政
局西関東土地改良
調査管理事務所長
中里良一

静岡県菊川市
加茂2280－1

平成24年4月6日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 2,236,500 － －
当該場所でなければ行政事務が不可能
であるため。

①ロ －

240

関東農政局西関東土地
改良調査管理事務所職
員用宿舎賃貸借料
一式

分任支出負担行為
担当官　関東農政
局西関東土地改良
調査管理事務所長
中里良一

静岡県菊川市
加茂2280－1

平成24年4月6日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 804,000 － －

宿舎法施行規則第11条の貸与基準に
基づく物件である職員宿舎の継続賃貸
借を行うものであり、供給が一に特定さ
れる賃貸借契約であるため

①ロ －

241

旧関東農政局静岡農政
事務所地域第二課庁舎
敷地賃貸借
一式

分任支出負担行為
担当官　関東農政
局静岡地域センター
長　西村　進

静岡県静岡市
葵区東草深町
7－18

平成24年4月6日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 3,702,000 － －
当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であるため。

①ロ －

242

関東農政局大井川用水
農業水利事業所庁舎の
建物賃貸借
一式

支出負担行為担当
官　関東農政局長
宮坂　亘

埼玉県さいた
ま市中央区新
都心2-1さいた
ま新都心合同
庁舎2号館

平成24年4月6日
大井川土地改
良区

静岡県島田市
中央町30－2

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 12,737,340 － －

当該箇所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借契
約

①ロ －

243
建物賃貸借(宿舎)
一式

分任支出負担行為
担当官　関東農政
局大井川用水農業
水利事業所長　松
井　俊英

静岡県島田市
中央町30－1

平成24年4月6日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 852,000 － －
前年度と同建物の契約。移転は困難を
伴うため。

①ロ －

244
建物賃貸借(宿舎)
一式

分任支出負担行為
担当官　関東農政
局大井川用水農業
水利事業所長　松
井　俊英

静岡県島田市
中央町30－1

平成24年4月6日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 3,900,000 － －
前年度と同建物の契約。移転は困難を
伴うため。

①ロ －

245
建物賃貸借(宿舎)
一式

分任支出負担行為
担当官　関東農政
局大井川用水農業
水利事業所長　松
井　俊英

静岡県島田市
中央町30－1

平成24年4月6日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 4,032,000 － －
前年度と同建物の契約。移転は困難を
伴うため。

①ロ －

246
建物賃貸借(宿舎)
一式

分任支出負担行為
担当官　関東農政
局大井川用水農業
水利事業所長　松
井　俊英

静岡県島田市
中央町30－1

平成24年4月6日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 2,712,000 － －
前年度と同建物の契約。移転は困難を
伴うため。

①ロ －

247
建物賃貸借(宿舎)
一式

分任支出負担行為
担当官　関東農政
局大井川用水農業
水利事業所長　松
井　俊英

静岡県島田市
中央町30－1

平成24年4月6日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 2,745,000 － －
前年度と同建物の契約。移転は困難を
伴うため。

①ロ －

248
建物賃貸借(宿舎)
一式

分任支出負担行為
担当官　関東農政
局大井川用水農業
水利事業所長　松
井　俊英

静岡県島田市
中央町30－1

平成24年4月6日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 864,000 － －
前年度と同建物の契約。移転は困難を
伴うため。

①ロ －

249
建物賃貸借(宿舎)
一式

分任支出負担行為
担当官　関東農政
局大井川用水農業
水利事業所長　松
井　俊英

静岡県島田市
中央町30－1

平成24年4月6日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 2,466,000 － －
前年度と同建物の契約。移転は困難を
伴うため。

①ロ －

250
建物賃貸借(宿舎)
一式

分任支出負担行為
担当官　関東農政
局大井川用水農業
水利事業所長　松
井　俊英

静岡県島田市
中央町30－1

平成24年4月6日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 864,000 － －
前年度と同建物の契約。移転は困難を
伴うため。

①ロ －

251
建物賃貸借(宿舎)
一式

分任支出負担行為
担当官　関東農政
局大井川用水農業
水利事業所長　松
井　俊英

静岡県島田市
中央町30－1

平成24年4月6日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,512,000 － －
前年度と同建物の契約。移転は困難を
伴うため。

①ロ －

252
事業所庁舎賃貸借契約
一式

分任支出負担行為
担当官　関東農政
局中信平二期農業
水利事業所長　江
上　博司

長野県松本市
大字島立2167
－5

平成24年4月6日
株式会社タカ
ナワ地所

長野県松本市
本庄2－7－18

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 9,547,020 － －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借で
あるため

①ロ －



氏名並びにその所
属する部局の名称

所在地
商号または名

称
住所

予定価格 契約金額 落札率
再就職
の役員
の数

契約担当官等

番号 契約名称及び内容 随意契約によらざるを得ない理由

随意契約によ
らざるを得ない
場合とした財務
大臣通知上の
根拠区分

備　　考契約締結日

契約の相手方 随意契約に
よることとし
た会計法令
の根拠条文
及び理由

253
事業所駐車場賃貸借契
約
一式

分任支出負担行為
担当官　関東農政
局中信平二期農業
水利事業所長　江
上　博司

長野県松本市
大字島立2167
－5

平成24年4月6日
株式会社イワ
サ

長野県塩尻市
大門1－6－7

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 3,569,580 － －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借で
あるため

①ロ －

254
職員用宿舎建物賃貸借
契約
一式

分任支出負担行為
担当官　関東農政
局中信平二期農業
水利事業所長　江
上　博司

長野県松本市
大字島立2167
－5

平成24年4月6日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ － － －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借で
あるため

①ロ －

255
職員用宿舎建物賃貸借
契約
一式

分任支出負担行為
担当官　関東農政
局中信平二期農業
水利事業所長　江
上　博司

長野県松本市
大字島立2167
－5

平成24年4月6日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ － － －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借で
あるため

①ロ －

256
職員用宿舎建物賃貸借
契約
一式

分任支出負担行為
担当官　関東農政
局中信平二期農業
水利事業所長　江
上　博司

長野県松本市
大字島立2167
－5

平成24年4月6日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ － － －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借で
あるため

①ロ －

257
職員用宿舎建物賃貸借
契約
一式

分任支出負担行為
担当官　関東農政
局中信平二期農業
水利事業所長　江
上　博司

長野県松本市
大字島立2167
－5

平成24年4月6日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ － － －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借で
あるため

①ロ －

258
職員用宿舎建物賃貸借
契約
一式

分任支出負担行為
担当官　関東農政
局中信平二期農業
水利事業所長　江
上　博司

長野県松本市
大字島立2167
－5

平成24年4月6日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ － － －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借で
あるため

①ロ －

259
職員用宿舎建物賃貸借
契約
一式

分任支出負担行為
担当官　関東農政
局中信平二期農業
水利事業所長　江
上　博司

長野県松本市
大字島立2167
－5

平成24年4月6日
みのり物産有
限会社

長野県松本市
井川城1－2－
9

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 3,028,800 － －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借で
あるため

①ロ －

260
職員用宿舎建物賃貸借
契約
一式

分任支出負担行為
担当官　関東農政
局中信平二期農業
水利事業所長　江
上　博司

長野県松本市
大字島立2167
－5

平成24年4月6日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ － － －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借で
あるため

①ロ －

261

平成24年度　工事実績
情報システム（コリンズ）
利用
一式

分任支出負担行為
担当官　関東農政
局土地改良技術事
務所長　河野　俊正

川口市南町2
－5－3

平成24年4月6日
一般財団法人
日本建設情報
総合センター

東京都港区赤
坂7－1０－2０

会計法第２
９条の３第４
項（特定情
報）

－ 1,502,030 － －

農業農村整備事業に係る工事実績、技
術者データ等の情報を持っている唯一
の機関であり、工事実績情報サービス
に関するプログラム及びデータベースの
著作権を有している機関であるため（財
務大臣通知1（2）①二（へ）一

①ニ（ヘ） －

262

関東農政局那珂川沿岸
農業水利事業所職員宿
舎建物賃貸借
一式

分任支出負担行為
担当官　関東農政
局那珂川沿岸農業
水利事業所長　川
田　明宏

茨城県水戸市
中河内町960
－1

平成24年4月6日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,971,000 － －

宿舎法施行規則第11条の貸与基準に
基づく物件である職員宿舎の継続賃貸
借を行うものであり、供給が一に特定さ
れる賃貸借契約であるため。

①ロ －

263

関東農政局那珂川沿岸
農業水利事業所職員宿
舎建物賃貸借
一式

分任支出負担行為
担当官　関東農政
局那珂川沿岸農業
水利事業所長　川
田　明宏

茨城県水戸市
中河内町960
－1

平成24年4月6日
株式会社スズ
ネン

茨城県水戸市
渡里町401

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 2,804,400 － －

宿舎法施行規則第11条の貸与基準に
基づく物件である職員宿舎の継続賃貸
借を行うものであり、供給が一に特定さ
れる賃貸借契約であるため。

①ロ －

264

関東農政局那珂川沿岸
農業水利事業所庁舎敷
地賃貸借
一式

分任支出負担行為
担当官　関東農政
局那珂川沿岸農業
水利事業所長　川
田　明宏

茨城県水戸市
中河内町960
－1

平成24年4月6日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,014,600 － －
当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定されるため。

①ロ －

265
庁舎敷地に係る土地賃
貸借
一式

分任支出負担行為
担当官　関東農政
局北総中央農業水
利事業所長　野中
公文

千葉県八街市
八街に456－1

平成24年4月6日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 3,624,768 － －

当該場所でなければ行政事務を行う
ことが不可能であることから場所が
限定され、供給者が一に特定される
ため。

①ロ －



氏名並びにその所
属する部局の名称

所在地
商号または名

称
住所
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266
建物賃貸借
一式

分任支出負担行為
担当官　関東農政
局北総中央農業水
利事業所長　野中
公文

千葉県八街市
八街に456－1

平成24年4月6日
さくら管理株
式会社

千葉県佐倉市
井野1551－17

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,488,000 － －
職員宿舎の継続賃貸借を行うもので
あり、供給が一に特定される契約で
あるため。

①ロ －

267
建物賃貸借
一式

分任支出負担行為
担当官　関東農政
局北総中央農業水
利事業所長　野中
公文

千葉県八街市
八街に456－1

平成24年4月6日
株式会社ス
テップハウジ
ング

千葉県八街市
八街ほ230－
79

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 3,708,000 － －
職員宿舎の継続賃貸借を行うもので
あり、供給が一に特定される契約で
あるため。

①ロ －

268
職員宿舎敷地に係る土
地賃貸借
一式

分任支出負担行為
担当官　関東農政
局北総中央農業水
利事業所長　野中
公文

千葉県八街市
八街に456－1

平成24年4月6日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,344,000 － －

宿舎法施行規則の貸与基準に基づく
物件である職員宿舎敷地の継続賃貸
借を行うものであり、供給が一に特
定される契約であるため。

①ロ －

269

北総中央農業水利事業
平成24年度土地改良施
設の管理使用に伴う管
理経費に係る作業の委
託
一式

分任支出負担行為
担当官　関東農政
局北総中央農業水
利事業所長　野中
公文

千葉県八街市
八街に456－1

平成24年4月6日
北総中央用水
土地改良区

千葉県八街市
八街ほ113

会計法第２
９条の３第
４項（法令
等の規定）

－ 5,473,000 － －

土地改良法に基づき公告を行い、農
林水産大臣の適否の決定を受けた管
理者に委託するものであり、契約の
相手方が一に定められているため。

①イ（イ） －

270
建物（宿舎）賃貸借料
一式

分任支出負担行為
担当官　関東農政
局両総農業水利事
業所長　播磨　宗治

千葉県東金市
松之郷2333

平成24年4月6日
有限会社さくら
ハウジング

千葉県東金市
東金429－5

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 2,580,000 － －
前年度と同じ建物の契約で、移転は困
難を伴うため。

①ロ －

271
建物（宿舎）賃貸借料
一式

分任支出負担行為
担当官　関東農政
局両総農業水利事
業所長　播磨　宗治

千葉県東金市
松之郷2333

平成24年4月6日
スターツアメニ
ティー株式会社

東京都江戸川
区一之江8－4
－3

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 4,584,000 － －
前年度と同じ建物の契約で、移転は困
難を伴うため。

①ロ －

272
建物（宿舎）賃貸借料
一式

分任支出負担行為
担当官　関東農政
局両総農業水利事
業所長　播磨　宗治

千葉県東金市
松之郷2333

平成24年4月6日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 2,676,000 － －
前年度と同じ建物の契約で、移転は困
難を伴うため。

①ロ －

273
建物（宿舎）賃貸借料
一式

分任支出負担行為
担当官　関東農政
局両総農業水利事
業所長　播磨　宗治

千葉県東金市
松之郷2333

平成24年4月6日
スターツアメニ
ティー株式会社

東京都江戸川
区一之江8－4
－3

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,632,000 － －
前年度と同じ建物の契約で、移転は困
難を伴うため。

①ロ －

274
建物（宿舎）賃貸借料
一式

分任支出負担行為
担当官　関東農政
局両総農業水利事
業所長　播磨　宗治

千葉県東金市
松之郷2333

平成24年4月6日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,056,000 － －
前年度と同じ建物の契約で、移転は困
難を伴うため。

①ロ －

275
建物（宿舎）賃貸借料
一式

分任支出負担行為
担当官　関東農政
局両総農業水利事
業所長　播磨　宗治

千葉県東金市
松之郷2333

平成24年4月6日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,704,000 － －
前年度と同じ建物の契約で、移転は困
難を伴うため。

①ロ －

276
建物（宿舎）賃貸借料
一式

分任支出負担行為
担当官　関東農政
局両総農業水利事
業所長　播磨　宗治

千葉県東金市
松之郷2333

平成24年4月6日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,524,000 － －
前年度と同じ建物の契約で、移転は困
難を伴うため。

①ロ －

277
建物（宿舎）賃貸借料
一式

分任支出負担行為
担当官　関東農政
局両総農業水利事
業所長　播磨　宗治

千葉県東金市
松之郷2333

平成24年4月6日
スターツアメニ
ティー株式会社

東京都江戸川
区一之江8－4
－3

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,560,000 － －
前年度と同じ建物の契約で、移転は困
難を伴うため。

①ロ －

278
建物（宿舎）賃貸借料
一式

分任支出負担行為
担当官　関東農政
局両総農業水利事
業所長　播磨　宗治

千葉県東金市
松之郷2333

平成24年4月6日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 816,000 － －
前年度と同じ建物の契約で、移転は困
難を伴うため。

①ロ －

279
庁舎敷地賃借料
一式

分任支出負担行為
担当官　関東農政
局両総農業水利事
業所長　播磨　宗治

千葉県東金市
松之郷2333

平成24年4月6日
両総土地改良
区

千葉県東金市
東金1163

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 2,105,376 － －
前年度と同じ土地の契約で、移転は困
難を伴うため。

①ロ －

280
佐原支所庁舎賃貸借料
一式

分任支出負担行為
担当官　関東農政
局両総農業水利事
業所長　播磨　宗治

千葉県東金市
松之郷2333

平成24年4月6日 香取市
千葉県香取市
佐原ロ2127

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,038,432 － －
前年度と同じ土地の契約で、移転は困
難を伴うため。

①ロ －



氏名並びにその所
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281

神流川沿岸農業水利事
業
上里幹線放水路に係る
区分地上権変更に伴う
対価
一式

分任支出負担行為
担当官　関東農政
局神流川沿岸農業
水利事業所長　志
野　尚司

埼玉県本庄市
北堀1700－2

平成24年4月11日
埼玉県児玉郡
神川町長

埼玉県児玉郡
神川町大字植
竹909

会計法第２
９条の３第４
項（用地補
償）

－ － － －

土地改良財産である地下工作物保護の
ため、土地所有者と区分地上権設定契
約を結ぶものであり、契約の相手方が
特定されるものである。

①ロに準ずる
と認められる
もの（財務省
に個別に協議
し認められた
もの）

－

282

小笠幹線水路大井川水
路橋建設工事に係る区
分地上権設定対価
一式

分任支出負担行為
担当官　関東農政
局大井川用水農業
水利事業所長　松
井　俊英

静岡県島田市
中央町30－1

平成24年4月16日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（用地補
償）

－ － － －

公共事業の施行に伴う損失補償に関し
て契約を行うもので、工事に必要となる
契約であり、場所及び契約相手方が特
定されるものであるため、随意契約を行
うものである。

①ロに準ずる
と認められる
もの（財務省
に個別に協議
し認められた
もの）

－

283

神流川沿岸農業水利事
業
上里幹線放水路に係る
区分地上権変更に伴う
対価
一式

分任支出負担行為
担当官　関東農政
局神流川沿岸農業
水利事業所長　志
野　尚司

埼玉県本庄市
北堀1700－2

平成24年4月26日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（用地補
償）

－ － － －

土地改良財産である地下工作物保護の
ため、土地所有者と区分地上権設定契
約を結ぶものであり、契約の相手方が
特定されるものである。

①ロに準ずる
と認められる
もの（財務省
に個別に協議
し認められた
もの）

－

284

神流川沿岸農業水利事
業児玉幹線水路工事に
関する地上権変更に伴う
対価
一式

分任支出負担行為
担当官　関東農政
局神流川沿岸農業
水利事業所長　志
野　尚司

埼玉県本庄市
北堀1700-2

平成24年6月20日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（用地補
償）

－ － － －

土地改良財産である地下工作物保護の
ため、土地所有者と区分地上権設定契
約を結ぶものであり、契約の相手方が
特定されるものである。

①ロに準ずる
と認められる
もの（財務省
に個別に協議
し認められた
もの）

－

285

神流川沿岸農業水利事
業児玉幹線水路工事に
関する地上権変更に伴う
対価
一式

分任支出負担行為
担当官　関東農政
局神流川沿岸農業
水利事業所長　志
野　尚司

埼玉県本庄市
北堀1700-2

平成24年6月20日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（用地補
償）

－ － － －

土地改良財産である地下工作物保護の
ため、土地所有者と区分地上権設定契
約を結ぶものであり、契約の相手方が
特定されるものである。

①ロに準ずる
と認められる
もの（財務省
に個別に協議
し認められた
もの）

－

286

神流川沿岸農業水利事
業児玉幹線水路工事に
関する地上権変更に伴う
対価
一式

分任支出負担行為
担当官　関東農政
局神流川沿岸農業
水利事業所長　志
野　尚司

埼玉県本庄市
北堀1700-2

平成24年6月20日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（用地補
償）

－ － － －

土地改良財産である地下工作物保護の
ため、土地所有者と区分地上権設定契
約を結ぶものであり、契約の相手方が
特定されるものである。

①ロに準ずる
と認められる
もの（財務省
に個別に協議
し認められた
もの）

－

287

神流川沿岸農業水利事
業児玉幹線水路工事に
関する地上権設定契約
一式

分任支出負担行為
担当官　関東農政
局神流川沿岸農業
水利事業所長　志
野　尚司

埼玉県本庄市
北堀1700-2

平成24年6月20日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（用地補
償）

－ － － －

土地改良財産である地下工作物保護の
ため、土地所有者と区分地上権設定契
約を結ぶものであり、契約の相手方が
特定されるものである。

①ロに準ずる
と認められる
もの（財務省
に個別に協議
し認められた
もの）

－

288

神流川沿岸農業水利事
業児玉幹線水路工事に
関する地上権設定契約
一式

分任支出負担行為
担当官　関東農政
局神流川沿岸農業
水利事業所長　志
野　尚司

埼玉県本庄市
北堀1700-2

平成24年6月20日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（用地補
償）

－ － － －

土地改良財産である地下工作物保護の
ため、土地所有者と区分地上権設定契
約を結ぶものであり、契約の相手方が
特定されるものである。

①ロに準ずる
と認められる
もの（財務省
に個別に協議
し認められた
もの）

－

289

神流川沿岸農業水利事
業児玉幹線水路工事に
関する地上権設定契約
一式

分任支出負担行為
担当官　関東農政
局神流川沿岸農業
水利事業所長　志
野　尚司

埼玉県本庄市
北堀1700-2

平成24年6月20日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（用地補
償）

－ － － －

土地改良財産である地下工作物保護の
ため、土地所有者と区分地上権設定契
約を結ぶものであり、契約の相手方が
特定されるものである。

①ロに準ずる
と認められる
もの（財務省
に個別に協議
し認められた
もの）

－

290
新潟地域センター旧地域
第三課庁舎敷地賃貸借

分任支出負担行為
担当官代理　北陸
農政局新潟地域セ
ンター次長　庄山近

新潟j県新潟市
中央区船場町
２丁目３４３５
－１

平成24年4月2日 新潟県燕市長
新潟県燕市吉
田日之出町１
番１号

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 7,390,460 － －
当該場所に設置されている庁舎解体が
終了するまで、供給者が特定される賃
貸借契約。

①ロ －

291
北陸農政局富山地域セ
ンター建物賃貸借

分任支出負担行為
担当官　北陸農政
局富山地域センター
長　瀨戸　太郎

富山県富山市
牛島新町１１
－７

平成24年4月2日
立山木材工業
株式会社

富山県富山市
桜町1-2-3

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 3,402,000 － －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借契
約

①ロ －

292
旧富山農政事務所地域
第一課土地賃貸借

分任支出負担行為
担当官　北陸農政
局富山地域センター
長　瀨戸　太郎

富山県富山市
牛島新町１１
－７

平成24年4月2日
個人情報非公
表

－

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,605,600 － －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借契
約

①ロ －
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293
職員宿舎賃貸借12戸、
平成24年4月1日～平成
25年3月31日まで

分任支出負担行為
担当官　北陸農政
局信濃川水系土地
改良調査管理事務
所長　田中　久二

新潟市中央区
川岸町1-49-3

平成24年4月2日
株式会社鐙ビ
ル

新潟市中央区
鐙西1-12-16

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 9,936,000 － －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借契
約

①ロ －

294
職員宿舎賃貸借5戸、平
成24年4月1日～平成25
年3月31日まで

分任支出負担行為
担当官　北陸農政
局信濃川水系土地
改良調査管理事務
所長　田中　久二

新潟市中央区
川岸町1-49-3

平成24年4月2日
有限会社メゾン
團九郎

新潟市中央区
関屋恵町11-
28

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 3,300,000 － －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借契
約

①ロ －

295
職員宿舎賃貸借2戸、平
成24年4月1日～平成25
年3月31日まで

分任支出負担行為
担当官　北陸農政
局信濃川水系土地
改良調査管理事務
所長　田中　久二

新潟市中央区
川岸町1-49-3

平成24年4月2日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,248,000 － －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借契
約

①ロ －

296
庁舎賃貸借、平成24年4
月1日～平成25年3月31
日

分任支出負担行為
担当官　北陸農政
局信濃川水系土地
改良調査管理事務
所長　田中　久二

新潟市中央区
川岸町1-49-3

平成24年4月6日
プレスフィール
ド株式会社

新潟県五泉市
寺沢1-6-38

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,890,000 － －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借契
約

①ロ －

297
職員宿舎賃貸借2戸、平
成24年4月1日～平成25
年3月31日まで

分任支出負担行為
担当官　北陸農政
局信濃川水系土地
改良調査管理事務
所長　田中　久二

新潟市中央区
川岸町1-49-3

平成24年4月6日
株式会社斎藤
不動産

新潟市中央区
関屋本村町1-
148-1

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,416,000 － －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借契
約

①ロ －

298
職員宿舎賃貸借1戸、平
成24年4月1日～平成25
年3月31日まで

分任支出負担行為
担当官　北陸農政
局信濃川水系土地
改良調査管理事務
所長　田中　久二

新潟市中央区
川岸町1-49-3

平成24年4月6日 有限会社藤和
新潟市中央区
米山3-13-15

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 840,000 － －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借契
約

①ロ －

299
土地賃貸借、1,161.18
㎡、平成24年4月1日～
平成25年3月31日

分任支出負担行為
担当官　北陸農政
局信濃川水系土地
改良調査管理事務
所長　田中　久二

新潟市中央区
川岸町1-49-3

平成24年4月6日
白根郷土地改
良区

新潟市南区白
根東町1-4-36

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 947,520 － －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借契
約

①ロ －

300
平成２４年度建物（庁舎）
賃貸借料

分任支出負担行為
担当官　北陸農政
局佐渡農業水利事
業所長　三好英幸

新潟県佐渡市
畑野甲５３３

平成24年4月6日 佐渡市
新潟県佐渡市
千種２３２

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 2,175,090 － －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に限定される賃貸借契
約

①ロ －

301
平成２４年度土地（職員
宿舎）賃貸借料

分任支出負担行為
担当官　北陸農政
局佐渡農業水利事
業所長　三好英幸

新潟県佐渡市
畑野甲５３３

平成24年4月6日
個人情報非公
表

個人情報非公
開

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 835,848 － －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借契
約

①ロ －

302 職員宿舎賃貸借　１式

分任支出負担行為
担当官　北陸農政
局新川流域農業水
利事業所長　奥平
浩

新潟市西蒲区
巻甲５４８８

平成24年4月6日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,284,000 － －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借契
約

①ロ －

303 職員宿舎賃貸借　１式

分任支出負担行為
担当官　北陸農政
局新川流域農業水
利事業所長　奥平
浩

新潟市西蒲区
巻甲５４８８

平成24年4月6日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,200,000 － －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借契
約

①ロ －

304 職員宿舎賃貸借　１式

分任支出負担行為
担当官　北陸農政
局新川流域農業水
利事業所長　奥平
浩

新潟市西蒲区
巻甲５４８８

平成24年4月6日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 2,393,332 － －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借契
約

①ロ －

305 職員宿舎賃貸借　１式

分任支出負担行為
担当官　北陸農政
局新川流域農業水
利事業所長　奥平
浩

新潟市西蒲区
巻甲５４８８

平成24年4月6日

積和不動産中
部株式会社
新潟賃貸営業
所

新潟市中央区
南笹口１－１
－５４

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 2,040,600 － －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借契
約

①ロ －

306 職員宿舎賃貸借　１式

分任支出負担行為
担当官　北陸農政
局新川流域農業水
利事業所長　奥平
浩

新潟市西蒲区
巻甲５４８８

平成24年4月6日
株式会社リビン
グ保証システ
ム

新潟市中央区
米山２－７－９

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 813,256 － －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借契
約

①ロ －



氏名並びにその所
属する部局の名称

所在地
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307
庁舎等の賃貸借契約　１
式

分任支出負担行為
担当官　北陸農政
局新川流域農業水
利事業所長　奥平
浩

新潟市西蒲区
巻甲５４８８

平成24年4月6日
西蒲原土地改
良区

新潟市西蒲区
巻甲５４８１－
１

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 5,266,000 － －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借契
約

①ロ －

308
車庫建物賃貸借契約　１
式

分任支出負担行為
担当官　北陸農政
局新川流域農業水
利事業所長　奥平
浩

新潟市西蒲区
巻甲５４８８

平成24年4月6日
大和リース株
式会社　新潟
営業所

新潟市中央区
上近江１－１
－９

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,142,450 － －
当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であるから場所が限定され、
供給者が一に特定される賃貸借契約

①ロ －

309
庁舎敷地土地賃貸借契
約

分任支出負担行為
担当官　北陸農政
局柏崎周辺農業水
利事業所長　渡邉
昭弘

新潟県柏崎市
南半田18-15

平成24年4月6日
柏崎地域土地
開発公社

新潟県柏崎市
中央町5-50

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,877,868 － －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借契
約

①ロ －

310 職員宿舎建物賃貸借

分任支出負担行為
担当官　北陸農政
局柏崎周辺農業水
利事業所長　渡邉
昭弘

新潟県柏崎市
南半田18-15

平成24年4月6日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 5,640,000 － －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借契
約

①ロ －

311 職員宿舎建物賃貸借

分任支出負担行為
担当官　北陸農政
局柏崎周辺農業水
利事業所長　渡邉
昭弘

新潟県柏崎市
南半田18-15

平成24年4月6日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 3,504,000 － －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借契
約

①ロ －

312 職員宿舎建物賃貸借

分任支出負担行為
担当官　北陸農政
局柏崎周辺農業水
利事業所長　渡邉
昭弘

新潟県柏崎市
南半田18-15

平成24年4月6日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 2,736,000 － －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借契
約

①ロ －

313 職員宿舎建物賃貸借

分任支出負担行為
担当官　北陸農政
局柏崎周辺農業水
利事業所長　渡邉
昭弘

新潟県柏崎市
南半田18-15

平成24年4月6日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 2,088,000 － －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借契
約

①ロ －

314 職員宿舎建物賃貸借

分任支出負担行為
担当官　北陸農政
局柏崎周辺農業水
利事業所長　渡邉
昭弘

新潟県柏崎市
南半田18-15

平成24年4月6日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 816,000 － －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借契
約

①ロ －

315 庁舎敷地賃貸借契約

分任支出負担行為
担当官　北陸農政
局九頭竜川下流農
業水利事業所長
小澤與宏

福井県坂井市
丸岡町愛宕２
番

平成24年4月6日 坂井市
福井県坂井市
坂井町下新庄
１－１

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,110,000 － －
当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が特定される賃貸借契約

①ロ －

316 職員宿舎賃貸借契約

分任支出負担行為
担当官　北陸農政
局九頭竜川下流農
業水利事業所長
小澤與宏

福井県坂井市
丸岡町愛宕２
番

平成24年4月6日

積和不動産中
部株式会社
北陸営業所福
井店

福井県福井市
大手３－１２－
２０

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 8,244,000 － －
当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が特定される賃貸借契約

①ロ －

317 職員宿舎賃貸借契約

分任支出負担行為
担当官　北陸農政
局九頭竜川下流農
業水利事業所長
小澤與宏

福井県坂井市
丸岡町愛宕２
番

平成24年4月6日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 7,680,000 － －
当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が特定される賃貸借契約

①ロ －

318 職員宿舎賃貸借契約

分任支出負担行為
担当官　北陸農政
局九頭竜川下流農
業水利事業所長
小澤與宏

福井県坂井市
丸岡町愛宕２
番

平成24年4月6日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 3,216,000 － －
当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が特定される賃貸借契約

①ロ －

319 職員宿舎賃貸借契約

分任支出負担行為
担当官　北陸農政
局九頭竜川下流農
業水利事業所長
小澤與宏

福井県坂井市
丸岡町愛宕２
番

平成24年4月6日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 2,340,000 － －
当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が特定される賃貸借契約

①ロ －



氏名並びにその所
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320 職員宿舎賃貸借契約

分任支出負担行為
担当官　北陸農政
局九頭竜川下流農
業水利事業所長
小澤與宏

福井県坂井市
丸岡町愛宕２
番

平成24年4月6日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,656,000 － －
当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が特定される賃貸借契約

①ロ －

321 職員宿舎賃貸借契約

分任支出負担行為
担当官　北陸農政
局九頭竜川下流農
業水利事業所長
小澤與宏

福井県坂井市
丸岡町愛宕２
番

平成24年4月6日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 2,172,000 － －
当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が特定される賃貸借契約

①ロ －

322 職員宿舎賃貸借契約

分任支出負担行為
担当官　北陸農政
局九頭竜川下流農
業水利事業所長
小澤與宏

福井県坂井市
丸岡町愛宕２
番

平成24年4月6日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 2,028,000 － －
当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が特定される賃貸借契約

①ロ －

323
高椋新江１号用水路工
事に伴う土地使用補償

分任支出負担行為
担当官　北陸農政
局九頭竜川下流農
業水利事業所長
小澤與宏

福井県坂井市
丸岡町愛宕２
番

平成24年4月6日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（用地補
償）

－ 4,065,250 － －

公共事業の施行に伴う損失補償に関し
て契約を行うものであり、工事に必要と
なる土地等の権利者との契約であり、場
所及び契約相手方が特定されるため

①ロに準ずる
と認められる
もの（財務省
に個別に協議
し認められた
もの）

－

324
高椋新江１号用水路工
事に伴う土地使用補償

分任支出負担行為
担当官　北陸農政
局九頭竜川下流農
業水利事業所長
小澤與宏

福井県坂井市
丸岡町愛宕２
番

平成24年4月6日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（用地補
償）

－ 1,160,781 － －

公共事業の施行に伴う損失補償に関し
て契約を行うものであり、工事に必要と
なる土地等の権利者との契約であり、場
所及び契約相手方が特定されるため

①ロに準ずる
と認められる
もの（財務省
に個別に協議
し認められた
もの）

－

325
高椋新江１号用水路工
事に伴う土地使用補償

分任支出負担行為
担当官　北陸農政
局九頭竜川下流農
業水利事業所長
小澤與宏

福井県坂井市
丸岡町愛宕２
番

平成24年4月6日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（用地補
償）

－ 2,664,772 － －

公共事業の施行に伴う損失補償に関し
て契約を行うものであり、工事に必要と
なる土地等の権利者との契約であり、場
所及び契約相手方が特定されるため

①ロに準ずる
と認められる
もの（財務省
に個別に協議
し認められた
もの）

－

326
高椋新江１号用水路工
事に伴う土地使用補償

分任支出負担行為
担当官　北陸農政
局九頭竜川下流農
業水利事業所長
小澤與宏

福井県坂井市
丸岡町愛宕２
番

平成24年4月6日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（用地補
償）

－ 1,147,433 － －

公共事業の施行に伴う損失補償に関し
て契約を行うものであり、工事に必要と
なる土地等の権利者との契約であり、場
所及び契約相手方が特定されるため

①ロに準ずる
と認められる
もの（財務省
に個別に協議
し認められた
もの）

－

327
高椋新江１号用水路工
事に伴う土地使用補償

分任支出負担行為
担当官　北陸農政
局九頭竜川下流農
業水利事業所長
小澤與宏

福井県坂井市
丸岡町愛宕２
番

平成24年4月6日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（用地補
償）

－ 1,186,218 － －

公共事業の施行に伴う損失補償に関し
て契約を行うものであり、工事に必要と
なる土地等の権利者との契約であり、場
所及び契約相手方が特定されるため

①ロに準ずる
と認められる
もの（財務省
に個別に協議
し認められた
もの）

－

328
高椋新江１号用水路工
事に伴う土地使用補償

分任支出負担行為
担当官　北陸農政
局九頭竜川下流農
業水利事業所長
小澤與宏

福井県坂井市
丸岡町愛宕２
番

平成24年4月6日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（用地補
償）

－ 1,055,064 － －

公共事業の施行に伴う損失補償に関し
て契約を行うものであり、工事に必要と
なる土地等の権利者との契約であり、場
所及び契約相手方が特定されるため

①ロに準ずる
と認められる
もの（財務省
に個別に協議
し認められた
もの）

－

329
高椋新江１号用水路工
事に伴う土地使用補償

分任支出負担行為
担当官　北陸農政
局九頭竜川下流農
業水利事業所長
小澤與宏

福井県坂井市
丸岡町愛宕２
番

平成24年4月6日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（用地補
償）

－ 1,182,990 － －

公共事業の施行に伴う損失補償に関し
て契約を行うものであり、工事に必要と
なる土地等の権利者との契約であり、場
所及び契約相手方が特定されるため

①ロに準ずる
と認められる
もの（財務省
に個別に協議
し認められた
もの）

－

330
左岸幹線用水路工事に
伴う土地使用補償

分任支出負担行為
担当官　北陸農政
局九頭竜川下流農
業水利事業所長
小澤與宏

福井県坂井市
丸岡町愛宕２
番

平成24年4月6日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（用地補
償）

－ 1,854,108 － －

公共事業の施行に伴う損失補償に関し
て契約を行うものであり、工事に必要と
なる土地等の権利者との契約であり、場
所及び契約相手方が特定されるため

①ロに準ずる
と認められる
もの（財務省
に個別に協議
し認められた
もの）

－

331
左岸幹線用水路工事に
伴う土地使用補償

分任支出負担行為
担当官　北陸農政
局九頭竜川下流農
業水利事業所長
小澤與宏

福井県坂井市
丸岡町愛宕２
番

平成24年4月6日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（用地補
償）

－ 1,590,114 － －

公共事業の施行に伴う損失補償に関し
て契約を行うものであり、工事に必要と
なる土地等の権利者との契約であり、場
所及び契約相手方が特定されるため

①ロに準ずる
と認められる
もの（財務省
に個別に協議
し認められた
もの）

－

332
左岸幹線用水路工事に
伴う通常損失補償

分任支出負担行為
担当官　北陸農政
局九頭竜川下流農
業水利事業所長
小澤與宏

福井県坂井市
丸岡町愛宕２
番

平成24年4月6日
辻岡建設株式
会社

福井県吉田郡
永平寺町松岡
葵一丁目３２
番地

会計法第２
９条の３第４
項（用地補
償）

－ 2,124,122 － －

公共事業の施行に伴う損失補償に関し
て契約を行うものであり、工事に必要と
なる土地等の権利者との契約であり、場
所及び契約相手方が特定されるため

①ロに準ずる
と認められる
もの（財務省
に個別に協議
し認められた
もの）

－



氏名並びにその所
属する部局の名称

所在地
商号または名

称
住所

予定価格 契約金額 落札率
再就職
の役員
の数

契約担当官等

番号 契約名称及び内容 随意契約によらざるを得ない理由

随意契約によ
らざるを得ない
場合とした財務
大臣通知上の
根拠区分

備　　考契約締結日

契約の相手方 随意契約に
よることとし
た会計法令
の根拠条文
及び理由

333
春江北部用水路工事に
伴う土地使用補償

分任支出負担行為
担当官　北陸農政
局九頭竜川下流農
業水利事業所長
小澤與宏

福井県坂井市
丸岡町愛宕２
番

平成24年4月6日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（用地補
償）

－ 3,521,794 － －

公共事業の施行に伴う損失補償に関し
て契約を行うものであり、工事に必要と
なる土地等の権利者との契約であり、場
所及び契約相手方が特定されるため

①ロに準ずる
と認められる
もの（財務省
に個別に協議
し認められた
もの）

－

334
春江北部用水路工事に
伴う土地使用補償

分任支出負担行為
担当官　北陸農政
局九頭竜川下流農
業水利事業所長
小澤與宏

福井県坂井市
丸岡町愛宕２
番

平成24年4月6日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（用地補
償）

－ 6,012,000 － －

公共事業の施行に伴う損失補償に関し
て契約を行うものであり、工事に必要と
なる土地等の権利者との契約であり、場
所及び契約相手方が特定されるため

①ロに準ずる
と認められる
もの（財務省
に個別に協議
し認められた
もの）

－

335
春江北部用水路工事に
伴う土地使用補償

分任支出負担行為
担当官　北陸農政
局九頭竜川下流農
業水利事業所長
小澤與宏

福井県坂井市
丸岡町愛宕２
番

平成24年4月6日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（用地補
償）

－ 1,504,476 － －

公共事業の施行に伴う損失補償に関し
て契約を行うものであり、工事に必要と
なる土地等の権利者との契約であり、場
所及び契約相手方が特定されるため

①ロに準ずる
と認められる
もの（財務省
に個別に協議
し認められた
もの）

－

336
春江北部用水路工事に
伴う土地使用補償

分任支出負担行為
担当官　北陸農政
局九頭竜川下流農
業水利事業所長
小澤與宏

福井県坂井市
丸岡町愛宕２
番

平成24年4月6日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（用地補
償）

－ 2,131,736 － －

公共事業の施行に伴う損失補償に関し
て契約を行うものであり、工事に必要と
なる土地等の権利者との契約であり、場
所及び契約相手方が特定されるため

①ロに準ずる
と認められる
もの（財務省
に個別に協議
し認められた
もの）

－

337
春江北部用水路工事に
伴う土地使用補償

分任支出負担行為
担当官　北陸農政
局九頭竜川下流農
業水利事業所長
小澤與宏

福井県坂井市
丸岡町愛宕２
番

平成24年4月6日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（用地補
償）

－ 1,775,604 － －

公共事業の施行に伴う損失補償に関し
て契約を行うものであり、工事に必要と
なる土地等の権利者との契約であり、場
所及び契約相手方が特定されるため

①ロに準ずる
と認められる
もの（財務省
に個別に協議
し認められた
もの）

－

338
春江北部用水路工事に
伴う土地使用補償

分任支出負担行為
担当官　北陸農政
局九頭竜川下流農
業水利事業所長
小澤與宏

福井県坂井市
丸岡町愛宕２
番

平成24年4月6日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（用地補
償）

－ 1,050,700 － －

公共事業の施行に伴う損失補償に関し
て契約を行うものであり、工事に必要と
なる土地等の権利者との契約であり、場
所及び契約相手方が特定されるため

①ロに準ずる
と認められる
もの（財務省
に個別に協議
し認められた
もの）

－

339
春江北部用水路工事に
伴う土地使用補償

分任支出負担行為
担当官　北陸農政
局九頭竜川下流農
業水利事業所長
小澤與宏

福井県坂井市
丸岡町愛宕２
番

平成24年4月6日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（用地補
償）

－ 2,011,656 － －

公共事業の施行に伴う損失補償に関し
て契約を行うものであり、工事に必要と
なる土地等の権利者との契約であり、場
所及び契約相手方が特定されるため

①ロに準ずる
と認められる
もの（財務省
に個別に協議
し認められた
もの）

－

340
春江北部用水路工事に
伴う土地使用補償

分任支出負担行為
担当官　北陸農政
局九頭竜川下流農
業水利事業所長
小澤與宏

福井県坂井市
丸岡町愛宕２
番

平成24年4月6日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（用地補
償）

－ 1,268,740 － －

公共事業の施行に伴う損失補償に関し
て契約を行うものであり、工事に必要と
なる土地等の権利者との契約であり、場
所及び契約相手方が特定されるため

①ロに準ずる
と認められる
もの（財務省
に個別に協議
し認められた
もの）

－

341
春江北部用水路工事に
伴う土地使用補償

分任支出負担行為
担当官　北陸農政
局九頭竜川下流農
業水利事業所長
小澤與宏

福井県坂井市
丸岡町愛宕２
番

平成24年4月6日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（用地補
償）

－ 1,114,178 － －

公共事業の施行に伴う損失補償に関し
て契約を行うものであり、工事に必要と
なる土地等の権利者との契約であり、場
所及び契約相手方が特定されるため

①ロに準ずる
と認められる
もの（財務省
に個別に協議
し認められた
もの）

－

342
春江北部用水路工事に
伴う土地使用補償

分任支出負担行為
担当官　北陸農政
局九頭竜川下流農
業水利事業所長
小澤與宏

福井県坂井市
丸岡町愛宕２
番

平成24年4月6日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（用地補
償）

－ 1,327,313 － －

公共事業の施行に伴う損失補償に関し
て契約を行うものであり、工事に必要と
なる土地等の権利者との契約であり、場
所及び契約相手方が特定されるため

①ロに準ずる
と認められる
もの（財務省
に個別に協議
し認められた
もの）

－

343
春江北部用水路工事に
伴う土地使用補償

分任支出負担行為
担当官　北陸農政
局九頭竜川下流農
業水利事業所長
小澤與宏

福井県坂井市
丸岡町愛宕２
番

平成24年4月6日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（用地補
償）

－ 1,034,242 － －

公共事業の施行に伴う損失補償に関し
て契約を行うものであり、工事に必要と
なる土地等の権利者との契約であり、場
所及び契約相手方が特定されるため

①ロに準ずる
と認められる
もの（財務省
に個別に協議
し認められた
もの）

－

344
春江北部用水路工事に
伴う土地使用補償

分任支出負担行為
担当官　北陸農政
局九頭竜川下流農
業水利事業所長
小澤與宏

福井県坂井市
丸岡町愛宕２
番

平成24年4月6日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（用地補
償）

－ 2,038,275 － －

公共事業の施行に伴う損失補償に関し
て契約を行うものであり、工事に必要と
なる土地等の権利者との契約であり、場
所及び契約相手方が特定されるため

①ロに準ずる
と認められる
もの（財務省
に個別に協議
し認められた
もの）

－

345
春江北部用水路工事に
伴う土地使用補償

分任支出負担行為
担当官　北陸農政
局九頭竜川下流農
業水利事業所長
小澤與宏

福井県坂井市
丸岡町愛宕２
番

平成24年4月6日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（用地補
償）

－ 1,023,890 － －

公共事業の施行に伴う損失補償に関し
て契約を行うものであり、工事に必要と
なる土地等の権利者との契約であり、場
所及び契約相手方が特定されるため

①ロに準ずる
と認められる
もの（財務省
に個別に協議
し認められた
もの）

－



氏名並びにその所
属する部局の名称

所在地
商号または名

称
住所

予定価格 契約金額 落札率
再就職
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の数
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346
春江北部用水路工事に
伴う土地使用補償

分任支出負担行為
担当官　北陸農政
局九頭竜川下流農
業水利事業所長
小澤與宏

福井県坂井市
丸岡町愛宕２
番

平成24年4月6日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（用地補
償）

－ 1,029,932 － －

公共事業の施行に伴う損失補償に関し
て契約を行うものであり、工事に必要と
なる土地等の権利者との契約であり、場
所及び契約相手方が特定されるため

①ロに準ずる
と認められる
もの（財務省
に個別に協議
し認められた
もの）

－

347
春江北部用水路工事に
伴う土地使用補償

分任支出負担行為
担当官　北陸農政
局九頭竜川下流農
業水利事業所長
小澤與宏

福井県坂井市
丸岡町愛宕２
番

平成24年4月6日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（用地補
償）

－ 1,084,322 － －

公共事業の施行に伴う損失補償に関し
て契約を行うものであり、工事に必要と
なる土地等の権利者との契約であり、場
所及び契約相手方が特定されるため

①ロに準ずる
と認められる
もの（財務省
に個別に協議
し認められた
もの）

－

348
春江北部用水路工事に
伴う土地使用補償

分任支出負担行為
担当官　北陸農政
局九頭竜川下流農
業水利事業所長
小澤與宏

福井県坂井市
丸岡町愛宕２
番

平成24年4月6日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（用地補
償）

－ 1,044,380 － －

公共事業の施行に伴う損失補償に関し
て契約を行うものであり、工事に必要と
なる土地等の権利者との契約であり、場
所及び契約相手方が特定されるため

①ロに準ずる
と認められる
もの（財務省
に個別に協議
し認められた
もの）

－

349
春江北部用水路工事に
伴う土地使用補償

分任支出負担行為
担当官　北陸農政
局九頭竜川下流農
業水利事業所長
小澤與宏

福井県坂井市
丸岡町愛宕２
番

平成24年4月6日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（用地補
償）

－ 1,121,989 － －

公共事業の施行に伴う損失補償に関し
て契約を行うものであり、工事に必要と
なる土地等の権利者との契約であり、場
所及び契約相手方が特定されるため

①ロに準ずる
と認められる
もの（財務省
に個別に協議
し認められた
もの）

－

350
春江北部用水路工事に
伴う土地使用補償

分任支出負担行為
担当官　北陸農政
局九頭竜川下流農
業水利事業所長
小澤與宏

福井県坂井市
丸岡町愛宕２
番

平成24年4月6日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（用地補
償）

－ 1,092,449 － －

公共事業の施行に伴う損失補償に関し
て契約を行うものであり、工事に必要と
なる土地等の権利者との契約であり、場
所及び契約相手方が特定されるため

①ロに準ずる
と認められる
もの（財務省
に個別に協議
し認められた
もの）

－

351
春江北部用水路工事に
伴う土地使用補償

分任支出負担行為
担当官　北陸農政
局九頭竜川下流農
業水利事業所長
小澤與宏

福井県坂井市
丸岡町愛宕２
番

平成24年4月6日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（用地補
償）

－ 1,122,116 － －

公共事業の施行に伴う損失補償に関し
て契約を行うものであり、工事に必要と
なる土地等の権利者との契約であり、場
所及び契約相手方が特定されるため

①ロに準ずる
と認められる
もの（財務省
に個別に協議
し認められた
もの）

－

352
春江北部用水路工事に
伴う土地使用補償

分任支出負担行為
担当官　北陸農政
局九頭竜川下流農
業水利事業所長
小澤與宏

福井県坂井市
丸岡町愛宕２
番

平成24年4月6日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（用地補
償）

－ 1,687,440 － －

公共事業の施行に伴う損失補償に関し
て契約を行うものであり、工事に必要と
なる土地等の権利者との契約であり、場
所及び契約相手方が特定されるため

①ロに準ずる
と認められる
もの（財務省
に個別に協議
し認められた
もの）

－

353
春江北部用水路工事に
伴う土地使用補償

分任支出負担行為
担当官　北陸農政
局九頭竜川下流農
業水利事業所長
小澤與宏

福井県坂井市
丸岡町愛宕２
番

平成24年4月6日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（用地補
償）

－ 1,228,924 － －

公共事業の施行に伴う損失補償に関し
て契約を行うものであり、工事に必要と
なる土地等の権利者との契約であり、場
所及び契約相手方が特定されるため

①ロに準ずる
と認められる
もの（財務省
に個別に協議
し認められた
もの）

－

354
春江北部用水路工事に
伴う土地使用補償

分任支出負担行為
担当官　北陸農政
局九頭竜川下流農
業水利事業所長
小澤與宏

福井県坂井市
丸岡町愛宕２
番

平成24年4月6日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（用地補
償）

－ 1,966,152 － －

公共事業の施行に伴う損失補償に関し
て契約を行うものであり、工事に必要と
なる土地等の権利者との契約であり、場
所及び契約相手方が特定されるため

①ロに準ずる
と認められる
もの（財務省
に個別に協議
し認められた
もの）

－

355
春江北部用水路工事に
伴う土地使用補償

分任支出負担行為
担当官　北陸農政
局九頭竜川下流農
業水利事業所長
小澤與宏

福井県坂井市
丸岡町愛宕２
番

平成24年4月6日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（用地補
償）

－ 2,782,064 － －

公共事業の施行に伴う損失補償に関し
て契約を行うものであり、工事に必要と
なる土地等の権利者との契約であり、場
所及び契約相手方が特定されるため

①ロに準ずる
と認められる
もの（財務省
に個別に協議
し認められた
もの）

－

356
春江北部用水路工事に
伴う土地使用補償

分任支出負担行為
担当官　北陸農政
局九頭竜川下流農
業水利事業所長
小澤與宏

福井県坂井市
丸岡町愛宕２
番

平成24年4月6日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（用地補
償）

－ 1,438,116 － －

公共事業の施行に伴う損失補償に関し
て契約を行うものであり、工事に必要と
なる土地等の権利者との契約であり、場
所及び契約相手方が特定されるため

①ロに準ずる
と認められる
もの（財務省
に個別に協議
し認められた
もの）

－

357
春江北部用水路工事に
伴う土地使用補償

分任支出負担行為
担当官　北陸農政
局九頭竜川下流農
業水利事業所長
小澤與宏

福井県坂井市
丸岡町愛宕２
番

平成24年4月6日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（用地補
償）

－ 2,408,868 － －

公共事業の施行に伴う損失補償に関し
て契約を行うものであり、工事に必要と
なる土地等の権利者との契約であり、場
所及び契約相手方が特定されるため

①ロに準ずる
と認められる
もの（財務省
に個別に協議
し認められた
もの）

－

358
春江北部用水路工事に
伴う土地使用補償

分任支出負担行為
担当官　北陸農政
局九頭竜川下流農
業水利事業所長
小澤與宏

福井県坂井市
丸岡町愛宕２
番

平成24年4月6日
株式会社佐藤
土建

福井県坂井市
坂井町徳分田
１６－１

会計法第２
９条の３第４
項（用地補
償）

－ 1,166,400 － －

公共事業の施行に伴う損失補償に関し
て契約を行うものであり、工事に必要と
なる土地等の権利者との契約であり、場
所及び契約相手方が特定されるため

①ロに準ずる
と認められる
もの（財務省
に個別に協議
し認められた
もの）

－
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359
春江北部用水路工事に
伴う土地使用補償

分任支出負担行為
担当官　北陸農政
局九頭竜川下流農
業水利事業所長
小澤與宏

福井県坂井市
丸岡町愛宕２
番

平成24年4月6日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（用地補
償）

－ 1,387,260 － －

公共事業の施行に伴う損失補償に関し
て契約を行うものであり、工事に必要と
なる土地等の権利者との契約であり、場
所及び契約相手方が特定されるため

①ロに準ずる
と認められる
もの（財務省
に個別に協議
し認められた
もの）

－

360
春江北部用水路工事に
伴う土地使用補償

分任支出負担行為
担当官　北陸農政
局九頭竜川下流農
業水利事業所長
小澤與宏

福井県坂井市
丸岡町愛宕２
番

平成24年4月6日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（用地補
償）

－ 1,463,787 － －

公共事業の施行に伴う損失補償に関し
て契約を行うものであり、工事に必要と
なる土地等の権利者との契約であり、場
所及び契約相手方が特定されるため

①ロに準ずる
と認められる
もの（財務省
に個別に協議
し認められた
もの）

－

361
春江北部用水路工事に
伴う土地使用補償

分任支出負担行為
担当官　北陸農政
局九頭竜川下流農
業水利事業所長
小澤與宏

福井県坂井市
丸岡町愛宕２
番

平成24年4月6日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（用地補
償）

－ 1,118,935 － －

公共事業の施行に伴う損失補償に関し
て契約を行うものであり、工事に必要と
なる土地等の権利者との契約であり、場
所及び契約相手方が特定されるため

①ロに準ずる
と認められる
もの（財務省
に個別に協議
し認められた
もの）

－

362
春江北部用水路工事に
伴う土地使用補償

分任支出負担行為
担当官　北陸農政
局九頭竜川下流農
業水利事業所長
小澤與宏

福井県坂井市
丸岡町愛宕２
番

平成24年4月6日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（用地補
償）

－ 1,683,720 － －

公共事業の施行に伴う損失補償に関し
て契約を行うものであり、工事に必要と
なる土地等の権利者との契約であり、場
所及び契約相手方が特定されるため

①ロに準ずる
と認められる
もの（財務省
に個別に協議
し認められた
もの）

－

363
春江北部用水路工事に
伴う土地使用補償

分任支出負担行為
担当官　北陸農政
局九頭竜川下流農
業水利事業所長
小澤與宏

福井県坂井市
丸岡町愛宕２
番

平成24年4月6日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（用地補
償）

－ 1,242,864 － －

公共事業の施行に伴う損失補償に関し
て契約を行うものであり、工事に必要と
なる土地等の権利者との契約であり、場
所及び契約相手方が特定されるため

①ロに準ずる
と認められる
もの（財務省
に個別に協議
し認められた
もの）

－

364
春江北部用水路工事に
伴う土地使用補償

分任支出負担行為
担当官　北陸農政
局九頭竜川下流農
業水利事業所長
小澤與宏

福井県坂井市
丸岡町愛宕２
番

平成24年4月6日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（用地補
償）

－ 2,364,000 － －

公共事業の施行に伴う損失補償に関し
て契約を行うものであり、工事に必要と
なる土地等の権利者との契約であり、場
所及び契約相手方が特定されるため

①ロに準ずる
と認められる
もの（財務省
に個別に協議
し認められた
もの）

－

365
春江北部用水路工事に
伴う土地使用補償

分任支出負担行為
担当官　北陸農政
局九頭竜川下流農
業水利事業所長
小澤與宏

福井県坂井市
丸岡町愛宕２
番

平成24年4月6日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（用地補
償）

－ 1,064,178 － －

公共事業の施行に伴う損失補償に関し
て契約を行うものであり、工事に必要と
なる土地等の権利者との契約であり、場
所及び契約相手方が特定されるため

①ロに準ずる
と認められる
もの（財務省
に個別に協議
し認められた
もの）

－

366
春江北部用水路工事に
伴う土地使用補償

分任支出負担行為
担当官　北陸農政
局九頭竜川下流農
業水利事業所長
小澤與宏

福井県坂井市
丸岡町愛宕２
番

平成24年4月6日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（用地補
償）

－ 1,049,417 － －

公共事業の施行に伴う損失補償に関し
て契約を行うものであり、工事に必要と
なる土地等の権利者との契約であり、場
所及び契約相手方が特定されるため

①ロに準ずる
と認められる
もの（財務省
に個別に協議
し認められた
もの）

－

367
春江北部用水路工事に
伴う土地使用補償

分任支出負担行為
担当官　北陸農政
局九頭竜川下流農
業水利事業所長
小澤與宏

福井県坂井市
丸岡町愛宕２
番

平成24年4月6日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（用地補
償）

－ 1,809,360 － －

公共事業の施行に伴う損失補償に関し
て契約を行うものであり、工事に必要と
なる土地等の権利者との契約であり、場
所及び契約相手方が特定されるため

①ロに準ずる
と認められる
もの（財務省
に個別に協議
し認められた
もの）

－

368

国営九頭竜川下流農業
水利事業実施地区内埋
蔵文化財包蔵地発掘調
査費用負担契約
期間：平成24年4月9日
から平成25年3月29日ま

分任支出負担行為
担当官　北陸農政
局九頭竜川下流農
業水利事業所長
小澤　與宏

福井県坂井市
丸岡町愛宕2
番

平成24年4月9日 福井県
福井県福井市
大手３丁目１７
番１号

会計法第２
９条の３第４
項（法令等
の規定）

7,435,000 7,435,000 100.0% －
地方公共団体との取り決めにより、契約
の相手方が一に定められているもの

①イ（ニ） －

369
春江北部用水路工事に
伴う建物等補修費用負
担

分任支出負担行為
担当官　北陸農政
局九頭竜川下流農
業水利事業所長
小澤與宏

福井県坂井市
丸岡町愛宕２
番

平成24年4月27日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（用地補
償）

－ 1,533,040 － －

公共事業の施行に起因し、不可避的に
生ずる損害に関して契約を行うものであ
り、工事に起因して損害等を受ける権利
者との契約であり、場所及び契約相手
方が特定されるため

①ロに準ずる
と認められる
もの（財務省
に個別に協議
し認められた
もの）

－

370

平成24年度収入減尐影
響緩和対策積立金管理
業務委託事業　平成24
年4月9日から平成25年3
月22日まで

支出負担行為担当
官　北陸農政局長
髙嶺　彰

石川県金沢市
広坂2-2-60

平成24年4月9日
新潟県担い手
育成総合支援
協議会

新潟県新潟市
中央区東中通
1-86

会計法第２
９条の３第４
項（法令等
の規定）

－ 7,900,000 － －

法令等（農業の担い手に対する経営安
定のための交付金の交付に関する法律
施行規則（平成18年農林水産省令第59
号）第13条第1項第4号）により契約の相
手方が特定されるため

①イ（イ） －

371

平成24年度収入減尐影
響緩和対策積立金管理
業務委託事業　平成24
年4月9日から平成25年3
月22日まで

支出負担行為担当
官　北陸農政局長
髙嶺　彰

石川県金沢市
広坂2-2-60

平成24年4月9日
富山県担い手
育成総合支援
協議会

富山県富山市
新桜町6-15

会計法第２
９条の３第４
項（法令等
の規定）

－ 1,400,000 － －

法令等（農業の担い手に対する経営安
定のための交付金の交付に関する法律
施行規則（平成18年農林水産省令第59
号）第13条第1項第4号）により契約の相
手方が特定されるため

①イ（イ） －
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372
芝原２号用水路工事に
伴う建物等修復費用負
担

分任支出負担行為
担当官　北陸農政
局九頭竜川下流農
業水利事業所長
小澤　與宏

福井県坂井市
丸岡町愛宕２
番

平成24年6月22日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（用地補
償）

－ 1,013,030 － －

公共事業の施工に起因し、不可避的に
生ずる損害に関して契約を行うものであ
り、工事に起因して損害等を受ける権利
者との契約であり、場所及び契約相手
方が特定されるものであることから、会
計法第２９条の３第４項に基づき随意契
約によるものである。

①ロに準ずる
と認められる
もの（財務省
に個別に協議
し認められた
もの）

－

373

庄川左岸農地防災事業
（岸渡洪水調整池）地区
内の埋蔵文化財包蔵地
（御館山館跡）に係る発
掘調査費用負担契約

分任支出負担行為
担当官　北陸農政
局庄川左岸農地防
災事業所長　大谷
寛

富山県砺波市
幸町8番20号

平成24年6月18日
埋蔵文化財発
掘調査実施者
砺波市長

富山県砺波市
栄町7-3

会計法第２
９条の３第４
項（法令等
の規定）

13,415,208 13,415,208 100.0% －
地方公共団体との取決めにより、契約
の相手方が一に定められているもの

①イ（ニ） －

374
平成24年度高山地域セ
ンター借上宿舎賃貸借

分任支出負担行為
担当官　東海農政
局岐阜地域センター
長　遠山　和治

岐阜県岐阜市
中鶉二丁目２
６番地

平成24年4月2日
株式会社岩佐
鐵工所

岐阜県高山市
昭和町３丁目
８３番地

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,440,000 － －

平成２３年９月から契約をしているが、
業務遂行のため引き続き宿舎を設置す
る必要があり、契約の相手方が一に限
定されるものである。

①ロ －

375
新濃尾農地防災事業所
庁舎用地賃貸借契約（１
式）

支出負担行為担当
官　東海農政局長
森　多可志

名古屋市中区
三の丸１－２
－２

平成24年4月6日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 13,064,040 - －

平成11年10月より賃貸借契約を行い庁
舎を設置しているが、引き続き庁舎を設
置する必要があり契約の相手方が一に
限定されるものである。

①ロ －

376
平成24年度庁舎賃貸借
契約

分任支出負担行為
担当官　東海農政
局西濃用水第二期
農業水利事業所長
本間新哉

岐阜県大垣市
藤江町2－128

平成24年4月6日 株式会社片山
岐阜市大垣市
中野町1－22

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 6,930,000 － －
当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れる賃貸借契約であるため。

①ロ －

377

新濃尾（二期）地区宮田
導水路江南宮田南野工
区工事に伴う土地使用
補償（１式）

分任支出負担行為
担当官　東海農政
局新濃尾農地防災
事業所長　内山　直
治

愛知県一宮市
八幡5丁目1番
14号

平成24年4月6日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（用地補
償）

－ － － －

公共事業を施行する際の権利の取得及
び損失補償等に対して契約を行うもので
あり、工事に必要となる土地等の権利者
との契約であることから、場所及び契約
相手方が限定されるものである。

①ロに準ずる
と認められる
もの（財務省
に個別に協議
し認められた
もの）

－

378
平成24年度犬山支所建
物等賃貸借契約（１式）

分任支出負担行為
担当官　東海農政
局新濃尾農地防災
事業所長　内山　直
治

愛知県一宮市
八幡5丁目1番
14号

平成24年4月6日
木津用水土地
改良区

小牧市中央1-
346

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 3,924,924 － －

平成１１年4月より木津用水土地改良区
と賃貸借契約を行い犬山支所を設置し
ているが、引き続き庁舎を設置する必要
があり契約の相手方が一に限定される
ものである。

①ロ －

379
事業所会議室賃貸借契
約（１式）

分任支出負担行為
担当官　東海農政
局新濃尾農地防災
事業所長　内山　直
治

愛知県一宮市
八幡5丁目1番
14号

平成24年4月6日
大和リ－ス株
式会社　名古
屋支店

名古屋市中区
大須4-10-32

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 2,784,600 － －

平成１７年１月より大和リース株式会社
名古屋支店と賃貸借契約を行い会議室
を設置しているが、引き続き会議室を設
置する必要があり契約の相手方が一に
限定されるものである。

①ロ －

380

新濃尾（二期）農地防災
事業宮田導水路1号ｻｲﾎ
ﾝ建設工事に伴う土地使
用補償（１式）

分任支出負担行為
担当官　東海農政
局新濃尾農地防災
事業所長　内山　直
治

愛知県一宮市
八幡5丁目1番
14号

平成24年4月6日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（用地補
償）

－ － － －

公共事業を施行する際の権利の取得及
び損失補償等に対して契約を行うもので
あり、工事に必要となる土地等の権利者
との契約であることから、場所及び契約
相手方が限定されるものである。

①ロに準ずる
と認められる
もの（財務省
に個別に協議
し認められた
もの）

－

381
職員宿舎賃貸借契約（2
戸）

分任支出負担行為
担当官　東海農政
局新濃尾農地防災
事業所長　内山　直
治

愛知県一宮市
八幡5丁目1番
14号

平成24年4月6日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,632,000 － －
事業遂行のため引き続き宿舎を設置す
る必要があり、契約の相手方が一に限
定されるものである。

①ロ －

382
職員宿舎賃貸借契約（2
戸）

分任支出負担行為
担当官　東海農政
局新濃尾農地防災
事業所長　内山　直
治

愛知県一宮市
八幡5丁目1番
14号

平成24年4月6日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,584,000 － －
事業遂行のため引き続き宿舎を設置す
る必要があり、契約の相手方が一に限
定されるものである。

①ロ －

383

新濃尾（二期）農地防災
事業宮田導水路1号ｻｲﾎ
ﾝ建設工事に伴う土地使
用補償（１式）

分任支出負担行為
担当官　東海農政
局新濃尾農地防災
事業所長　内山　直
治

愛知県一宮市
八幡5丁目1番
14号

平成24年4月6日
大竹配送有限
会社

犬山市大字羽
黒新田字米野
前１－１０

会計法第２
９条の３第４
項（用地補
償）

－ － － －

公共事業を施行する際の権利の取得及
び損失補償等に対して契約を行うもので
あり、工事に必要となる土地等の権利者
との契約であることから、場所及び契約
相手方が限定されるものである。

①ロに準ずる
と認められる
もの（財務省
に個別に協議
し認められた
もの）

－

384
職員宿舎賃貸借契約（１
戸）

分任支出負担行為
担当官　東海農政
局新濃尾農地防災
事業所長　内山　直
治

愛知県一宮市
八幡5丁目1番
14号

平成24年4月6日
昭和建物株式
会社

一宮市神山2-
3-23

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,104,000 － －
事業遂行のため引き続き宿舎を設置す
る必要があり、契約の相手方が一に限
定されるものである。

①ロ －

385
職員宿舎賃貸借契約（１
戸）

分任支出負担行為
担当官　東海農政
局新濃尾農地防災
事業所長　内山　直
治

愛知県一宮市
八幡5丁目1番
14号

平成24年4月6日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,020,000 － －
事業遂行のため引き続き宿舎を設置す
る必要があり、契約の相手方が一に限
定されるものである。

①ロ －



氏名並びにその所
属する部局の名称

所在地
商号または名

称
住所

予定価格 契約金額 落札率
再就職
の役員
の数

契約担当官等

番号 契約名称及び内容 随意契約によらざるを得ない理由

随意契約によ
らざるを得ない
場合とした財務
大臣通知上の
根拠区分

備　　考契約締結日

契約の相手方 随意契約に
よることとし
た会計法令
の根拠条文
及び理由

386
職員宿舎賃貸借契約（１
戸）

分任支出負担行為
担当官　東海農政
局新濃尾農地防災
事業所長　内山　直
治

愛知県一宮市
八幡5丁目1番
14号

平成24年4月6日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,020,000 － －
事業遂行のため引き続き宿舎を設置す
る必要があり、契約の相手方が一に限
定されるものである。

①ロ －

387
職員宿舎賃貸借契約（１
戸）

分任支出負担行為
担当官　東海農政
局新濃尾農地防災
事業所長　内山　直
治

愛知県一宮市
八幡5丁目1番
14号

平成24年4月6日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 960,000 － －
事業遂行のため引き続き宿舎を設置す
る必要があり、契約の相手方が一に限
定されるものである。

①ロ －

388
職員宿舎賃貸借契約（1
戸）

分任支出負担行為
担当官　東海農政
局新濃尾農地防災
事業所長　内山　直
治

愛知県一宮市
八幡5丁目1番
14号

平成24年4月6日
有限会社マル
カホ－ム

一宮市大和町
馬引字横手
13-1

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 936,000 － －
事業遂行のため引き続き宿舎を設置す
る必要があり、契約の相手方が一に限
定されるものである。

①ロ －

389
平成24年度職員宿舎賃
貸借契約（1戸）

分任支出負担行為
担当官　東海農政
局西濃用水第二期
農業水利事業所長
本間新哉

岐阜県大垣市
藤江町2－128

平成24年4月6日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 840,000 － －
当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れる賃貸借契約であるため。

①ロ －

390
職員宿舎賃貸借契約（１
戸）

分任支出負担行為
担当官　東海農政
局新濃尾農地防災
事業所長　内山　直
治

愛知県一宮市
八幡5丁目1番
14号

平成24年4月6日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 840,000 － －
事業遂行のため引き続き宿舎を設置す
る必要があり、契約の相手方が一に限
定されるものである。

①ロ －

391 借上げ宿舎賃貸借契約

分任支出負担行為
担当官　東海農政
局木曽川水系土地
改良調査管理事務
所長　宮崎　且

愛知県名古屋
市昭和区安田
通４－８

平成24年4月6日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 828,000 － -
当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能である賃貸借契約であるた
め。

①ロ －

392
職員宿舎賃貸借契約（１
戸）

分任支出負担行為
担当官　東海農政
局新濃尾農地防災
事業所長　内山　直
治

愛知県一宮市
八幡5丁目1番
14号

平成24年4月6日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 828,000 － －
事業遂行のため引き続き宿舎を設置す
る必要があり、契約の相手方が一に限
定されるものである。

①ロ －

393 借上げ宿舎賃貸借契約

分任支出負担行為
担当官　東海農政
局木曽川水系土地
改良調査管理事務
所長　宮崎　且

愛知県名古屋
市昭和区安田
通４－８

平成24年4月6日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 810,600 － -
当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能である賃貸借契約であるた
め。

①ロ －

394 事業所用地賃貸借料

分任支出負担行為
担当官　東海農政
局宮川用水第二期
農業水利事業所長
丹羽　啓文

三重県伊勢市
御薗町新開
892

平成24年4月6日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ － － －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借契
約

①ロ
4月分報告
漏れ

395 事業所用地賃貸借料

分任支出負担行為
担当官　東海農政
局宮川用水第二期
農業水利事業所長
丹羽　啓文

三重県伊勢市
御薗町新開
892

平成24年4月6日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ － － －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借契
約

①ロ
4月分報告
漏れ

396 職員宿舎賃貸借料

分任支出負担行為
担当官　東海農政
局宮川用水第二期
農業水利事業所長
丹羽　啓文

三重県伊勢市
御薗町新開
892

平成24年4月6日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ － － －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借契
約

①ロ
4月分報告
漏れ

397 職員宿舎賃貸借料

分任支出負担行為
担当官　東海農政
局宮川用水第二期
農業水利事業所長
丹羽　啓文

三重県伊勢市
御薗町新開
892

平成24年4月6日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ － － －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借契
約

①ロ
4月分報告
漏れ

398

宮川用水第二期地区
五桂池下流排水路その
２工事施工に伴う営業補
償　１式

分任支出負担行為
担当官　東海農政
局宮川用水第二期
農業水利事業所長
丹羽　啓文

三重県伊勢市
御薗町新開８
９２

平成24年4月13日
五桂池ふるさと
村　村長　花谷
則次

三重県多気郡
多気町五桂９
５６

会計法第２
９条の３第４
項（用地補
償）

－ － － －

公共事業を施行する際の権利の取得及
び損失補償等に対して契約を行うもので
あり、工事に必要となる土地等の権利者
との契約であることから、場所及び契約
相手方が限定されるものである。

①ロに準ずる
と認められる
もの（財務省
に個別に協議
し認められた
もの）

－

399
平成24年度 事業計画管
理調査委託事業

支出負担行為担当
官　東海農政局長
森　多可志

愛知県名古屋
市中区三の丸
1-2-2

平成24年4月24日 御浜町
三重県南牟婁
郡御浜町大字
阿田和6120-1

会計法第２
９条の３第４
項（法令等
の規定）

1,200,000 1,200,000 100.0% －
本業務は御浜町との取り決めにより契
約の相手方が一に定められていること
から競争を許さない。

①イ（ニ） －



氏名並びにその所
属する部局の名称

所在地
商号または名

称
住所
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再就職
の役員
の数
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400

宮川用水第二期地区
導水路その１２工事施工
に伴う区分地上権設定
１式

分任支出負担行為
担当官　東海農政
局宮川用水第二期
農業水利事業所長
丹羽　啓文

三重県伊勢市
御薗町新開８
９２

平成24年5月16日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（用地補
償）

－ － － －

公共事業を施行する際の権利の取得及
び損失補償等に対して契約を行うもので
あり、工事に必要となる土地等の権利者
との契約であることから、場所及び契約
相手方が限定されるものである。

①ロに準ずる
と認められる
もの（財務省
に個別に協議
し認められた
もの）

－

401
平成24年度新濃尾地区
土地所有者状況等調査
業務委託事業

分任支出負担行為
担当官　東海農政
局新濃尾農地防災
事業所長　内山　直
治

愛知県一宮市
八幡5丁目1番
14号

平成24年6月18日
宮田用水土地
改良区

愛知県稲沢市
稲沢町北山
178番地

会計法第２
９条の３第４
項（法令等
の規定）

1,080,000 1,080,000 100.0% －

本業務は土地改良区が所有する賦課台
帳を用いる必要があり法令の規定によ
り、契約の相手方が一に定められてい
ることから競争を許さない。

①イ（イ） －

402
平成24年度近畿農政局
旧奈良農政事務所橿原
庁舎土地賃貸借契約

分任支出負担行為
担当官代理　近畿
農政局奈良地域セ
ンター次長　石井信
之

奈良県奈良市
法蓮町387

平成24年4月2日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ － － －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借契
約

①ロ －

403
平成24年度職員宿舎賃
貸借（芙蓉マンション） 2
戸（各60.42㎡）

分任支出負担行為
担当官　近畿農政
局南近畿土地改良
調査管理事務所長
加藤　公平

奈良県吉野郡
大淀町下渕３
８８－１

平成24年4月2日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ － － －

該当場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借契
約

①ロ －

404

平成２４年度職員宿舎賃
貸借（第1ネオコーポ杉
田）　2戸（47.02㎡、50.88
㎡各1戸）

分任支出負担行為
担当官　近畿農政
局南近畿土地改良
調査管理事務所長
加藤　公平

奈良県吉野郡
大淀町下渕３
８８－１

平成24年4月2日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ － － －

該当場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借契
約

①ロ －

405

平成２４年度職員宿舎賃
貸借（第2ネオコーポ杉
田）　4戸（47.02㎡ １戸、
50.88㎡ 3戸）

分任支出負担行為
担当官　近畿農政
局南近畿土地改良
調査管理事務所長
加藤　公平

奈良県吉野郡
大淀町下渕３
８８－１

平成24年4月2日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ － － －

該当場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借契
約

①ロ －

406

平成24年度庁舎用土地
建物賃貸借契約（大和紀
伊）
1式

支出負担行為担当
官　近畿農政局長
小栗　邦夫

京都市上京区
西洞院通り下
長者町下ル丁
子風呂町

平成24年4月6日
大和平野土地
改良区

奈良県橿原市
城殿町４５９

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

22,491,000 22,491,000 100.0% －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借で
あるため随意契約を行うものである。

①ロ －

407
平成２４年度第二十津川
紀の川建設所庁舎用建
物等賃貸借料

分任支出負担行為
担当官　近畿農政
局大和紀伊平野農
業水利事務所長
岩田勝男

奈良県橿原市
城殿町４５９

平成24年4月6日
株式会社　ＮＴ
Ｔ西日本アセッ
ト・プランニング

大阪府大阪市
西区土佐堀１
－３－３４

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

5,304,600 5,304,600 100.0% －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借で
あるため随意契約を行うものである。

①ロ －

408
平成２４年度土地建物賃
貸借料

分任支出負担行為
担当官　近畿農政
局大和紀伊平野農
業水利事務所長
岩田勝男

奈良県橿原市
城殿町４５９

平成24年4月6日
大和平野土地
改良区

奈良県橿原市
城殿町４５９

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

1,486,800 1,486,800 100.0% －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借で
あるため随意契約を行うものである。

①ロ －

409
平成２４年度庁舎土地建
物賃貸借料

分任支出負担行為
担当官　近畿農政
局大和紀伊平野農
業水利事務所長
岩田勝男

奈良県橿原市
城殿町４５９

平成24年4月6日
有限会社　ツー
バイホーム

和歌山県和歌
山市友田町４
－１０１

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

8,064,000 8,064,000 100.0% －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借で
あるため随意契約を行うものである。

①ロ －

410
平成２４年度倉庫賃貸借
料

分任支出負担行為
担当官　近畿農政
局大和紀伊平野農
業水利事務所長
岩田勝男

奈良県橿原市
城殿町４５９

平成24年4月6日
大和平野土地
改良区

奈良県橿原市
城殿町４５９

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

1,764,000 1,764,000 100.0% －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借で
あるため随意契約を行うものである。

①ロ －

411
平成２４年度庁舎用土地
建物賃貸借料

分任支出負担行為
担当官　近畿農政
局大和紀伊平野農
業水利事務所長
岩田勝男

奈良県橿原市
城殿町４５９

平成24年4月6日
奈良県農業協
同組合

奈良県奈良市
大森町５７－３

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

2,004,000 2,004,000 100.0% －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借で
あるため随意契約を行うものである。

①ロ －

412
平成２４年度大和紀伊平
野宿舎用建物賃貸借料
（サンモール）

分任支出負担行為
担当官　近畿農政
局大和紀伊平野農
業水利事務所長
岩田勝男

奈良県橿原市
城殿町４５９

平成24年4月6日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ － － －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借で
あるため随意契約を行うものである。

①ロ －

413
平成２４年度大和紀伊平
野宿舎用建物賃貸借料
（セゾン優）

分任支出負担行為
担当官　近畿農政
局大和紀伊平野農
業水利事務所長
岩田勝男

奈良県橿原市
城殿町４５９

平成24年4月6日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ － － －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借で
あるため随意契約を行うものである。

①ロ －



氏名並びにその所
属する部局の名称

所在地
商号または名

称
住所

予定価格 契約金額 落札率
再就職
の役員
の数

契約担当官等

番号 契約名称及び内容 随意契約によらざるを得ない理由

随意契約によ
らざるを得ない
場合とした財務
大臣通知上の
根拠区分

備　　考契約締結日

契約の相手方 随意契約に
よることとし
た会計法令
の根拠条文
及び理由

414

平成２４年度第二十津川
紀の川建設所宿舎用建
物賃貸借料（ホワイトベ
ル２１）

分任支出負担行為
担当官　近畿農政
局大和紀伊平野農
業水利事務所長
岩田勝男

奈良県橿原市
城殿町４５９

平成24年4月6日
ホワイトベル２
１

奈良県吉野郡
天川村大字南
日裏１７８－２

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

2,784,000 2,784,000 100.0% －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借で
あるため随意契約を行うものである。

①ロ －

415

平成２４年度第二十津川
紀の川建設所宿舎用建
物賃貸借料（第１ネオ
コーポ杉田）

分任支出負担行為
担当官　近畿農政
局大和紀伊平野農
業水利事務所長
岩田勝男

奈良県橿原市
城殿町４５９

平成24年4月6日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ － － －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借で
あるため随意契約を行うものである。

①ロ －

416

平成２４年度第二十津川
紀の川建設所宿舎用建
物賃貸借料（第２ネオ
コーポ杉田）

分任支出負担行為
担当官　近畿農政
局大和紀伊平野農
業水利事務所長
岩田勝男

奈良県橿原市
城殿町４５９

平成24年4月6日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ － － －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借で
あるため随意契約を行うものである。

①ロ －

417

平成２４年度紀伊平野建
設所宿舎用建物賃貸借
料（ヴィラ千代マンショ
ン）

分任支出負担行為
担当官　近畿農政
局大和紀伊平野農
業水利事務所長
岩田勝男

奈良県橿原市
城殿町４５９

平成24年4月6日 榎本有限会社
和歌山県岩出
市清水４２７

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

1,782,000 1,782,000 100.0% －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借で
あるため随意契約を行うものである。

①ロ －

418
平成２４年度紀伊平野建
設所宿舎用建物賃貸借
料（リバティタウン）

分任支出負担行為
担当官　近畿農政
局大和紀伊平野農
業水利事務所長
岩田勝男

奈良県橿原市
城殿町４５９

平成24年4月6日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ － － －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借で
あるため随意契約を行うものである。

①ロ －

419
平成２４年度大和紀伊平
野宿舎用建物賃貸借料
（ロイヤルタケナカ）

分任支出負担行為
担当官　近畿農政
局大和紀伊平野農
業水利事務所長
岩田勝男

奈良県橿原市
城殿町４５９

平成24年4月6日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ － － －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借で
あるため随意契約を行うものである。

①ロ －

420
平成２４年度紀伊平野建
設所宿舎用建物賃貸借
料（リバティタウン）

分任支出負担行為
担当官　近畿農政
局大和紀伊平野農
業水利事務所長
岩田勝男

奈良県橿原市
城殿町４５９

平成24年4月6日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ － － －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借で
あるため随意契約を行うものである。

①ロ －

421
平成２４年度大和紀伊平
野宿舎用建物賃貸借料
（片山マンション）

分任支出負担行為
担当官　近畿農政
局大和紀伊平野農
業水利事務所長
岩田勝男

奈良県橿原市
城殿町４５９

平成24年4月6日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ － － －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借で
あるため随意契約を行うものである。

①ロ －

422
平成２４年度紀伊平野建
設所宿舎用建物賃貸借
料（ニューシティモリⅢ）

分任支出負担行為
担当官　近畿農政
局大和紀伊平野農
業水利事務所長
岩田勝男

奈良県橿原市
城殿町４５９

平成24年4月6日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ － － －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借で
あるため随意契約を行うものである。

①ロ －

423
平成２４年度紀伊平野建
設所宿舎用建物賃貸借
料（リバティタウン）

分任支出負担行為
担当官　近畿農政
局大和紀伊平野農
業水利事務所長
岩田勝男

奈良県橿原市
城殿町４５９

平成24年4月6日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ － － －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借で
あるため随意契約を行うものである。

①ロ －

424
平成２４年度紀伊平野建
設所宿舎用建物賃貸借
料（エル岩出）

分任支出負担行為
担当官　近畿農政
局大和紀伊平野農
業水利事務所長
岩田勝男

奈良県橿原市
城殿町４５９

平成24年4月6日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ － － －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借で
あるため随意契約を行うものである。

①ロ －

425
平成2４年度庁舎共益費
（第二十津川）
1式

分任支出負担行為
担当官　近畿農政
局大和紀伊平野農
業水利事務所長
岩田勝男

奈良県橿原市
城殿町４５９

平成24年4月6日
株式会社NTT
西日本アセッ
ト・プランニング

大阪府大阪市
西区土佐堀１
－３－３４

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

1,144,080 1,144,080 100.0% －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借に
付随する分担金であるため随意契約を
行うものである。

①ロ（付随する
もの）

－

426
三木宿舎の賃貸借契約
317.94㎡

分任支出負担行為
担当官　近畿農政
局淀川水系土地改
良調査管理事務所
次長　吉田　光広

兵庫県三木市
志染町三津田
１５２５

平成24年4月6日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ － － －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に限定される賃貸借契
約

①ロ －

427
南ヶ丘宿舎の賃貸借契
約　214.16㎡

分任支出負担行為
担当官　近畿農政
局淀川水系土地改
良調査管理事務所
次長　吉田　光広

兵庫県三木市
志染町三津田
１５２５

平成24年4月6日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ － － －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に限定される賃貸借契
約

①ロ －

428

大和紀伊平野農業水利
事業（二期）紀伊平野県
営右岸幹線水路（六箇井
幹線水路その４他）改修
工事に伴う損失補償契
約

分任支出負担行為
担当官　近畿農政
局大和紀伊平野農
業水利事務所長
岩田勝男

奈良県橿原市
城殿町４５９

平成24年4月12日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（用地補
償）

－ － － －

公共事業の施行に起因し、不可避的に
生ずる損害に関して契約を行うものであ
り、工事に起因して損害等を受ける権利
者との契約であり、場所及び契約相手
方が特定されるため、随意契約をおこな
うものである。

①ロに準ずる
と認められる
もの（財務省
に個別に協議
し認められた
もの）

－
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429
平成２４年度収入減尐影
響緩和対策積立金管理
業務委託契約

支出負担行為担当
官　近畿農政局長
小栗邦夫

京都府京都市
上京区西洞院
通下長者町下
ル丁子風呂町
１０２

平成24年4月18日
滋賀県農業再
生協議会

滋賀県大津市
松本１丁目２
－２０

会計法第２
９条の３第４
項（法令等
の規定）

2,781,000 2,781,000 100.0% －

水田・畑作経営所得安定対策（収入減
尐影響緩和交付金）実施要領（別紙７）
１の（１）の規定に基づき、農林水産大臣
が都道府県知事の意見を聞いて、都道
府県毎に積立金管理者を指定している
ため。

①イ（イ） －

430

大和紀伊平野農業水利
事業（二期）大和平野団
体営御所工区観音寺線
他改修工事に係る土地
返還に伴う損失補償契
約

分任支出負担行為
担当官　近畿農政
局大和紀伊平野農
業水利事務所長
岩田勝男

奈良県橿原市
城殿町４５９

平成24年5月28日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（用地補
償）

－ － － －

公共事業の施行に起因し、不可避的に
生ずる損害に関して契約を行うものであ
り、工事に起因して損害等を受ける権利
者との契約であり、場所及び契約相手
方が特定されるため、随意契約をおこな
うものである。

①ロに準ずる
と認められる
もの（財務省
に個別に協議
し認められた
もの）

－

431

大和紀伊平野農業水利
事業（二期）団体営御所
工区観音寺線他改修工
事に伴う損失補償契約

分任支出負担行為
担当官　近畿農政
局大和紀伊平野農
業水利事務所長
岩田勝男

奈良県橿原市
城殿町４５９

平成24年6月5日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（用地補
償）

－ － －

公共事業の施行に起因し、不可避的に
生ずる損害に関して契約を行うものであ
り、工事に起因して損害等を受ける権利
者との契約であり、場所及び契約相手
方が特定されるため、随意契約をおこな
うものである。

①ロに準ずる
と認められる
もの（財務省
に個別に協議
し認められた
もの）

－

432

大和紀伊平野農業水利
事業（二期）藤崎井水路
(山口西その2)建設工事
に伴う電気設備の移転
補償契約

分任支出負担行為
担当官　近畿農政
局大和紀伊平野農
業水利事務所長
岩田勝男

奈良県橿原市
城殿町４５９

平成24年6月22日
関西電力株式
会社　和歌山
営業所

和歌山県和歌
山市岡山丁４
０

会計法第２
９条の３第４
項（用地補
償）

－ － －

公共事業の施行に起因し、不可避的に
生ずる損害に関して契約を行うものであ
り、工事に起因して損害等を受ける権利
者との契約であり、場所及び契約相手
方が特定されるため、随意契約をおこな
うものである。

①ロに準ずる
と認められる
もの（財務省
に個別に協議
し認められた
もの）

－

433

大和紀伊平野農業水利
事業（二期）藤崎井水路
(山口西その2)建設工事
に伴う電気通信設備の
移転等補償契約

分任支出負担行為
担当官　近畿農政
局大和紀伊平野農
業水利事務所長
岩田勝男

奈良県橿原市
城殿町４５９

平成24年6月22日
西日本電信電
話株式会社和
歌山支店

和歌山県和歌
山市一番丁５
番地

会計法第２
９条の３第４
項（用地補
償）

－ － －

公共事業の施行に起因し、不可避的に
生ずる損害に関して契約を行うものであ
り、工事に起因して損害等を受ける権利
者との契約であり、場所及び契約相手
方が特定されるため、随意契約をおこな
うものである。

①ロに準ずる
と認められる
もの（財務省
に個別に協議
し認められた
もの）

－

434

大和紀伊平野農業水利
事業（一期）国営西部幹
線水路等（馬見サイホン
円筒分水工接続他）改修
工事に伴う損失補償契
約

分任支出負担行為
担当官　近畿農政
局大和紀伊平野農
業水利事務所長
岩田勝男

奈良県橿原市
城殿町４５９

平成24年6月26日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（用地補
償）

－ － －

公共事業の施行に起因し、不可避的に
生ずる損害に関して契約を行うものであ
り、工事に起因して損害等を受ける権利
者との契約であり、場所及び契約相手
方が特定されるため、随意契約をおこな
うものである。

①ロに準ずる
と認められる
もの（財務省
に個別に協議
し認められた
もの）

－

435
旧山口農政事務所地域
第二課庁舎敷地賃貸借

分任支出負担行為
担当官　中国四国
農政局山口地域セ
ンター長　吉本俊彦

山口県山口市
中河原町６番
１６号

平成24年4月2日
周南農業協同
組合

山口県下松市
西柳二丁目３
番４８号

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 2,131,200 － －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借契
約

①ロ －

436
中国四国農政局四国土
地改良調査管理事務所
職員宿舎建物等賃貸借

分任支出負担行為
担当官　中国四国
農政局四国土地改
良調査管理事務所
長　森　丈久

香川県丸亀市
飯山町真時６
７７－１

平成24年4月2日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,224,000 － －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借契
約

①ロ －

437
中国四国農政局四国土
地改良調査管理事務所
職員宿舎建物等賃貸借

分任支出負担行為
担当官　中国四国
農政局四国土地改
良調査管理事務所
長　森　丈久

香川県丸亀市
飯山町真時６
７７－１

平成24年4月2日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 3,840,000 － －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借契
約

①ロ －

438
平成２４年度建物賃貸借
契約

支出負担行為担当
官　中国四国農政
局　國弘　実

岡山市北区下
石井１－４－１

平成24年4月2日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,296,000 － －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借契
約

①ロ －

439
平成２４年度建物賃貸借
契約

支出負担行為担当
官　中国四国農政
局　國弘　実

岡山市北区下
石井１－４－１

平成24年4月2日
有限会社永代
開発

岡山市中区赤
田８５

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 2,832,000 － －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借契
約

①ロ －

440
旧中国四国農政局広島
農政事務所地域第一課
敷地賃貸借契約

分任支出負担行為
担当官　中国四国
農政局広島地域セ
ンター長　秋山研一

広島県広島市
中区上八丁堀
６－３０

平成24年4月2日 三原市
広島県三原市
港町三丁目５
－１

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 4,921,693 － －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借契
約

①ロ －

441
愛媛農政事務所地域第
一課土地借上料

分任支出負担行為
担当官　中国四国
農政局松山地域セ
ンター長　本鍛治
千修

愛媛県松山市
宮田町１８８番
地

平成24年4月2日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 2,280,000 － －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借契
約

①ロ －

442 宿舎建物賃貸借料

分任支出負担行為
担当官　中国四国
農政局中国土地改
良調査管理事務所

長　中西昭弘

広島県広島市
安佐北区可部

2-6-15
平成24年4月2日

株式会社大和
興産

広島県広島市
安佐北区可部

4-11-5

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 2,690,400 － －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借契
約

①ロ －
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443 宿舎建物賃貸借料

分任支出負担行為
担当官　中国四国
農政局中国土地改
良調査管理事務所

長　中西昭弘

広島県広島市
安佐北区可部

2-6-15
平成24年4月2日

個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,392,000 － －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借契
約

①ロ －

444 宿舎建物賃貸借料

分任支出負担行為
担当官　中国四国
農政局中国土地改
良調査管理事務所

長　中西昭弘

広島県広島市
安佐北区可部

2-6-15
平成24年4月2日

有限会社沼田
商店

広島県広島市
安佐北区可部

3-7-5

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,080,000 － －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借契
約

①ロ －

445 宿舎建物賃貸借料

分任支出負担行為
担当官　中国四国
農政局中国土地改
良調査管理事務所

長　中西昭弘

広島県広島市
安佐北区可部

2-6-15
平成24年4月2日

個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,416,000 － －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借契
約

①ロ －

446
中国四国農政局那賀川
農地防災事業所庁舎敷
地賃貸借料

分任支出負担行為
担当官代理　中国
四国農政局那賀川
農地防災事業所長
金光　譲二

徳島県阿南市
日開野町西居
内４５６

平成24年4月2日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 6,104,604 － －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借契
約

①ロ －

447
中国四国農政局那賀川
農地防災事業所職員宿
舎賃貸借料

分任支出負担行為
担当官代理　中国
四国農政局那賀川
農地防災事業所長
金光　譲二

徳島県阿南市
日開野町西居
内４５６

平成24年4月2日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 2,412,000 － －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借契
約

①ロ －

448
中国四国農政局那賀川
農地防災事業所職員宿
舎賃貸借料

分任支出負担行為
担当官代理　中国
四国農政局那賀川
農地防災事業所長
金光　譲二

徳島県阿南市
日開野町西居
内４５６

平成24年4月2日
株式会社アイ
テイスト

徳島県阿南市
富岡町トノ町１
１３－３

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,704,000 － －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借契
約

①ロ －

449
中国四国農政局那賀川
農地防災事業所職員宿
舎賃貸借料

分任支出負担行為
担当官代理　中国
四国農政局那賀川
農地防災事業所長
金光　譲二

徳島県阿南市
日開野町西居
内４５６

平成24年4月2日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 912,000 － －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借契
約

①ロ －

450
中国四国農政局那賀川
農地防災事業所職員宿
舎賃貸借料

分任支出負担行為
担当官代理　中国
四国農政局那賀川
農地防災事業所長
金光　譲二

徳島県阿南市
日開野町西居
内４５６

平成24年4月2日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 852,000 － －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借契
約

①ロ －

451
中国四国農政局那賀川
農地防災事業所職員宿
舎賃貸借料

分任支出負担行為
担当官代理　中国
四国農政局那賀川
農地防災事業所次
長　井上　圭二

徳島県阿南市
日開野町西居
内４５６

平成24年4月2日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 2,340,000 － －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借契
約

①ロ －

452
中国四国農政局那賀川
農地防災事業所職員宿
舎賃貸借料

分任支出負担行為
担当官代理　中国
四国農政局那賀川
農地防災事業所長
金光　譲二

徳島県阿南市
日開野町西居
内４５６

平成24年4月2日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,608,000 － －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借契
約

①ロ －

453
中国四国農政局那賀川
農地防災事業所職員宿
舎賃貸借料

分任支出負担行為
担当官代理　中国
四国農政局那賀川
農地防災事業所長
金光　譲二

徳島県阿南市
日開野町西居
内４５６

平成24年4月2日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,200,000 － －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借契
約

①ロ －

454
庁舎建物賃貸借料
Ｈ24.4.1～Ｈ25.3.31

分任支出負担行為
担当官　中国四国
農政局岡山南部農
業水利事業所長
江間　敏介

岡山県総社市
中央1-5-35

平成24年4月6日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 5,040,000 － －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借契
約

①ロ －

455
職員宿舎建物賃貸借料
Ｈ24.4.1～Ｈ25.3.31

分任支出負担行為
担当官　中国四国
農政局岡山南部農
業水利事業所長
江間　敏介

岡山県総社市
中央1-5-35

平成24年4月6日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,560,000 － －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借契
約

①ロ －

456
職員宿舎建物賃貸借料
Ｈ24.4.1～Ｈ25.3.31

分任支出負担行為
担当官　中国四国
農政局岡山南部農
業水利事業所長
江間　敏介

岡山県総社市
中央1-5-35

平成24年4月6日
土井建設株式
会社

岡山県総社市
総社1-1-50

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 828,000 － －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借契
約

①ロ －



氏名並びにその所
属する部局の名称

所在地
商号または名

称
住所

予定価格 契約金額 落札率
再就職
の役員
の数

契約担当官等

番号 契約名称及び内容 随意契約によらざるを得ない理由

随意契約によ
らざるを得ない
場合とした財務
大臣通知上の
根拠区分

備　　考契約締結日

契約の相手方 随意契約に
よることとし
た会計法令
の根拠条文
及び理由

457
職員宿舎建物賃貸借料
Ｈ24.4.1～Ｈ25.3.31

分任支出負担行為
担当官　中国四国
農政局岡山南部農
業水利事業所長
江間　敏介

岡山県総社市
中央1-5-35

平成24年4月6日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 2,196,000 － －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借契
約

①ロ －

458
平成２４年度　庁舎賃貸
借契約

分任支出負担行為
担当官　中国四国
農政局高瀬農地保
全事業所長　大倉
和幸

高知県高岡郡
佐川町甲１５９
１

平成24年4月6日
株式会社ＮＴＴ
西日本アセッ
ト・プランニング

松山市山越３
丁目１５－１５

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 5,340,636 － －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借契
約

①ロ －

459 職員宿舎賃貸借

分任支出負担行為
担当官　中国四国
農政局高瀬農地保
全事業所長　大倉
和幸

高知県高岡郡
佐川町甲１５９
１

平成24年4月6日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,575,000 － －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから、場所が限定
され、供給者が一に特定される賃貸借
契約

①ロ －

460 職員宿舎賃貸借

分任支出負担行為
担当官　中国四国
農政局高瀬農地保
全事業所長　大倉
和幸

高知県高岡郡
佐川町甲１５９
１

平成24年4月6日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,392,000 － －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから、場所が限定
され、供給者が一に特定される賃貸借
契約

①ロ －

461 職員宿舎賃貸借

分任支出負担行為
担当官　中国四国
農政局高瀬農地保
全事業所長　大倉
和幸

高知県高岡郡
佐川町甲１５９
１

平成24年4月6日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,620,000 － －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから、場所が限定
され、供給者が一に特定される賃貸借
契約

①ロ －

462
中国四国農政局四国東
部農地防災事務所職員
宿舎敷地賃貸借料

分任支出負担行為
担当官　中国四国
農政局四国東部農
地防災事務所長
石川　佳市

徳島県板野郡
板野町川端字
庄境２-１

平成24年4月6日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,926,000 － －
職員宿舎敷地の借り上げであり、競争
を許さないため。

①ロ －

463
中国四国農政局四国東
部農地防災事務所職員
宿舎建物賃貸借料

分任支出負担行為
担当官　中国四国
農政局四国東部農
地防災事務所長
石川　佳市

徳島県板野郡
板野町川端字
庄境２-１

平成24年4月6日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 2,232,000 － －
職員宿舎の借り上げであり、競争を許さ
ないため。

①ロ －

464
中国四国農政局四国東
部農地防災事務所職員
宿舎建物賃貸借料

分任支出負担行為
担当官　中国四国
農政局四国東部農
地防災事務所長
石川　佳市

徳島県板野郡
板野町川端字
庄境２-１

平成24年4月6日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,464,000 － －
職員宿舎の借り上げであり、競争を許さ
ないため。

①ロ －

465
中国四国農政局四国東
部農地防災事務所職員
宿舎建物賃貸借料

分任支出負担行為
担当官　中国四国
農政局四国東部農
地防災事務所長
石川　佳市

徳島県板野郡
板野町川端字
庄境２-１

平成24年4月6日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 840,000 － －
職員宿舎の借り上げであり、競争を許さ
ないため。

①ロ －

466
中国四国農政局四国東
部農地防災事務所職員
宿舎建物賃貸借料

分任支出負担行為
担当官　中国四国
農政局四国東部農
地防災事務所長
石川　佳市

徳島県板野郡
板野町川端字
庄境２-１

平成24年4月6日
有限会社幸産
業

徳島県板野郡
藍住町奥野字
乾12－1

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 840,000 － －
職員宿舎の借り上げであり、競争を許さ
ないため。

①ロ －

467
中国四国農政局四国東
部農地防災事務所職員
宿舎建物賃貸借料

分任支出負担行為
担当官　中国四国
農政局四国東部農
地防災事務所長
石川　佳市

徳島県板野郡
板野町川端字
庄境２-１

平成24年4月6日
有限会社幸産
業

徳島県板野郡
藍住町奥野字
乾12－1

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,728,000 － －
職員宿舎の借り上げであり、競争を許さ
ないため。

①ロ －

468
中国四国農政局四国東
部農地防災事務所職員
宿舎建物賃貸借料

分任支出負担行為
担当官　中国四国
農政局四国東部農
地防災事務所長
石川　佳市

徳島県板野郡
板野町川端字
庄境２-１

平成24年4月6日
株式会社勧誠
濱六コーポ
レート

徳島県板野郡
藍住町徳命字
元村146－11

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,392,000 － －
職員宿舎の借り上げであり、競争を許さ
ないため。

①ロ －

469
中国四国農政局四国東
部農地防災事務所職員
宿舎建物賃貸借料

分任支出負担行為
担当官　中国四国
農政局四国東部農
地防災事務所長
石川　佳市

徳島県板野郡
板野町川端字
庄境２-１

平成24年4月6日
株式会社勧誠
濱六コーポ
レート

徳島県板野郡
藍住町徳命字
元村146－11

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 2,106,000 － －
職員宿舎の借り上げであり、競争を許さ
ないため。

①ロ －

470
中国四国農政局四国東
部農地防災事務所職員
宿舎建物賃貸借料

分任支出負担行為
担当官　中国四国
農政局四国東部農
地防災事務所長
石川　佳市

徳島県板野郡
板野町川端字
庄境２-１

平成24年4月6日
株式会社勧誠
濱六コーポ
レート

徳島県板野郡
藍住町徳命字
元村146－11

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 3,036,000 － －
職員宿舎の借り上げであり、競争を許さ
ないため。

①ロ －



氏名並びにその所
属する部局の名称

所在地
商号または名

称
住所

予定価格 契約金額 落札率
再就職
の役員
の数

契約担当官等

番号 契約名称及び内容 随意契約によらざるを得ない理由

随意契約によ
らざるを得ない
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大臣通知上の
根拠区分

備　　考契約締結日

契約の相手方 随意契約に
よることとし
た会計法令
の根拠条文
及び理由

471
中国四国農政局四国東
部農地防災事務所職員
宿舎建物賃貸借料

分任支出負担行為
担当官　中国四国
農政局四国東部農
地防災事務所長
石川　佳市

徳島県板野郡
板野町川端字
庄境２-１

平成24年4月6日
株式会社勧誠
濱六コーポ
レート

徳島県板野郡
藍住町徳命字
元村146－11

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 4,392,000 － －
職員宿舎の借り上げであり、競争を許さ
ないため。

①ロ －

472
中国四国農政局四国東
部農地防災事務所職員
宿舎建物賃貸借料

分任支出負担行為
担当官　中国四国
農政局四国東部農
地防災事務所長
石川　佳市

徳島県板野郡
板野町川端字
庄境２-１

平成24年4月6日
株式会社勧誠
濱六コーポ
レート

徳島県板野郡
藍住町徳命字
元村146－11

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 2,856,000 － －
職員宿舎の借り上げであり、競争を許さ
ないため。

①ロ －

473
中国四国農政局四国東
部農地防災事務所職員
宿舎建物賃貸借料

分任支出負担行為
担当官　中国四国
農政局四国東部農
地防災事務所長
石川　佳市

徳島県板野郡
板野町川端字
庄境２-１

平成24年4月6日
株式会社勧誠
濱六コーポ
レート

徳島県板野郡
藍住町徳命字
元村146－11

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,662,000 － －
職員宿舎の借り上げであり、競争を許さ
ないため。

①ロ －

474
中国四国農政局四国東
部農地防災事務所庁舎
敷地賃貸借料

分任支出負担行為
担当官　中国四国
農政局四国東部農
地防災事務所長
石川　佳市

徳島県板野郡
板野町川端字
庄境２-１

平成24年4月6日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,122,000 － －
庁舎敷地の借り上げであり、競争を許さ
ないため。

①ロ －

475
中国四国農政局四国東
部農地防災事務所庁舎
敷地賃貸借料

分任支出負担行為
担当官　中国四国
農政局四国東部農
地防災事務所長
石川　佳市

徳島県板野郡
板野町川端字
庄境２-１

平成24年4月6日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,092,540 － －
庁舎敷地の借り上げであり、競争を許さ
ないため。

①ロ －

476
中国四国農政局四国東
部農地防災事務所庁舎
敷地賃貸借料

分任支出負担行為
担当官　中国四国
農政局四国東部農
地防災事務所長
石川　佳市

徳島県板野郡
板野町川端字
庄境２-１

平成24年4月6日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 2,098,380 － －
庁舎敷地の借り上げであり、競争を許さ
ないため。

①ロ －

477
中国四国農政局四国東
部農地防災事務所庁舎
敷地賃貸借料

分任支出負担行為
担当官　中国四国
農政局四国東部農
地防災事務所長
石川　佳市

徳島県板野郡
板野町川端字
庄境２-１

平成24年4月6日
板野郡農業協
同組合

徳島県阿波市
土成町土成字
寒方64-1

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,078,560 － －
庁舎敷地の借り上げであり、競争を許さ
ないため。

①ロ －

478
中国四国農政局四国東
部農地防災事務所庁舎
敷地賃貸借料

分任支出負担行為
担当官　中国四国
農政局四国東部農
地防災事務所長
石川　佳市

徳島県板野郡
板野町川端字
庄境２-１

平成24年4月6日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,011,780 － －
庁舎敷地の借り上げであり、競争を許さ
ないため。

①ロ －

479
東部支所庁舎（普通財
産）借受

分任支出負担行為
担当官　中国四国
農政局四国東部農
地防災事務所長
石川　佳市

徳島県板野郡
板野町川端字
庄境２-１

平成24年4月6日
中国四国農政
局徳島地域セ
ンター

徳島県徳島市
中昭和町2-32

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,103,468 － －
庁舎の借り上げであり、競争を許さない
ため。

①ロ －

480

吉野川下流域農地防災
事業
平成24年度土地改良施
設維持管理委託業務

分任支出負担行為
担当官　中国四国
農政局四国東部農
地防災事務所長
石川　佳市

徳島県板野郡
板野町川端字
庄境２-１

平成24年4月6日
吉野川下流域
土地改良区

徳島県鳴門市
大麻町萩原字
アコメン3-1

会計法第２
９条の３第４
項（法令等
の規定）

7,819,350 7,819,350 100% －

維持管理の委託を行う施設は、国営事
業で造成されたものであり、委託先は事
業完了後の国営造成施設の予定管理
者である吉野川下流域土地改良区であ
るので競争を許さないため。

①イ（イ） －

481

吉野川下流域農地24年
度第2大谷川取水施設維
持管理委託業務

分任支出負担行為
担当官　中国四国
農政局四国東部農
地防災事務所長
石川　佳市

徳島県板野郡
板野町川端字
庄境２-１

平成24年4月6日
吉野川下流域
土地改良区

徳島県鳴門市
大麻町萩原字
アコメン3-1

会計法第２
９条の３第４
項（法令等
の規定）

4,622,528 4,622,528 100% －

維持管理の委託を行う施設は、国営事
業で造成されたものであり、委託先は事
業完了後の国営造成施設の予定管理
者である吉野川下流域土地改良区であ
るので競争を許さないため。

①イ（イ） －

482
北部幹線水路（桧工区そ
の6）工事に伴う補償代
金

分任支出負担行為
担当官　中国四国
農政局四国東部農
地防災事務所長
石川　佳市

徳島県板野郡
板野町川端字
庄境２-１

平成24年4月6日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（用地補
償）

－ 1,415,691 － －

公共事業の施行に伴う損失補償に関し
て契約を行うものであり、工事に必要と
なる土地等の権利者との契約であり、場
所及び契約相手方が特定されるもので
あるため。

①ロに準ずる
と認められる
もの（財務省
に個別に協議
し認められた
もの）

－

483
北部幹線水路（大寺工区
その5）工事に係る補償
代金

分任支出負担行為
担当官　中国四国
農政局四国東部農
地防災事務所長
石川　佳市

徳島県板野郡
板野町川端字
庄境２-１

平成24年4月6日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（用地補
償）

－ 2,098,764 － －

公共事業の施行に伴う損失補償に関し
て契約を行うものであり、工事に必要と
なる土地等の権利者との契約であり、場
所及び契約相手方が特定されるもので
あるため。

①ロに準ずる
と認められる
もの（財務省
に個別に協議
し認められた
もの）

－

484
柿原取水口沈砂池その3
他工事に伴う補償代金

分任支出負担行為
担当官　中国四国
農政局四国東部農
地防災事務所長
石川　佳市

徳島県板野郡
板野町川端字
庄境２-１

平成24年4月6日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（用地補
償）

－ 1,024,272 － －

公共事業の施行に伴う損失補償に関し
て契約を行うものであり、工事に必要と
なる土地等の権利者との契約であり、場
所及び契約相手方が特定されるもので
あるため。

①ロに準ずる
と認められる
もの（財務省
に個別に協議
し認められた
もの）

－
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485
柿原取水口沈砂池その3
他工事に伴う補償代金

分任支出負担行為
担当官　中国四国
農政局四国東部農
地防災事務所長
石川　佳市

徳島県板野郡
板野町川端字
庄境２-１

平成24年4月6日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（用地補
償）

－ 1,000,954 － －

公共事業の施行に伴う損失補償に関し
て契約を行うものであり、工事に必要と
なる土地等の権利者との契約であり、場
所及び契約相手方が特定されるもので
あるため。

①ロに準ずる
と認められる
もの（財務省
に個別に協議
し認められた
もの）

－

486
柿原取水口沈砂池その3
他工事に伴う補償代金

分任支出負担行為
担当官　中国四国
農政局四国東部農
地防災事務所長
石川　佳市

徳島県板野郡
板野町川端字
庄境２-１

平成24年4月6日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（用地補
償）

－ 1,752,108 － －

公共事業の施行に伴う損失補償に関し
て契約を行うものであり、工事に必要と
なる土地等の権利者との契約であり、場
所及び契約相手方が特定されるもので
あるため。

①ロに準ずる
と認められる
もの（財務省
に個別に協議
し認められた
もの）

－

487
柿原取水口沈砂池その3
他工事に伴う補償代金

分任支出負担行為
担当官　中国四国
農政局四国東部農
地防災事務所長
石川　佳市

徳島県板野郡
板野町川端字
庄境２-１

平成24年4月6日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（用地補
償）

－ 1,555,572 － －

公共事業の施行に伴う損失補償に関し
て契約を行うものであり、工事に必要と
なる土地等の権利者との契約であり、場
所及び契約相手方が特定されるもので
あるため。

①ロに準ずる
と認められる
もの（財務省
に個別に協議
し認められた
もの）

－

488
柿原取水口沈砂池その3
他工事に伴う補償代金

分任支出負担行為
担当官　中国四国
農政局四国東部農
地防災事務所長
石川　佳市

徳島県板野郡
板野町川端字
庄境２-１

平成24年4月6日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（用地補
償）

－ 1,575,324 － －

公共事業の施行に伴う損失補償に関し
て契約を行うものであり、工事に必要と
なる土地等の権利者との契約であり、場
所及び契約相手方が特定されるもので
あるため。

①ロに準ずる
と認められる
もの（財務省
に個別に協議
し認められた
もの）

－

489
柿原取水口沈砂池その3
他工事に伴う補償代金

分任支出負担行為
担当官　中国四国
農政局四国東部農
地防災事務所長
石川　佳市

徳島県板野郡
板野町川端字
庄境２-１

平成24年4月6日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（用地補
償）

－ 4,061,532 － －

公共事業の施行に伴う損失補償に関し
て契約を行うものであり、工事に必要と
なる土地等の権利者との契約であり、場
所及び契約相手方が特定されるもので
あるため。

①ロに準ずる
と認められる
もの（財務省
に個別に協議
し認められた
もの）

－

490
柿原取水口沈砂池その3
他工事に伴う補償代金

分任支出負担行為
担当官　中国四国
農政局四国東部農
地防災事務所長
石川　佳市

徳島県板野郡
板野町川端字
庄境２-１

平成24年4月6日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（用地補
償）

－ 1,388,892 － －

公共事業の施行に伴う損失補償に関し
て契約を行うものであり、工事に必要と
なる土地等の権利者との契約であり、場
所及び契約相手方が特定されるもので
あるため。

①ロに準ずる
と認められる
もの（財務省
に個別に協議
し認められた
もの）

－

491
柿原取水口沈砂池その3
他工事に伴う補償代金

分任支出負担行為
担当官　中国四国
農政局四国東部農
地防災事務所長
石川　佳市

徳島県板野郡
板野町川端字
庄境２-１

平成24年4月6日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（用地補
償）

－ 1,213,656 － －

公共事業の施行に伴う損失補償に関し
て契約を行うものであり、工事に必要と
なる土地等の権利者との契約であり、場
所及び契約相手方が特定されるもので
あるため。

①ロに準ずる
と認められる
もの（財務省
に個別に協議
し認められた
もの）

－

492
大寺工区埋蔵文化財発
掘調査委託（その3）業務

分任支出負担行為
担当官　中国四国
農政局四国東部農
地防災事務所長
石川　佳市

徳島県板野郡
板野町川端庄
境2－1

平成24年4月6日 徳島県
徳島県徳島市
万代町１－1

会計法第２
９条の３第４
項（法令等
の規定）

26,145,000 26,145,000 100.0% －

文化財保護法第99条に基づき、徳島県
では徳島県教育委員会が埋蔵文化財
発掘調査を行うこととなっており競争を
許さないため。

①イ（イ） －

493 行政財産賃貸借契約

分任支出負担行為
担当官　中国四国
農政局香川用水土
器川沿岸農業水利
事業所長　原田　稔

香川県丸亀市
飯山町川原
1114-1　飯山
市民総合セン
ター3F

平成24年4月6日 丸亀市
香川県丸亀市
大手町二丁目
3-1

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 9,660,000 － －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借契
約

①ロ －

494 建物賃貸借契約

分任支出負担行為
担当官　中国四国
農政局香川用水土
器川沿岸農業水利
事業所長　原田　稔

香川県丸亀市
飯山町川原
1114-1　飯山
市民総合セン
ター3F

平成24年4月6日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 2,448,000 － －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借契
約

①ロ －

495 建物賃貸借契約

分任支出負担行為
担当官　中国四国
農政局香川用水土
器川沿岸農業水利
事業所長　原田　稔

香川県丸亀市
飯山町川原
1114-1　飯山
市民総合セン
ター3F

平成24年4月6日
株式会社パ
チックス

高知県高知市
葛島二丁目4-
9

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,800,000 － －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借契
約

①ロ －

496 建物賃貸借契約

分任支出負担行為
担当官　中国四国
農政局香川用水土
器川沿岸農業水利
事業所長　原田　稔

香川県丸亀市
飯山町川原
1114-1　飯山
市民総合セン
ター3F

平成24年4月6日
香川県土地改
良事業団体連
合会

香川県高松市
番町2丁目4番
27-301

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 2,520,000 － －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借契
約

①ロ －

497 建物賃貸借契約

分任支出負担行為
担当官　中国四国
農政局香川用水土
器川沿岸農業水利
事業所長　原田　稔

香川県丸亀市
飯山町川原
1114-1　飯山
市民総合セン
ター3F

平成24年4月6日
河田商事株式
会社

香川県観音寺
市栄町三丁目
1-16

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,248,000 － －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借契
約

①ロ －

498
平成２４年度建物使用貸
借（H24.4.1～H25.3.31）

分任支出負担行為
担当官　中国四国
農政局南周防農地
整備事業所長　菊
池　由則

山口県熊毛郡
田布施町大字
波野585-1

平成24年4月6日 山口県
山口市滝町1-
1

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 2,278,710 － －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借契
約

①ロ －
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根拠区分

備　　考契約締結日

契約の相手方 随意契約に
よることとし
た会計法令
の根拠条文
及び理由

499
平成２４年度建物賃貸借
料（H24.4.1～H25.3.31）

分任支出負担行為
担当官　中国四国
農政局南周防農地
整備事業所長　菊
池　由則

山口県熊毛郡
田布施町大字
波野585-1

平成24年4月6日
積和不動産中
国株式会社
徳山営業所

山口県下松市
末武下382-1

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 5,011,128 － －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借契
約

①ロ －

500
平成２４年度建物賃貸借
料（H24.4.1～H25.3.31）

分任支出負担行為
担当官　中国四国
農政局南周防農地
整備事業所長　菊
池　由則

山口県熊毛郡
田布施町大字
波野585-1

平成24年4月6日
積和不動産中
国株式会社
徳山営業所

山口県下松市
末武下382-1

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,639,950 － －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借契
約

①ロ －

501
平成２４年度建物賃貸借
料（H24.4.1～H25.3.31）

分任支出負担行為
担当官　中国四国
農政局南周防農地
整備事業所長　菊
池　由則

山口県熊毛郡
田布施町大字
波野585-1

平成24年4月6日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 2,761,500 － －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借契
約

①ロ －

502
宿舎建物賃貸借
（H24.4.1～H25.3.31）

分任支出負担行為
担当官　中国四国
農政局斐伊川沿岸
農業水利事業所長
宗岡　一正

島根県出雲市
斐川町荘原１
０５

平成24年4月6日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,704,000 － －
職員宿舎に係る賃貸借契約であり、場
所及び相手方が特定されるものである
ため。

①ロ －

503
斐伊川沿岸農業水利事
業所庁舎建物賃貸借
（H24.4.1～H25.3.31）

分任支出負担行為
担当官　中国四国
農政局斐伊川沿岸
農業水利事業所長
宗岡　一正

島根県出雲市
斐川町荘原１
０５

平成24年4月6日 出雲市
島根県出雲市
今市町７０

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 2,590,430 － －
事業所庁舎建物に係る賃貸借契約であ
り、場所及び相手方が特定されるもので
あるため。

①ロ －

504
斐伊川沿岸農業水利事
業所庁舎土地賃貸借
（H24.4.1～H25.3.31）

分任支出負担行為
担当官　中国四国
農政局斐伊川沿岸
農業水利事業所長
宗岡　一正

島根県出雲市
斐川町荘原１
０５

平成24年4月6日 出雲市
島根県出雲市
今市町７０

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,234,720 － －
事業所庁舎敷地に係る賃貸借契約であ
り、場所及び相手方が特定されるもので
あるため。

①ロ －

505
平成２４年度中海干拓事
業弓浜工区土地改良施
設管理業務委託

支出負担行為担当
官代理　中国四国
農政局総務部長
大藪廣明

岡山県岡山市
北区下石井１
－４－１

平成24年5月1日
米川土地改良
区

鳥取県米子市
糀町一丁目１
６０番地

会計法第２
９条の３第４
項（法令等
の規定）

5,016,143 5,016,143 100.0% －

　本業務は、中海干拓建設事業による
造成施設の管理を、土地改良法第８７
条の３第１５項で準用する同法第８７条
の２第６項の協議における予定管理者
である相手方に対して委託するため

①イ（イ） －

506
平成２４年度中海干拓事
業彦名工区土地改良施
設管理業務委託

支出負担行為担当
官代理　中国四国
農政局総務部長
大藪廣明

岡山県岡山市
北区下石井１
－４－１

平成24年5月1日
米川土地改良
区

鳥取県米子市
糀町一丁目１
６０番地

会計法第２
９条の３第４
項（法令等
の規定）

4,866,143 4,866,143 100.0% －

　本業務は、中海干拓建設事業による
造成施設の管理を、土地改良法第８７
条の３第１５項で準用する同法第８７条
の２第６項の協議における予定管理者
である相手方に対して委託するため

①イ（イ） －

507

吉野川下流域農地防災
事業
平成24年度国営分水工
別受益面積整理委託業
務

分任支出負担行為
担当官　中国四国
農政局四国東部農
地防災事務所長
石川　佳市

徳島県板野郡
板野町川端字
庄境２-１

平成24年5月7日
吉野川下流域
土地改良区

徳島県鳴門市
大麻町萩原字
アコメン3-1

会計法第２
９条の３第４
項（法令等
の規定）

9,555,000 9,555,000 100.0% －

本委託業務は、土地改良区が所有し、
土地改良法２９条第４項の規定により、
組合員及び事業に利害関係のある者以
外には開示できないこととなっている土
地原簿のデータを用いる必要があり、契
約の相手方が法令の規定により一に定
められているため。

①イ（イ） －

508

吉野川下流域農地防災
事業
平成24年度中島加圧機
場保安維持管理操作委
託業務

分任支出負担行為
担当官　中国四国
農政局四国東部農
地防災事務所長
石川　佳市

徳島県板野郡
板野町川端字
庄境2－1

平成24年5月16日
中島用水土地
改良区

徳島県板野郡
藍住町笠木字
中野165－8

会計法第２
９条の３第４
項（法令等
の規定）

3,774,251 3,774,251 100.0% －

維持管理の委託を行う施設は、国営事
業で造成されたものであり、委託先は事
業完了後の国営造成施設の予定管理
者である中島用水土地改良区であるの
で競争を許さないため。

①イ（イ） －

509
北部幹線水路（2号水位
流量調整施設）建設工事
外に係る補償代金

分任支出負担行為
担当官　中国四国
農政局四国東部農
地防災事務所長
石川　佳市

徳島県板野郡
板野町川端字
庄境２-１

平成24年5月21日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（用地補
償）

－ 1,876,176 － －

公共事業の施行に伴う損失補償に関し
て契約を行うものであり、工事に必要と
なる土地等の権利者との契約であり、場
所及び契約相手方が特定されるもので
あるため。

①ロに準ずる
と認められる
もの（財務省
に個別に協議
し認められた
もの）

－

510
北部幹線水路（大寺工区
その9）工事に伴う区分
地上権設定対価

分任支出負担行為
担当官　中国四国
農政局四国東部農
地防災事務所長
石川　佳市

徳島県板野郡
板野町川端字
庄境２-１

平成24年6月5日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（用地補
償）

－ 2,408,793 － －

公共事業の施行に伴う権利の設定に関
して契約を行うものであり、工事に必要
となる土地等の権利者との契約であり、
場所及び契約相手方が特定されるもの
であるため。

①ロに準ずる
と認められる
もの（財務省
に個別に協議
し認められた
もの）

－

511
平成２４年度国営南周防
土地改良事業に係る換
地処分等業務

支出負担行為担当
官　中国四国農政
局長　國弘　実

岡山県岡山市
北区下石井1-
4-1

平成24年6月6日 山口県
山口県山口市
滝町1-1

会計法第２
９条の３第４
項（法令等
の規定）

27,096,000 27,096,000 100.0% －
土地改良法第８９条の２及び同法施行
令５１条の５の規定により契約の相手方
が都道府県知事と定められているため。

①イ（イ） －



氏名並びにその所
属する部局の名称

所在地
商号または名

称
住所

予定価格 契約金額 落札率
再就職
の役員
の数

契約担当官等

番号 契約名称及び内容 随意契約によらざるを得ない理由

随意契約によ
らざるを得ない
場合とした財務
大臣通知上の
根拠区分

備　　考契約締結日

契約の相手方 随意契約に
よることとし
た会計法令
の根拠条文
及び理由

512

南周防農地整備事業
波野（木地）団地外埋蔵
文化財発掘調査委託業
務

支出負担行為担当
官　中国四国農政
局長　國弘　実

岡山県岡山市
北区下石井1-
4-1

平成24年6月12日
財団法人山口
県ひとづくり財
団

山口県山口市
秋穂二島1062
番地

会計法第２
９条の３第４
項（法令等
の規定）

76,880,000 76,880,000 100.0% 0
地方公共団体の取決めにより、契約の
相手方が一に定められているもの

①イ（ニ） －

513
香川用水農業水利事業
高瀬支線水路改修（その
２）工事に伴う補償金

分任支出負担行為
担当官　中国四国
農政局香川用水土
器川沿岸農業水利
事業所長　原田　稔

香川県丸亀市
飯山町川原
1114-1　飯山
市民総合セン
ター3F

平成24年6月15日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（用地補
償）

－ 1,223,990 － －

公共事業の施行に伴う損失補償に関し
て契約を行うものであり、工事に必要と
なる土地等の権利者との契約であり、場
所及び契約相手方が特定されるもの。

①ロに準ずる
と認められる
もの（財務省
に個別に協議
し認められた
もの）

－

514
笠岡湾干拓地区共用導
水路(Ⅰ)１号サイホン区
分地上権更新代

支出負担行為担当
官　中国四国農政
局長　國弘　実

岡山県岡山市
北区下石井1
丁目－4－1

平成24年6月20日
岡山県公営企
業管理者

岡山県岡山市
北区内山下2
丁目4－6

会計法第２
９条の３第４
項（用地補
償）

－ 1,442,660 － －

公共事業の施行に伴う権利の設定に関
して契約を行うものであり、工事に必要
となる土地等の権利者との契約であり、
場所及び契約相手方が特定されるもの
であるため。

①ロに準ずる
と認められる
もの（財務省
に個別に協議
し認められた
もの）

－

515
大寺工区埋蔵文化財発
掘調査委託（その4）業務

分任支出負担行為
担当官　中国四国
農政局四国東部農
地防災事務所長
石川　佳市

徳島県板野郡
板野町川端字
庄境2－1

平成24年6月29日 徳島県
徳島県徳島市
万代町１－1

会計法第２
９条の３第４
項（法令等
の規定）

13,167,000 13,167,000 100.0% －

文化財保護法第99条に基づき、徳島県
では徳島県教育委員会が埋蔵文化財
発掘調査を行うこととなっており競争を
許さないため。

①イ（イ） －

516
延岡地域センター大貫庁
舎敷地代

分任支出負担行為
担当官　九州農政
局宮崎地域センター
長　林淳一

宮崎県宮崎市
老松2丁目3-
17

平成24年4月2日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 2,148,000 － －
土地・建物の継続する賃貸借契約であ
り、契約相手方が特定されるため。

①ロ －

517
平成24年度倉庫賃貸借
契約
仮設プレハブ1棟

分任支出負担行為
担当官　九州農政
局曽於北部農業水
利事業所長　米川
公一

鹿児島県曽於
市財部町南俣
667

平成24年4月2日
日建ハウス工
業株式会社

宮崎県宮崎市
大塚町宮田
2846-2

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

1,638,000 1,638,000 100.0% －
継続する建物賃貸借契約であり、契約
の相手方が特定されるため。

①ロ －

518
平成24年度収入減尐影
響緩和対策積立金管理
業務委託事業

支出負担行為担当
官　九州農政局長
吉村馨

熊本県熊本市
西区春日2-
10-1

平成24年4月6日

福岡県担い手
産地育成総合
支援協議会担
い手経営支援
部会

福岡市中央区
天神4-10-12

会計法第２
９条の３第４
項（法令等
の規定）

2,228,100 2,228,100 100.0% －

収入減尐影響緩和対策加入者の積立
金管理委託事業について、農林水産大
臣が指定した積立金管理者に特定され
るため

①イ（イ） －

519
平成24年度収入減尐影
響緩和対策積立金管理
業務委託事業

支出負担行為担当
官　九州農政局長
吉村馨

熊本県熊本市
西区春日2-
10-1

平成24年4月6日
熊本県担い手
育成総合支援
協議会

熊本市中央区
水前寺6-18-1

会計法第２
９条の３第４
項（法令等
の規定）

2,125,200 2,125,200 100.0% －

収入減尐影響緩和対策加入者の積立
金管理委託事業について、農林水産大
臣が指定した積立金管理者に特定され
るため

①イ（イ） －

520
平成24年度収入減尐影
響緩和対策積立金管理
業務委託事業

支出負担行為担当
官　九州農政局長
吉村馨

熊本県熊本市
西区春日2-
10-1

平成24年4月6日
大分県担い手
育成総合支援
協議会

大分市舞鶴町
1-4-15

会計法第２
９条の３第４
項（法令等
の規定）

1,146,600 1,146,600 100.0% －

収入減尐影響緩和対策加入者の積立
金管理委託事業について、農林水産大
臣が指定した積立金管理者に特定され
るため

①イ（イ） －

521
平成24年度収入減尐影
響緩和対策積立金管理
業務委託事業

支出負担行為担当
官　九州農政局長
吉村馨

熊本県熊本市
西区春日2-
10-1

平成24年4月6日
宮崎県担い手
育成総合支援
協議会

宮崎市恒久1-
7-14

会計法第２
９条の３第４
項（法令等
の規定）

1,464,750 1,464,750 100.0% －

収入減尐影響緩和対策加入者の積立
金管理委託事業について、農林水産大
臣が指定した積立金管理者に特定され
るため

①イ（イ） －

522
平成24年度事務所敷地
賃貸借契約(使用面積
2,105㎡)

分任支出負担行為
担当官　九州農政
局北部九州土地改
良調査管理事務所
長　梶原義範

福岡県久留米
市荒木町白口
891-20

平成24年4月6日 久留米市
福岡県久留米
市城南町15-3

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

1,171,011 1,171,011 100.0% －
庁舎敷地の継続する土地賃貸借契約で
あり契約相手方が特定されるため

①ロ －

523
平成24年度庁舎敷地賃
貸借料
H24.4.1～H25.3.31

分任支出負担行為
担当官　九州農政
局筑後川下流白石
平野農業水利事業
所長　尾川幸彦

佐賀県杵島郡
白石町大字東
郷1612-3

平成24年4月6日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 2,682,600 － －
庁舎敷地の継続する土地賃貸借契約で
あり契約相手方が特定されるため。

①ロ －

524
職員宿舎賃貸借料(東郷
2号)
H24.4.1～H25.3.31

分任支出負担行為
担当官　九州農政
局筑後川下流白石
平野農業水利事業
所長　尾川幸彦

佐賀県杵島郡
白石町大字東
郷1612-3

平成24年4月6日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 2,784,000 － －
職員宿舎の継続する建物賃貸借契約で
あり契約相手方が特定されるため。

①ロ －

525
補充土仮置場に伴う土
地賃貸借料
H24.4.1～H24.10.31

分任支出負担行為
担当官　九州農政
局筑後川下流白石
平野農業水利事業
所長　尾川幸彦

佐賀県杵島郡
白石町大字東
郷1612-3

平成24年4月6日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（用地補
償）

－ 1,061,725 － －
公共事業の施行に伴う損失補償に関し
て契約を行うものであり契約相手方が
特定されるため。

①ロに準ずる
と認められる
もの（財務省
に個別に協議
し認められた
もの）

－

526
補充土仮置場に伴う土
地賃貸借料
H24.4.1～H24.10.31

分任支出負担行為
担当官　九州農政
局筑後川下流白石
平野農業水利事業
所長　尾川幸彦

佐賀県杵島郡
白石町大字東
郷1612-3

平成24年4月6日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（用地補
償）

－ 1,034,600 － －
公共事業の施行に伴う損失補償に関し
て契約を行うものであり契約相手方が
特定されるため。

①ロに準ずる
と認められる
もの（財務省
に個別に協議
し認められた
もの）

－



氏名並びにその所
属する部局の名称

所在地
商号または名

称
住所

予定価格 契約金額 落札率
再就職
の役員
の数

契約担当官等

番号 契約名称及び内容 随意契約によらざるを得ない理由

随意契約によ
らざるを得ない
場合とした財務
大臣通知上の
根拠区分

備　　考契約締結日

契約の相手方 随意契約に
よることとし
た会計法令
の根拠条文
及び理由

527
山脚導水路工事に伴う
土地使用補償費
H24.4.1～H24.10.31

分任支出負担行為
担当官　九州農政
局筑後川下流白石
平野農業水利事業
所長　尾川幸彦

佐賀県杵島郡
白石町大字東
郷1612-3

平成24年4月6日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（用地補
償）

－ 1,051,575 － －
公共事業の施行に伴う損失補償に関し
て契約を行うものであり契約相手方が
特定されるため。

①ロに準ずる
と認められる
もの（財務省
に個別に協議
し認められた
もの）

－

528
山脚導水路工事に伴う
土地使用補償費
H24.4.1～H24.10.31

分任支出負担行為
担当官　九州農政
局筑後川下流白石
平野農業水利事業
所長　尾川幸彦

佐賀県杵島郡
白石町大字東
郷1612-3

平成24年4月6日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（用地補
償）

－ 1,810,325 － －
公共事業の施行に伴う損失補償に関し
て契約を行うものであり契約相手方が
特定されるため。

①ロに準ずる
と認められる
もの（財務省
に個別に協議
し認められた
もの）

－

529

平成24年度職員宿舎建
物賃貸借契約（竹田宿舎
４号、５号）　129.16㎡
H24.4.1～H25.3.31

分任支出負担行為
担当官　九州農政
局大野川上流農業
水利事業所長　大
泉　勝利

熊本県阿蘇郡
産山村大字山
鹿2084-5

平成24年4月6日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,080,000 － －
職員宿舎の継続する賃貸借契約であ
り、契約相手方が特定されるため

①ロ －

530

平成24年度会議室等賃
貸借

延床面積　272.16㎡

分任支出負担行為
担当官　九州農政
局尾鈴農業水利事
業所長　八木正広

宮崎県児湯郡
川南町大字川
南19403-4

平成24年4月6日
大和リース株
式会社　福岡
支店

福岡県福岡市
中央区渡辺通
4-1-36

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

1,890,000 1,890,000 100.0% －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借契
約

①ロ －

531
平成24年度家屋賃貸借

2棟

分任支出負担行為
担当官　九州農政
局尾鈴農業水利事
業所長　八木正広

宮崎県児湯郡
川南町大字川
南19403-4

平成24年4月6日
有限会社ひま
わり企画

宮崎県児湯郡
高鍋町大字北
高鍋4659

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

1,320,000 1,320,000 100.0% －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借契
約

①ロ －

532
平成24年度家屋賃貸借

2棟

分任支出負担行為
担当官　九州農政
局尾鈴農業水利事
業所長　八木正広

宮崎県児湯郡
川南町大字川
南19403-4

平成24年4月6日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,344,000 － －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借契
約

①ロ －

533
平成24年度家屋賃貸借

2棟

分任支出負担行為
担当官　九州農政
局尾鈴農業水利事
業所長　八木正広

宮崎県児湯郡
川南町大字川
南19403-4

平成24年4月6日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 960,000 － －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借契
約

①ロ －

534
平成24年度家屋賃貸借

4棟

分任支出負担行為
担当官　九州農政
局尾鈴農業水利事
業所長　八木正広

宮崎県児湯郡
川南町大字川
南19403-4

平成24年4月6日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,920,000 － －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借契
約

①ロ －

535
平成24年度家屋賃貸借

2棟

分任支出負担行為
担当官　九州農政
局尾鈴農業水利事
業所長　八木正広

宮崎県児湯郡
川南町大字川
南19403-4

平成24年4月6日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 864,000 － －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借契
約

①ロ －

536
平成24年度家屋賃貸借

10棟

分任支出負担行為
担当官　九州農政
局尾鈴農業水利事
業所長　八木正広

宮崎県児湯郡
川南町大字川
南19403-4

平成24年4月6日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 6,408,000 － －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借契
約

①ロ －

537

平成24年度土地賃貸借
契約
（駐車場用地）
使用面積707㎡

分任支出負担行為
担当官 九州農政局
肝属中部農業水利
事業所長 古澤清崇

鹿児島県鹿屋
市新川町597

平成24年4月6日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 848,400 － －
庁舎等敷地のため継続する土地賃貸借
契約であり、契約相手方が特定されるた
め

①ロ －

538

平成24年度土地及び建
物賃貸借契約（高山支
所）
使用面積（土地）810.13
㎡、（建物）365.46㎡

分任支出負担行為
担当官 九州農政局
肝属中部農業水利
事業所長 古澤清崇

鹿児島県鹿屋
市新川町597

平成24年4月6日 肝付町
鹿児島県肝属
郡肝付町新富
98

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

1,169,694 1,169,694 100.0% －
庁舎等敷地のため継続する土地賃貸借
契約であり、契約相手方が特定されるた
め

①ロ －

539

平成24年度土地賃貸借
契約（庁舎用地）
使用面積
1676.35㎡

分任支出負担行為
担当官 九州農政局
肝属中部農業水利
事業所長 古澤清崇

鹿児島県鹿屋
市新川町597

平成24年4月6日 鹿屋市
鹿児島県鹿屋
市共栄町20-1

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

1,036,750 1,036,750 100.0% －
庁舎等敷地のため継続する土地賃貸借
契約であり、契約相手方が特定されるた
め

①ロ －

540

平成24年度土地賃貸借
契約（車庫用地）
使用面積
653.00㎡

分任支出負担行為
担当官 九州農政局
肝属中部農業水利
事業所長 古澤清崇

鹿児島県鹿屋
市新川町597

平成24年4月6日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 940,320 － －
庁舎等敷地のため継続する土地賃貸借
契約であり、契約相手方が特定されるた
め

①ロ －

541

平成24年度建物賃貸借
契約（37号借上宿舎）
使用面積
61.56㎡

分任支出負担行為
担当官 九州農政局
肝属中部農業水利
事業所長 古澤清崇

鹿児島県鹿屋
市新川町597

平成24年4月6日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,278,000 － －
職員宿舎のため継続する建物賃貸借契
約であり、契約相手方が特定されるため

①ロ －



氏名並びにその所
属する部局の名称

所在地
商号または名

称
住所

予定価格 契約金額 落札率
再就職
の役員
の数

契約担当官等

番号 契約名称及び内容 随意契約によらざるを得ない理由

随意契約によ
らざるを得ない
場合とした財務
大臣通知上の
根拠区分

備　　考契約締結日

契約の相手方 随意契約に
よることとし
た会計法令
の根拠条文
及び理由

542

平成24年度建物賃貸借
契約（50号借上宿舎）
使用面積
239.4㎡

分任支出負担行為
担当官 九州農政局
肝属中部農業水利
事業所長 古澤清崇

鹿児島県鹿屋
市新川町597

平成24年4月6日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 2,640,000 － －
職員宿舎のため継続する建物賃貸借契
約であり、契約相手方が特定されるため

①ロ －

543

平成24年度建物賃貸借
契約（49号借上宿舎）
使用面積
171.00㎡

分任支出負担行為
担当官 九州農政局
肝属中部農業水利
事業所長 古澤清崇

鹿児島県鹿屋
市新川町597

平成24年4月6日
有限会社ジュ
ン企画

鹿児島県鹿屋
市寿2-1-16

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

1,980,000 1,980,000 100.0% －
職員宿舎のため継続する建物賃貸借契
約であり、契約相手方が特定されるため

①ロ －

544

平成24年度建物賃貸借
契約（23号借上宿舎）
使用面積
102.98㎡

分任支出負担行為
担当官 九州農政局
肝属中部農業水利
事業所長 古澤清崇

鹿児島県鹿屋
市新川町597

平成24年4月6日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,152,000 － －
職員宿舎のため継続する建物賃貸借契
約であり、契約相手方が特定されるため

①ロ －

545

平成24年度建物賃貸借
契約（63,64号借上宿舎）
使用面積
92.22㎡

分任支出負担行為
担当官 九州農政局
肝属中部農業水利
事業所長 古澤清崇

鹿児島県鹿屋
市新川町597

平成24年4月6日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,368,000 － －
職員宿舎のため継続する建物賃貸借契
約であり、契約相手方が特定されるため

①ロ －

546
平成24年度職員宿舎賃
貸借契約（米山ハイム）

分任支出負担行為
担当官 九州農政局
徳之島用水農業水
利事業所長 廣瀬伸

鹿児島県大島
郡天城町天城
1151－1

平成24年4月6日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 2,880,000 － －
職員宿舎の継続する建物賃貸借契約で
あり、契約相手が特定されるため。

①ロ －

547
平成24年度職員宿舎賃
貸借契約（米山ハイム）

分任支出負担行為
担当官 九州農政局
徳之島用水農業水
利事業所長 廣瀬伸

鹿児島県大島
郡天城町天城
1151－1

平成24年4月6日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 2,880,000 － －
職員宿舎の継続する建物賃貸借契約で
あり、契約相手方が特定されるため。

①ロ －

548
平成24年度職員宿舎賃
貸借契約（米山第2ハイ
ム）

分任支出負担行為
担当官 九州農政局
徳之島用水農業水
利事業所長 廣瀬伸

鹿児島県大島
郡天城町天城
1151－1

平成24年4月6日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 2,160,000 － －
職員宿舎の継続する建物賃貸借契約で
あり、契約相手方が特定されるため。

①ロ －

549
平成24年度職員宿舎賃
貸借契約（米山第3ハイ
ム）

分任支出負担行為
担当官 九州農政局
徳之島用水農業水
利事業所長 廣瀬伸

鹿児島県大島
郡天城町天城
1151－1

平成24年4月6日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,248,000 － －
職員宿舎の継続する建物賃貸借契約で
あり、契約相手方が特定されているた
め。

①ロ －

550
平成24年度職員宿舎賃
貸借契約（サンライズハ
イツ）

分任支出負担行為
担当官 九州農政局
徳之島用水農業水
利事業所長 廣瀬伸

鹿児島県大島
郡天城町天城
1151－1

平成24年4月6日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 2,556,000 － －
職員宿舎の継続する建物賃貸借契約で
あり、契約相手方が特定されるため。

①ロ －

551
平成24年度職員宿舎賃
貸借契約（サンライズハ
イツ）

分任支出負担行為
担当官 九州農政局
徳之島用水農業水
利事業所長 廣瀬伸

鹿児島県大島
郡天城町天城
1151－1

平成24年4月6日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 852,000 － －
職員宿舎の継続する建物賃貸借契約で
あり、契約相手方が特定されるため。

①ロ －

552
平成24年度職員宿舎賃
貸借契約（ラ・フォ－レ高
千穂）

分任支出負担行為
担当官 九州農政局
徳之島用水農業水
利事業所長 廣瀬伸

鹿児島県大島
郡天城町天城
1151－1

平成24年4月6日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,404,000 － －
職員宿舎の継続する賃貸借契約であ
り、契約相手が特定されるため。

①ロ －

553
平成24年度職員宿舎賃
貸借契約（ラ･フォ－レ高
千穂）

分任支出負担行為
担当官 九州農政局
徳之島用水農業水
利事業所長 廣瀬伸

鹿児島県大島
郡天城町天城
1151－1

平成24年4月6日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,404,000 － －
職員宿舎の継続する建物賃貸借契約で
あり、契約相手方が特定されているた
め。

①ロ －

554
平成24年度職員宿舎賃
貸借契約（アイ・ハイツ）

分任支出負担行為
担当官 九州農政局
徳之島用水農業水
利事業所長 廣瀬伸

鹿児島県大島
郡天城町天城
1151－1

平成24年4月6日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 840,000 － －
職員宿舎の継続する建物賃貸借契約で
あり、契約相手方が特定されるため。

①ロ －

555
平成24年度庁舎敷地賃
貸借契約

分任支出負担行為
担当官 九州農政局
徳之島用水農業水
利事業所長 廣瀬伸

鹿児島県大島
郡天城町天城
1151－1

平成24年4月6日 天城町

鹿児島県大島
郡天城町大字
平土野2691－
1

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

1,356,000 1,356,000 100.0% －
庁舎敷地の継続する土地賃貸借契約で
あり、契約相手方が特定されているた
め。

①ロ －

556
平成24年度職員宿舎賃
貸借契約

分任支出負担行為
担当官　九州農政
局沖永良部農業水
利事業所長　楠晴
王

鹿児島県大島
郡知名町知名
85

平成24年4月6日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 4,680,000 － －
職員宿舎の継続する建物賃貸借契約で
あり、契約相手方が特定されるため。

①ロ －

557
平成24年度職員宿舎賃
貸借契約

分任支出負担行為
担当官　九州農政
局沖永良部農業水
利事業所長　楠晴
王

鹿児島県大島
郡知名町知名
85

平成24年4月6日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 3,120,000 － －
職員宿舎の継続する建物賃貸借契約で
あり、契約相手方が特定されるため。

①ロ －



氏名並びにその所
属する部局の名称

所在地
商号または名

称
住所

予定価格 契約金額 落札率
再就職
の役員
の数

契約担当官等

番号 契約名称及び内容 随意契約によらざるを得ない理由

随意契約によ
らざるを得ない
場合とした財務
大臣通知上の
根拠区分

備　　考契約締結日

契約の相手方 随意契約に
よることとし
た会計法令
の根拠条文
及び理由

558
平成24年度職員宿舎賃
貸借契約

分任支出負担行為
担当官　九州農政
局沖永良部農業水
利事業所長　楠晴
王

鹿児島県大島
郡知名町知名
85

平成24年4月6日
株式会社大坪
運送店

鹿児島県大島
郡和泊町手々
知名618-1

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

1,560,000 1,560,000 100.0% －
職員宿舎の継続する建物賃貸借契約で
あり、契約相手方が特定されるため。

①ロ －

559
平成24年度職員宿舎賃
貸借契約

分任支出負担行為
担当官　九州農政
局沖永良部農業水
利事業所長　楠晴
王

鹿児島県大島
郡知名町知名
85

平成24年4月6日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,488,000 － －
職員宿舎の継続する建物賃貸借契約で
あり、契約相手方が特定されるため。

①ロ －

560
平成24年度職員宿舎賃
貸借契約

分任支出負担行為
担当官　九州農政
局沖永良部農業水
利事業所長　楠晴
王

鹿児島県大島
郡知名町知名
85

平成24年4月6日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,260,000 － －
職員宿舎の継続する建物賃貸借契約で
あり、契約相手方が特定されるため。

①ロ －

561
平成24年度職員宿舎賃
貸借契約

分任支出負担行為
担当官　九州農政
局沖永良部農業水
利事業所長　楠晴
王

鹿児島県大島
郡知名町知名
85

平成24年4月6日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 2,340,000 － －
職員宿舎の継続する建物賃貸借契約で
あり、契約相手方が特定されるため。

①ロ －

562
平成24年度職員宿舎賃
貸借契約

分任支出負担行為
担当官　九州農政
局沖永良部農業水
利事業所長　楠晴
王

鹿児島県大島
郡知名町知名
85

平成24年4月6日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 3,216,000 － －
職員宿舎の継続する建物賃貸借契約で
あり、契約相手方が特定されるため。

①ロ －

563
平成24年度職員宿舎賃
貸借契約

分任支出負担行為
担当官　九州農政
局沖永良部農業水
利事業所長　楠晴
王

鹿児島県大島
郡知名町知名
85

平成24年4月6日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,980,000 － －
職員宿舎の継続する建物賃貸借契約で
あり、契約相手方が特定されるため。

①ロ －

564
沖永良部農業水利事業
所庁舎土地及び建物賃
貸借契約

分任支出負担行為
担当官　九州農政
局沖永良部農業水
利事業所長　楠晴
王

鹿児島県大島
郡知名町知名
85

平成24年4月6日 知名町
鹿児島県大島
郡知名町知名
307

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

8,920,450 8,920,450 100.0% －
土地・建物の継続する賃貸借契約であ
り、契約相手方が特定されるため。

①ロ －

565

大木町公有地の仮置土
用地に係る土地賃貸借
契約
7400㎡

分任支出負担行為
担当官　九州農政
局筑後川下流左岸
農地防災事業所長
渡辺博之

福岡県久留米
市津福今町
472-31

平成24年4月6日 大木町
福岡県三潴郡
大木町大字八
町牟田255-1

会計法第２
９条の３第４
項（用地補
償）

2,255,520 2,255,520 100.0% －
事業に伴う仮置土用地の継続する賃貸
借契約であり、契約相手方が特定され
るため。

①ロに準ずる
と認められる
もの（財務省
に個別に協議
し認められた
もの）

－

566
有明海東部支所土地建
物賃貸借契約
一式

分任支出負担行為
担当官　九州農政
局有明海岸保全事
業所長　佐伯　和英

佐賀県佐賀市
城内2-10-20

平成24年4月6日 みやま市長
福岡県みやま
市瀬高町小川
5

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

1,500,000 1,500,000 100.0% －

本契約は、支所庁舎・土地の賃貸借を
行うものであり、物件を解約し新たな物
件を探すことは経費の面で不利である
ため。

①ロ －

567

有明海東部海岸保全事
業大和工区堤防改修工
事に伴う土地使用に係る
土地使用補償金
一式

分任支出負担行為
担当官　九州農政
局有明海岸保全事
業所長　佐伯　和英

佐賀県佐賀市
城内2-10-20

平成24年4月6日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（用地補
償）

－ 1,347,066 － －
公共工事の施行に伴う損失補償に関し
て契約を行うものであり、契約の相手方
が特定されるため。

①ロに準ずる
と認められる
もの（財務省
に個別に協議
し認められた
もの）

－

568

有明海東部海岸保全事
業大和工区堤防改修工
事に伴う土地使用に係る
土地使用補償金
一式

分任支出負担行為
担当官　九州農政
局有明海岸保全事
業所長　佐伯　和英

佐賀県佐賀市
城内2-10-20

平成24年4月6日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（用地補
償）

－ 1,398,600 － －
公共工事の施行に伴う損失補償に関し
て契約を行うものであり、契約の相手方
が特定されるため。

①ロに準ずる
と認められる
もの（財務省
に個別に協議
し認められた
もの）

－

569

有明海東部海岸保全事
業昭代工区離岸堤消波
施設工事に伴う土地使
用に係る土地使用補償
金
一式

分任支出負担行為
担当官　九州農政
局有明海岸保全事
業所長　佐伯　和英

佐賀県佐賀市
城内2-10-20

平成24年4月6日 大川市長
福岡県大川市
大字酒見256-
1

会計法第２
９条の３第４
項（用地補
償）

8,398,613 8,398,613 100.0% －
公共工事の施行に伴う損失補償に関し
て契約を行うものであり、契約の相手方
が特定されるため。

①ロに準ずる
と認められる
もの（財務省
に個別に協議
し認められた
もの）

－

570
平成24年度有明海特産
魚介類生息環境調査（長
崎県沖）委託事業

支出負担行為担当
官　九州農政局長
吉村　馨

熊本県熊本市
西区春日2-
10-1

平成24年4月9日 長崎県
長崎県長崎市
江戸町2-13

会計法第２
９条の３第４
項（法令等
の規定）

150,000,000 150,000,000 100.0% －
（ニ）地方公共団体との取り決めにより、
契約の相手方が一に定められているも
の

①イ（ニ） －

571
平成24年度有明海特産
魚介類生息環境調査（熊
本県沖）委託事業

支出負担行為担当
官　九州農政局長
吉村　馨

熊本県熊本市
西区春日2-
10-1

平成24年4月9日 熊本県
熊本県熊本市
中央区水前寺
6-18-1

会計法第２
９条の３第４
項（法令等
の規定）

45,000,000 45,000,000 100.0% －
（ニ）地方公共団体との取り決めにより、
契約の相手方が一に定められているも
の

①イ（ニ） －

572
平成24年度有明海特産
魚介類生息環境調査（佐
賀県沖）委託事業

支出負担行為担当
官　九州農政局長
吉村　馨

熊本県熊本市
西区春日2-
10-1

平成24年4月9日 佐賀県
佐賀県佐賀市
城内1-1-59

会計法第２
９条の３第４
項（法令等
の規定）

60,000,000 60,000,000 100.0% －
（ニ）地方公共団体との取り決めにより、
契約の相手方が一に定められているも
の

①イ（ニ） －



氏名並びにその所
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573
平成24年度有明海特産
魚介類生息環境調査（福
岡県沖）委託事業

支出負担行為担当
官　九州農政局長
吉村　馨

熊本県熊本市
西区春日2-
10-1

平成24年4月9日 福岡県
福岡県福岡市
博多区東公園
7-7

会計法第２
９条の３第４
項（法令等
の規定）

45,000,000 45,000,000 100.0% －
（ニ）地方公共団体との取り決めにより、
契約の相手方が一に定められているも
の

①イ（ニ） －

574
平成24年度土地賃貸借
料契約（事務所）

分任支出負担行為
担当官
九州農政局筑後川
下流農業水利事務
所長
美濃眞一郎
分任支出負担行為
担当官
九州農政局筑後川
下流左岸農地防災
事業所
渡辺博之

福岡県久留米
市津福今町
472-31福岡県
久留米市津福
今町472-31

平成24年4月9日 久留米市
福岡県久留米
市城南町15-3

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

2,505,712 2,505,712 100.0% －
本契約は庁舎敷地の継続賃貸借を行う
ものであり、物件を解約し新たな物件を
探すことは経費の面で不利であるため。

①ロ 連名契約

575
平成24年度建物賃貸借
契約（佐賀支所）

分任支出負担行為
担当官
九州農政局筑後川
下流農業水利事務
所長

福岡県久留米
市津福今町
472-31

平成24年4月9日
佐賀県筑後川
土地改良事業
推進協議会

佐賀県佐賀市
大財3-8-15土
地改良会館

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

2,640,000 2,640,000 100.0% －
本契約は庁舎敷地の継続賃貸借を行う
ものであり、物件を解約し新たな物件を
探すことは経費の面で不利であるため。

①ロ －

576
平成24年度建物賃貸借
契約（津福宿舎59、80、
88号）

分任支出負担行為
担当官
九州農政局筑後川
下流農業水利事務
所長
美濃眞一郎

福岡県久留米
市津福今町
472-31

平成24年4月9日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,500,000 － －
本契約は職員宿舎の継続賃貸借を行う
ものであり、物件を解約し新たな物件を
探すことは経費の面で不利であるため。

①ロ －

577
平成24年度職員宿舎賃
貸借契約（1号借上宿舎）

分任支出負担行為
担当官　九州農政
局北部九州土地改
良調査管理事務所
長　梶原義範

福岡県久留米
市荒木町白口
891-20

平成24年4月9日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,488,000 － －
職員宿舎の継続する建物賃貸借契約で
あり契約相手方が特定されるため。

①ロ －

578
平成24年度職員宿舎賃
貸借契約(14号-3、14号
-5、32号借上宿舎)

分任支出負担行為
担当官　九州農政
局北部九州土地改
良調査管理事務所
長　梶原義範

福岡県久留米
市荒木町白口
891-20

平成24年4月9日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 2,016,000 － －
職員宿舎の継続する建物賃貸借契約で
あり契約相手方が特定されるため。

①ロ －

579
平成24年度庁舎にかか
る土地賃貸借契約
3,624㎡

分任支出負担行為
担当官　九州農政
局曽於北部農業水
利事業所長　米川
公一

鹿児島県曽於
市財部町南俣
667

平成24年4月9日
そお鹿児島農
業協同組合

鹿児島県曽於
市大隅町岩川
5591-1

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

869,760 869,760 100.0% －

本件は、平成9年度から庁舎敷地として
使用しており、当該場所でなければ行政
事務を行うことは不可能であることから
場所が限定され、供給者が特定される
ため。

①ロ －

580

筑後川下流左岸農地防
災事業幹線水路工事に
伴う建設発生土仮置場
に係る土地使用補償
3553㎡

分任支出負担行為
担当官　九州農政
局筑後川下流左岸
農地防災事業所長
渡辺博之

福岡県久留米
市津福今町
472-31

平成24年4月10日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（用地補
償）

－ 959,310 － －
公共事業の施行に伴う損失補償に関し
て契約を行うものであり契約相手方が
特定されるため。

①ロに準ずる
と認められる
もの（財務省
に個別に協議
し認められた
もの）

－

581

筑後川下流左岸農地防
災事業下久末線工事に
伴う建設発生土仮置場
に係る土地使用補償
5372㎡

分任支出負担行為
担当官　九州農政
局筑後川下流左岸
農地防災事業所長
渡辺博之

福岡県久留米
市津福今町
472-31

平成24年4月10日
大和町土地改
良区

福岡県柳川市
大和町鷹ノ尾
120

会計法第２
９条の３第４
項（用地補
償）

1,385,976 1,385,976 100.0% －
公共事業の施行に伴う損失補償に関し
て契約を行うものであり契約相手方が
特定されるため。

①ロに準ずる
と認められる
もの（財務省
に個別に協議
し認められた
もの）

－

582

平成２４年度国営干拓環
境対策調査諫早湾周辺
地域環境保全型農業推
進委託事業

分任支出負担行為
担当官　九州農政
局北部九州土地改
良調査管理事務所
長　梶原義範

福岡県久留米
市荒木町白口
891-20

平成24年4月10日 長崎県知事
長崎県長崎市
江戸町2-13

会計法第２
９条の３第４
項（法令等
の規定）

8,500,000 8,500,000 100.0% －
（ニ）地方公共団体との取り決めにより、
契約の相手方が一に定められているも
の

①イ（ニ） －

583

平成２４年度国営干拓環
境対策調査水質負荷削
減対策調査検討委託業
務

分任支出負担行為
担当官　九州農政
局北部九州土地改
良調査管理事務所
長　梶原義範

福岡県久留米
市荒木町白口
891-20

平成24年4月10日 長崎県知事
長崎県長崎市
江戸町2-13

会計法第２
９条の３第４
項（法令等
の規定）

4,595,500 4,595,500 100.0% －
（ニ）地方公共団体との取り決めにより、
契約の相手方が一に定められているも
の

①イ（ニ） －



氏名並びにその所
属する部局の名称

所在地
商号または名

称
住所

予定価格 契約金額 落札率
再就職
の役員
の数

契約担当官等

番号 契約名称及び内容 随意契約によらざるを得ない理由

随意契約によ
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備　　考契約締結日

契約の相手方 随意契約に
よることとし
た会計法令
の根拠条文
及び理由

584
ポリ塩化ビフェニル廃棄
物（特別管理産業廃棄
物）処理委託契約

分任支出負担行為
担当官　九州農政
局佐賀地域センター
長　渡邉和眞

佐賀県佐賀市
栄町3-51

平成24年4月13日
日本環境安全
事業株式会社
北九州事業所

福岡県北九州
市若松区響町
1-62-24

会計法第２
９条の３第４
項（法令等
の規定）

1,969,800 1,969,800 100.0% －
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処
理の推進に関する特別措置法により処
理施設が定められているため。

①イ（イ） －

585
平成24年度収入減尐影
響緩和対策積立金管理
業務委託事業

支出負担行為担当
官　九州農政局長
吉村馨

熊本県熊本市
西区春日2-
10-1

平成24年4月16日
佐賀県担い手
育成総合支援
協議会

佐賀市城内1-
6-5

会計法第２
９条の３第４
項（法令等
の規定）

1,619,100 1,619,100 100.0% －

収入減尐影響緩和対策加入者の積立
金管理委託事業について、農林水産大
臣が指定した積立金管理者に特定され
るため

①イ（イ） －

586

筑後川下流白石平野(二
期)農業水利事業山脚導
水路(大町工区)工事に
伴う電気工作物移設等
工事費補償金
H24.5.7～H24.5.31

分任支出負担行為
担当官　九州農政
局筑後川下流白石
平野農業水利事業
所長　尾川幸彦

佐賀県杵島郡
白石町大字東
郷1612-3

平成24年5月7日
九州電力株式
会社　武雄営
業所

佐賀県武雄市
武雄町大字昭
和776

会計法第２
９条の３第４
項（用地補
償）

2,009,944 2,009,944 100.0% －
公共事業の施行に伴う損失補償に関し
て契約を行うものであり、契約の相手方
が特定されるため。

①ロに準ずる
と認められる
もの（財務省
に個別に協議
し認められた
もの）

－

587
平成24年度「みんなで豊
かな農林漁業」人権啓発
委託事業

支出負担行為担当
官　九州農政局長
吉村馨

熊本県熊本市
西区春日2-
10-1

平成24年5月15日 福岡県
福岡県福岡市
博多区東公園
7-7

会計法第２
９条の３第４
項（法令等
の規定）

1,650,000 1,650,000 100.0% －
地方公共団体との取り決めにより、契約
の相手方が一に定められている

①イ（ニ） －

588
平成24年度「みんなで豊
かな農林漁業」人権啓発
委託事業

支出負担行為担当
官　九州農政局長
吉村馨

熊本県熊本市
西区春日2-
10-1

平成24年5月17日 大分県
大分県大分市
大手町3-1-1

会計法第２
９条の３第４
項（法令等
の規定）

1,700,000 1,700,000 100.0% －
地方公共団体との取り決めにより、契約
の相手方が一に定められている

①イ（ニ） －

589

筑後川下流白石平野(二
期)農業水利事業山脚導
水路(大西・大町東工区)
工事に伴う電気工作物
移設等工事費補償金
H24.5.25～H24.9.30

分任支出負担行為
担当官　九州農政
局筑後川下流白石
平野農業水利事業
所長　尾川幸彦

佐賀県杵島郡
白石町大字東
郷1612-3

平成24年5月25日
九州電力株式
会社　武雄営
業所

佐賀県武雄市
武雄町大字昭
和776

会計法第２
９条の３第４
項（用地補
償）

1,882,799 1,882,799 100.0% －
公共事業の施行に伴う損失補償に関し
て契約を行うものであり、契約の相手方
が特定されるため。

①ロに準ずる
と認められる
もの（財務省
に個別に協議
し認められた
もの）

－

590 ＰＣＢ廃棄物処理委託

分任支出負担行為
担当官　九州農政
局長崎地域センター
長　足立教好

長崎県長崎市
岩川町16-16

平成24年5月25日
日本環境安全
事業株式会社
北九州事業所

福岡県北九州
市若松区響町
1-62-24

会計法第２
９条の３第４
項（法令等
の規定）

4,909,800 4,909,800 100.0% －
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処
理の推進に関する特別措置法により処
理施設が定められているため。

①イ（イ） －

591
平成24年度佐賀西部導
水路取水施設操作委託
事業

分任支出負担行為
担当官　九州農政
局筑後川下流農業
水利事務所長　美
濃眞一郎

福岡県久留米
市津福今町
472-31

平成24年5月29日
佐賀土地改良
区

佐賀県佐賀市
大財3-8-15

会計法第２
９条の３第４
項（法令等
の規定）

18,144,000 18,144,000 100.0% －

現在、佐賀西部導水路取水施設のある
川上頭首工は、国営土地改良事業によ
り造成され、当該契約者に国から管理
委託されている。
佐賀西部導水路の取水にあたっては、
既得の取水と併せた一体的な操作を行
う必要がある。
今年度より一部の受益地に通水するこ
とから、操作委託契約を行うものであ
り、上述から契約の相手が特定されるた
め。

①イ（イ） －

592

平成24年度曽於北部（二
期）農業水利事業高之峯
幹線配水路・新原支線配
水路（柳迫工区）工事に
伴う埋蔵文化財遺物整
理及び報告書作成委託
事業

埋蔵文化財に関する発
掘調査報告書作成　一
式

分任支出負担行為
担当官　九州農政
局曽於北部農業水
利事業所長　米川
公一

鹿児島県曽於
市財部町南俣
667

平成24年6月1日 曽於市
鹿児島県曽於
市末吉町二之
方1980

会計法第２
９条の３第４
項（法令等
の規定）

2,400,000 2,400,000 100.0% －
埋蔵文化財発掘調査に関して契約を行
うものであり、契約の相手方が特定され
るため。

①イ（イ） －

593

沖永良部農業水利事業
地下ダム止水壁(9工区)
建設工事に伴う土地使
用補償及損失補償代

分任支出負担行為
担当官　九州農政
局沖永良部農業水
利事業所長　楠晴
王

鹿児島県大島
郡知名町知名
85

平成24年6月4日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（用地補
償）

－ － － -
公共事業の施行に伴う損失補償に関し
て契約を行うものであり契約相手方が
特定されるため。

①ロに準ずる
と認められる
もの（財務省
に個別に協議
し認められた
もの）

－

594

沖永良部農業水利事業
地下ダム止水壁(9工区)
建設工事に伴う土地使
用補償及損失補償代

分任支出負担行為
担当官　九州農政
局沖永良部農業水
利事業所長　楠晴
王

鹿児島県大島
郡知名町知名
85

平成24年6月4日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（用地補
償）

－ － － －
公共事業の施行に伴う損失補償に関し
て契約を行うものであり契約相手方が
特定されるため。

①ロに準ずる
と認められる
もの（財務省
に個別に協議
し認められた
もの）

－

595

沖永良部農業水利事業
地下ダム止水壁(9工区)
建設工事に伴う土地使
用補償及損失補償代

分任支出負担行為
担当官　九州農政
局沖永良部農業水
利事業所長　楠晴
王

鹿児島県大島
郡知名町知名
85

平成24年6月4日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（用地補
償）

－ － － －
公共事業の施行に伴う損失補償に関し
て契約を行うものであり契約相手方が
特定されるため。

①ロに準ずる
と認められる
もの（財務省
に個別に協議
し認められた
もの）

－

596

平成24年度幹線水路佐
賀西部高域線工事に係
る埋蔵文化財発掘調査
委託事業

分任支出負担行為
担当官　九州農政
局筑後川下流農業
水利事務所長　美
濃眞一郎

福岡県久留米
市津福今町
472-31

平成24年6月12日 小城市
佐賀県小城市
牛津町柿樋瀬
1100-1

会計法第２
９条の３第４
項（法令等
の規定）

8,318,000 8,318,000 100.0% －
埋蔵文化財発掘調査に関して契約を行
うものであり、契約の相手方が特定され
るため。

①イ（イ） －



氏名並びにその所
属する部局の名称

所在地
商号または名

称
住所

予定価格 契約金額 落札率
再就職
の役員
の数

契約担当官等
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た会計法令
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597
平成24年度有明海福岡
県沖底質環境調査委託
事業

支出負担行為担当
官　九州農政局長
吉村馨

熊本県西区熊
本市春日2-
10-1

平成24年6月20日 福岡県
福岡県福岡市
博多区東公園
7-7

会計法第２
９条の３第４
項（法令等
の規定）

13,000,000 13,000,000 100.0% －
（ニ）地方公共団体との取り決めにより、
契約の相手方が一に定められているも
の

①イ（ニ） －

598

肝属中部（一期）農業水
利事業荒瀬ダム建設工
事に係る損失補償金
価値低下補償
1,535㎡

分任支出負担行為
担当官　九州農政
局肝属中部農業水
利事業所長　古澤
清崇

鹿児島県鹿屋
市新川町597

平成24年6月25日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（用地補
償）

－ － － －
公共事業の施行に伴う損失補償に関し
て契約を行うものであり契約相手方が
特定されるため

①ロに準ずる
と認められる
もの（財務省
に個別に協議
し認められた
もの）

－

599
青森空港旅客ターミナル
ビル賃貸借料

支出負担行為担当
官　横浜植物防疫
所長　川口　嘉久

横浜中区北仲
通５－５７

平成24年4月2日
青森空港ビル
株式会社

青森市大字大
谷字小谷１－
５

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,035,127 - －
業務上、当該ビルに入居する必要があ
り、所有者と契約するほかない

①ロ －

600
福島空港国際線ターミナ
ルビル賃貸借料

支出負担行為担当
官　横浜植物防疫
所長　川口　嘉久

横浜中区北仲
通５－５７

平成24年4月2日
福島空港ビル
株式会社

福島県石川郡
玉川村北須釜
はばき田２１

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 880,740 - －
業務上、当該ビルに入居する必要があ
り、所有者と契約するほかない

①ロ －

601
旭川空港ターミナルビル
賃貸借料

支出負担行為担当
官　横浜植物防疫
所長　川口　嘉久

横浜中区北仲
通５－５７

平成24年4月2日
旭川空港ビル
株式会社

北海道上川郡
東神楽町東２
線１６号９８番
地

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,039,411 - －
業務上、当該ビルに入居する必要があ
り、所有者と契約するほかない

①ロ －

602
函館空港国際線ターミナ
ルビル賃貸借料

支出負担行為担当
官　横浜植物防疫
所長　川口　嘉久

横浜中区北仲
通５－５７

平成24年4月2日
函館空港ビル
ディング株式会
社

函館市高松町
５１１

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,020,297 - －
業務上、当該ビルに入居する必要があ
り、所有者と契約するほかない

①ロ －

603
那覇空港ターミナルビル
賃貸借料

支出負担行為担当
官　横浜植物防疫
所長　川口　嘉久

横浜中区北仲
通５－５７

平成24年4月2日
那覇空港ビル
ディング株式会
社

那覇市字鏡水
１５０

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 3,748,848 - －
業務上、当該ビルに入居する必要があ
り、所有者と契約するほかない

①ロ －

604
成田国際空港南部第２
官庁ビル賃貸借料

支出負担行為担当
官　横浜植物防疫
所長　川口　嘉久

横浜中区北仲
通５－５７

平成24年4月2日
成田国際空港
株式会社

千葉県成田市
古込字古込１
－１

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 38,773,344 - －
業務上、当該ビルに入居する必要があ
り、所有者と契約するほかない

①ロ －

605
茨城空港旅客ターミナル
ビル賃貸借料

支出負担行為担当
官　横浜植物防疫
所長　川口　嘉久

横浜中区北仲
通５－５７

平成24年4月2日
財団法人茨城
県開発公社

茨城県水戸市
笠原町９７８－
２５

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,157,640 - －
業務上、当該ビルに入居する必要があ
り、所有者と契約するほかない

①ロ －

606
成田国際空港南部第２
官庁ビル管理費

支出負担行為担当
官　横浜植物防疫
所長　川口　嘉久

横浜中区北仲
通５－５７

平成24年4月2日
成田国際空港
株式会社

千葉県成田市
古込字古込１
－１

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 11,321,796 - －

当該ビルについては、施設所有者が施
設全体を一括して契約している。当所は
施設所有者と契約を行い、供給を受け
るため、契約の目的が競争を許さない

①ロ（付随する
もの）

－

607
関西国際空港官庁合同
庁舎敷地賃貸借料

支出負担行為担当
官　横浜植物防疫
所長　川口　嘉久

横浜中区北仲
通５－５７

平成24年4月2日
関西国際空港
株式会社

泉佐野市泉州
空港北１

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 50,349,250 - －
業務上、当該ビルに入居する必要があ
り、所有者と契約するほかない

①ロ －

608
関西国際空港ＣＩＱ事務
棟敷地賃貸借料

支出負担行為担当
官　横浜植物防疫
所長　川口　嘉久

横浜中区北仲
通５－５７

平成24年4月2日
関西国際空港
株式会社

泉佐野市泉州
空港北１

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 8,452,170 - －
業務上、当該ビルに入居する必要があ
り、所有者と契約するほかない

①ロ －

609
関西国際空港ターミナル
ビル管理費及び空調費

支出負担行為担当
官　横浜植物防疫
所長　川口　嘉久

横浜中区北仲
通５－５７

平成24年4月2日
関西国際空港
株式会社

泉佐野市泉州
空港北１

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 2,293,392 - －

当該ビルについては、施設所有者が施
設全体を一括して契約している。当所は
施設所有者と契約を行い、供給を受け
るため、契約の目的が競争を許さない

①ロ（付随する
もの）

－

610
関西国際空港内ＣＩＱ事
務棟舎共益費

支出負担行為担当
官　横浜植物防疫
所長　川口　嘉久

横浜中区北仲
通５－５７

平成24年4月2日
関西国際空港
株式会社

泉佐野市泉州
空港北１

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,221,900 - －

当該ビルについては、施設所有者が施
設全体を一括して契約している。当所は
施設所有者と契約を行い、供給を受け
るため、契約の目的が競争を許さない

①ロ（付随する
もの）

－

611
関西国際空港官庁合同
庁舎共益費

支出負担行為担当
官　横浜植物防疫
所長　川口　嘉久

横浜中区北仲
通５－５７

平成24年4月2日
関西国際空港
株式会社

泉佐野市泉州
空港北２

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 6,943,356 - －

当該ビルについては、施設所有者が施
設全体を一括して契約している。当所は
施設所有者と契約を行い、供給を受け
るため、契約の目的が競争を許さない

①ロ（付随する
もの）

－

612
中部空港ＣＩＱ庁舎・ＣＩＱ
検査施設及び設備棟用
地賃貸借料

支出負担行為担当
官　横浜植物防疫
所長　川口　嘉久

横浜中区北仲
通５－５７

平成24年4月2日
中部国際空港
株式会社

常滑市セントレ
ア１－１

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 8,230,052 - －
業務上、当該ビルに入居する必要があ
り、所有者と契約するほかない

①ロ －

613
中部空港合同庁舎及び
高圧引込開閉基盤用地
賃貸借料

支出負担行為担当
官　横浜植物防疫
所長　川口　嘉久

横浜中区北仲
通５－５７

平成24年4月2日
中部国際空港
株式会社

常滑市セントレ
ア１－１

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 9,820,088 - －

当該ビルについては、施設所有者が施
設全体を一括して契約している。当所は
施設所有者と契約を行い、供給を受け
るため、契約の目的が競争を許さない

①ロ －
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614
成田空港合同庁舎土地
賃貸借料

支出負担行為担当
官　横浜植物防疫
所長　川口　嘉久

横浜中区北仲
通５－５７

平成24年4月2日
成田国際空港
株式会社

千葉県成田市
古込字古込１
－１

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 3,278,241 - －
業務上、当該ビルに入居する必要があ
り、所有者と契約するほかない

①ロ －

615
新潟空港ターミナルビル
設備運転保守（連名契
約）

分任支出負担行為
担当官横浜植物防
疫所新潟支所長
佐藤粛也
ほか４官署

新潟市中央区
竜が島1-5-4

平成24年4月2日
新潟交友事業
株式会社

新潟市東区材
木町1-46

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 2,930,067 - －

空港ﾀｰﾐﾅﾙﾋﾞﾙ設備の管理については
施設保有者が一括して契約を行ってお
り、運転保守についても、施設保有者と
契約を締結している同社の保守をうける
こととなる。よって契約の目的が競争を
許さない。

①ロ（付随する
もの）

分担額
127,164円

616 一般廃棄物処理
横浜植物防疫所羽
田空港支所長

東京都大田区
羽田空港2丁
目6番4号

平成24年4月2日
株式会社櫻商
会

東京都大田区
京浜島2丁目
14番11号

会計法第２
９条の３第４
項（法令等
の規定）

－ 2,316,720 - －
羽田空港内廃棄物は、空港内で処理す
る事になっており、空港内の廃棄物処理
業者は１社しかないため

①ロ（付随する
もの）

分担額
126,000円
単価契約

617
成田国際空港第１旅客
ターミナルビル諸設備の
保守業務

分任支出負担行為
担当官　横浜植物
防疫所成田支所長
松浦　克浩

成田市古込字
古込１－１

平成24年4月2日
株式会社成田
エアーポートテ
クノ

千葉県成田市
古込字古込１
－１

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,536,150 - －

空港ターミナルビルの施設設備にかか
る一括保守管理を行っているのは、空
港保安の関係から（株）成田エアポート
テクノ１社である。当所にかかる諸設備
部分は、空港ビル全体の諸設備と連係
しておりその一部になっているため、同
社の保守を受けることとなる。よって契
約の目的が競争を許さない。

①ロ（付随する
もの）

－

618
成田国際空港第2旅客
ターミナルビル諸設備の
保守業務

分任支出負担行為
担当官　横浜植物
防疫所成田支所長
松浦　克浩

成田市古込字
古込１－１

平成24年4月2日
株式会社成田
エアーポートテ
クノ

千葉県成田市
古込字古込１
－１

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,235,850 - －

空港ターミナルビルの施設設備にかか
る一括保守管理を行っているのは、空
港保安の関係から（株）成田エアポート
テクノ１社である。当所にかかる諸設備
部分は、空港ビル全体の諸設備と連係
しておりその一部になっているため、同
社の保守を受けることとなる。よって契
約の目的が競争を許さない。

①ロ（付随する
もの）

－

619
成田国際空港旅客ターミ
ナルビル空気調和等受
給料

支出負担行為担当
官　横浜植物防疫
所長　川口　嘉久

横浜中区北仲
通５－５７

平成24年4月2日
成田国際空港
株式会社

千葉県成田市
古込字古込１
－１

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 13,201,776 － －

成田国際空港の空気調和などについて
は、施設所有者が施設全体を一括して
契約している。当所は施設所有者と契
約を行い、供給を受けるため、契約の目
的が競争を許さない

①ロ（付随する
もの）

－

620
成田国際空港ターミナル
ビル受変電施設等使用
料

支出負担行為担当
官　横浜植物防疫
所長　川口　嘉久

横浜中区北仲
通５－５７

平成24年4月2日
成田国際空港
株式会社

千葉県成田市
古込字古込１
－１

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 7,155,694 － －

成田国際空港の空気調和などについて
は、施設所有者が施設全体を一括して
契約している。当所は施設所有者と契
約を行い、供給を受けるため、契約の目
的が競争を許さない

①ロ（付随する
もの）

－

621 フライト情報提供料
支出負担行為担当
官　横浜植物防疫
所長　川口　嘉久

横浜中区北仲
通５－５７

平成24年4月2日
成田国際空港
株式会社

千葉県成田市
古込字古込１
－１

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 3,685,500 － －

成田国際空港(株)が設置するビデオ設
備を使用し、同社からフライト情報の提
供を受けるものであり、契約の目的が競
争を許さない。

①ロ（付随する
もの）

－

622
ＮＡＣＣＳ（府省共通ポー
タル）利用料

支出負担行為担当
官　横浜植物防疫
所長　川口　嘉久

横浜中区北仲
通５－５７

平成24年4月2日

輸出入・港湾
関連情報処理
センター株式会
社

川崎市幸区堀
川町５８０

会計法第２
９条の３第４
項（法令等
の規定）

－ 3,253,092 － －

電子情報処理組織による輸出入等関連
業務の処理等に関する法律により輸出
入及び港湾・空港手続関係業務の業
務・システムの契約者が一に定められて
いるため

①イ（イ） －

623
富山空港分室建物賃貸
借料

分任支出負担行為
担当官
名古屋植物防疫所
長
大村　克己

名古屋市港区
入船2-3-12

平成24年4月2日
富山空港タ-ミ
ナルビル株式
会社

富山県富山市
秋ヶ島30番地

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,409,580 - - 事業用事務室の借り受けであるため ①ロ －

624
静岡空港分室建物賃貸
借料

分任支出負担行為
担当官
名古屋植物防疫所
長
大村　克己

名古屋市港区
入船2-3-12

平成24年4月2日
富士山静岡空
港株式会社

静岡県牧之原
市坂口3336番
地4

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 4,660,440 - - 事業用事務室の借り受けであるため ①ロ －

625
中部国際空港官民共有
施設維持管理業務料

分任支出負担行為
担当官
名古屋植物防疫所
中部空港支所長
澤木雅之

愛知県常滑市
セントレア1-1

平成24年4月2日
中部国際空港
株式会社

愛知県常滑市
セントレア1-1

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 101,896,164 - -

当該ビルについては、施設所有者が施
設全体を管理している。当所は施設所
有者と契約を行い供給を受けるため、契
約の目的が競争を許さない。

①ロ（付随する
もの）

分担額
3,902,628円

626
中部国際空港ＩＣカード
リーダ等使用契約

分任支出負担行為
担当官
名古屋植物防疫所
中部空港支所長
澤木雅之

愛知県常滑市
セントレア1-1

平成24年4月2日
中部国際空港
株式会社

愛知県常滑市
セントレア1-1

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 21,047,250 - -

当該ビルについては、施設所有者が施
設全体を管理している。当所は施設所
有者と契約を行い供給を受けるため、契
約の目的が競争を許さない。

①ロ（付随する
もの）

分担額
1,035,524円
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627
西部検査場用地賃貸借
料

分任支出負担行為
担当官
名古屋植物防疫所
長
大村　克己

名古屋市港区
入船2-3-12

平成24年4月2日
株式会社名古
屋港流通セン
タ-

愛知県海部郡
飛島村2-1-16

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,728,000 - - 事業用事務室の借り受けであるため ①ロ －

628
米子空港ターミナルビル
植物防疫所事務室賃貸
借

分任支出負担行為
担当官代理神戸植
物防疫所広島支所
会計係長松原良雄

広島市南区宇
品海岸三丁目
１０番１７号

平成24年4月2日
米子空港ビル
株式会社

鳥取県境港市
佐斐神町１６３
４番地

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 832,776 － －
業務上、当該ビルに入居する必要があ
り、所有者と契約するほかない

①ロ －

629
高松空港ターミナルビル
植物防疫所事務室賃貸
借

分任支出負担行為
担当官代理神戸植
物防疫所坂出支所
会計係長古江美智
男

香川県坂出市
入船町１－６
－１０

平成24年4月2日
高松空港ビル
株式会社

香川県高松市
香南町1312-7

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,069,356 － －
業務上、当該ビルに入居する必要があ
り、所有者と契約するほかない

①ロ －

630
松山空港ターミナルビル
植物防疫所事務室賃貸
借

分任支出負担行為
担当官代理神戸植
物防疫所坂出支所
会計係長古江美智
男

香川県坂出市
入船町１－６
－１０

平成24年4月2日
松山空港ビル
株式会社

愛媛県松山市
南吉田町2731

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,439,472 － －
業務上、当該ビルに入居する必要があ
り、所有者と契約するほかない

①ロ －

631
宮崎空港旅客ターミナル
ビル事務室賃貸借

分任支出負担行為
担当官門司植物防
疫所長　髙山睦雄

福岡県北九州
市門司区西海
岸１-３-１０

平成24年4月2日
宮崎空港ビル
株式会社

宮崎県宮崎市
大字赤江2７９
番地

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 915,864 － －
業務上、当該ビルに入居する必要があ
り、所有者と契約するほかない。

①ロ －

632
府省共通ポータル（ＮＡＣ
ＣＳ）利用契約

支出負担行為担当
官
動物検疫所長　吉
田　稔

横浜市磯子区
原町１１－１

平成24年4月2日
輸出入・港湾
関連情報処理
センター（株）

川崎市幸区堀
川町５８０

会計法第２
９条の３第４
項（法令等
の規定）

－ 16,780,106 － －

電子情報処理組織による輸出入等関連
業務の処理等に関する法律により輸出
入及び港湾・空港手続関係業務の業
務・システムの契約者が一に定められて
るため

①イ（イ） －

633 土地賃貸借料

支出負担行為担当
官
動物検疫所長　吉
田　稔

横浜市磯子区
原町１１－１

平成24年4月2日 沖縄県
那覇市泉崎１
－２－２

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 14,006,964 － －
当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に限定される賃貸借

①ロ －

634
建物賃貸借料（旭川空
港）

支出負担行為担当
官
動物検疫所長　吉
田　稔

横浜市磯子区
原町１１－１

平成24年4月2日
旭川空港ビル
株式会社

上川郡東神楽
町東２－１６－
９８

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,045,044 － －
当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に限定される賃貸借

①ロ －

635
建物賃貸借料（川崎分
室）

支出負担行為担当
官
動物検疫所長　吉
田　稔

横浜市磯子区
原町１１－１

平成24年4月2日
かわさきファズ
株式会社

川崎市川崎区
東扇島６－１０

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 3,912,432 － －
当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に限定される賃貸借

①ロ －

636 共益費（川崎分室）

支出負担行為担当
官
動物検疫所長　吉
田　稔

横浜市磯子区
原町１１－１

平成24年4月2日
かわさきファズ
株式会社

川崎市川崎区
東扇島６－１０

予決令第１
０２条の４第
４号（イ）（有
利随意契
約）

－ 1,242,048 － －

当該ビルについては、施設所有者が施
設全体を一括して契約している。当所
は、施設所有者と契約を行い、供給を受
けるため、契約の目的が競争を許さな
い

③ロ －

637
土地賃貸借料（官庁合同
庁舎）

支出負担行為担当
官
動物検疫所長　吉
田　稔

横浜市磯子区
原町１１－１

平成24年4月2日
関西国際空港
株式会社

大阪府泉佐野
市泉州空港北
１

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 9,205,554 － －
当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に限定される賃貸借

①ロ －

638
土地賃貸借料（CIQ事務
所棟）

支出負担行為担当
官
動物検疫所長　吉
田　稔

横浜市磯子区
原町１１－１

平成24年4月2日
関西国際空港
株式会社

大阪府泉佐野
市泉州空港北
１

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 5,933,580 － －
当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に限定される賃貸借

①ロ －

639
土地賃貸借料（輸入犬検
疫施設）

支出負担行為担当
官
動物検疫所長　吉
田　稔

横浜市磯子区
原町１１－１

平成24年4月2日
関西国際空港
株式会社

大阪府泉佐野
市泉州空港北
１

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 9,902,948 － －
当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に限定される賃貸借

①ロ －

640
土地賃貸借料（霊長類及
び特殊動物舎）

支出負担行為担当
官
動物検疫所長　吉
田　稔

横浜市磯子区
原町１１－１

平成24年4月2日
関西国際空港
株式会社

大阪府泉佐野
市泉州空港北
１

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 22,553,022 － －
当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に限定される賃貸借

①ロ －

641
土地賃貸借料（中部空
港）

支出負担行為担当
官
動物検疫所長　吉
田　稔

横浜市磯子区
原町１１－１

平成24年4月2日
中部国際空港
株式会社

愛知県常滑市
セントレア１－
１

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 19,052,784 － －
当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に限定される賃貸借

①ロ －
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642
土地賃貸借料（ＣＩＱ庁
舎）

支出負担行為担当
官
動物検疫所長　吉
田　稔

横浜市磯子区
原町１１－１

平成24年4月2日
中部国際空港
株式会社

愛知県常滑市
セントレア１－
１

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 9,605,309 － －
当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に限定される賃貸借

①ロ －

643
建物賃貸借料（青森空
港）

支出負担行為担当
官
動物検疫所長　吉
田　稔

横浜市磯子区
原町１１－１

平成24年4月2日
青森空港ビル
株式会社

青森市大字大
谷字小谷１－
５

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,220,259 － －
当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に限定される賃貸借

①ロ －

644
建物賃貸借料（函館空港
事務所）

支出負担行為担当
官
動物検疫所長　吉
田　稔

横浜市磯子区
原町１１－１

平成24年4月2日
函館空港ビル
株式会社

函館市高松町
５１１

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,094,876 － －
当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に限定される賃貸借

①ロ －

645
土地賃貸借料（天浪検疫
場）

支出負担行為担当
官
動物検疫所長　吉
田　稔

横浜市磯子区
原町１１－１

平成24年4月2日
成田国際空港
株式会社

成田市木の根
字神台２４

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 44,101,467 － －
当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に限定される賃貸借

①ロ －

646
事務所賃貸借料（富士山
静岡空港）

支出負担行為担当
官
動物検疫所長　吉
田　稔

横浜市磯子区
原町１１－１

平成24年4月2日
富士山静岡空
港株式会社

静岡県牧之原
市坂口３３３６
－４

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 4,660,440 － －
当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に限定される賃貸借

①ロ －

647 フライト情報提供料

分任支出負担行為
担当官代理　動物
検疫所成田支所検
疫第２課長　林　政
益

千葉県成田市
古込字古込１
－１

平成24年4月2日
成田国際空港
株式会社

成田市古込字
古込１－１

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 5,764,500 － －

成田国際空港（株）が設置するビデオ設
備を使用し、同社からフライト情報の提
供を受けるものであり、契約の目的が競
争を許さない。

①ロ（付随する
もの）

－

648
成田国際空港旅客ターミ
ナルビル受変電施設等
使用料

分任支出負担行為
担当官代理　動物
検疫所成田支所検
疫第２課長　林　政
益

千葉県成田市
古込字古込１
－１

平成24年4月2日
成田国際空港
株式会社

成田市古込字
古込１－１

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 7,996,689 － －

成田国際空港の受変電設備について
は、施設所有者が施設全体を一括して
契約している。当所は施設所有者と契
約を行い、供給を受けるため、契約の目
的が競争を許さない

①ロ（付随する
もの）

－

649
成田国際空港旅客ターミ
ナルビル空気調和等需
給料

分任支出負担行為
担当官代理　動物
検疫所成田支所検
疫第２課長　林　政
益

千葉県成田市
古込字古込１
－１

平成24年4月2日
成田国際空港
株式会社

成田市古込字
古込１－１

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 12,483,516 － －

成田国際空港の空気調和需給について
は、施設所有者が施設全体を一括して
契約している。当所は施設所有者と契
約を行い、供給を受けるため、契約の目
的が競争を許さない

①ロ（付随する
もの）

－

650
成田国際空港第１旅客
ターミナルビル諸設備の
保守業務

分任支出負担行為
担当官代理　動物
検疫所成田支所検
疫第２課長　林　政
益

千葉県成田市
古込字古込１
－１

平成24年4月2日
株式会社成田
エアポートテク
ノ

成田市古込字
古込１－１

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,349,250 － －

空港ターミナルビルの施設設備にかか
る一括保守管理を行っているのは、空
港保安の関係から（株）成田エアポート
テクノ１社である。当所にかかる諸設備
部分は、空港ビル全体の諸設備と連係
しておりその一部になっているため、同
社の保守を受けることとなる。よって契
約の目的が競争を許さない。

①ロ（付随する
もの）

－

651
成田国際空港第２旅客
ターミナルビル諸設備の
保守業務

分任支出負担行為
担当官代理　動物
検疫所成田支所検
疫第２課長　林　政
益

千葉県成田市
古込字古込１
－１

平成24年4月2日
株式会社成田
エアポートテク
ノ

成田市古込字
古込１－１

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,159,200 － －

空港ターミナルビルの施設設備にかか
る一括保守管理を行っているのは、空
港保安の関係から（株）成田エアポート
テクノ１社である。当所にかかる諸設備
部分は、空港ビル全体の諸設備と連係
しておりその一部になっているため、同
社の保守を受けることとなる。よって契
約の目的が競争を許さない。

①ロ（付随する
もの）

－

652
動物検疫所成田支所広
報番組放送料

分任支出負担行為
担当官代理　動物
検疫所成田支所検
疫第２課長　林　政
益

千葉県成田市
古込字古込１
－１

平成24年4月2日
株式会社メディ
アポート成田

東京都荒川区
東日暮里６－
６０－１０

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 3,231,788 － －

成田国際空港内に設置されているグ
リーンポート成田TVについては、（株）メ
ディアポート成田が同TVの放映及び管
理運営を一括して行っている。当所の番
組は同社のTVを利用して当所番組の放
映を行うため契約の目的が競争を許さ

ない。

①ロ（付随する
もの）

－

653
成田国際空港南部第２
官庁ビル建物賃貸借契
約

分任支出負担行為
担当官代理　動物
検疫所成田支所検
疫第２課長　林　政
益

千葉県成田市
古込字古込１
－１

平成24年4月2日
成田国際空港
株式会社

成田市古込字
古込１－１

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 14,219,880 － －
当該場所でなければ行政事務を行なう
ことが不可能であることから、場所が限
定され、供給者が一に特定される

①ロ －

654
茨城空港旅客ターミナル
ビル内事務室等賃貸借

分任支出負担行為
担当官代理　動物
検疫所成田支所検
疫第２課長　林　政
益

千葉県成田市
古込字古込１
－１

平成24年4月2日
財団法人　茨
城県開発公社

茨城県水戸市
笠原町９７８－
２５

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,297,500 － 0
当該場所でなければ行政事務を行なう
ことが不可能であることから、場所が限
定され、供給者が一に特定される

①ロ －
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655 第２ＰＴＢスペース賃貸借

分任支出負担行為
担当官代理　動物
検疫所成田支所検
疫第２課長　林　政
益

千葉県成田市
古込字古込１
－１

平成24年4月2日
成田国際空港
株式会社

成田市古込字
古込１－１

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 5,094,828 － －
当該場所でなければ行政事務を行なう
ことが不可能であることから、場所が限
定され、供給者が一に特定される

①ロ －

656 廃棄物（肉類）焼却処理

分任支出負担行為
担当官代理　動物
検疫所成田支所検
疫第２課長　林　政
益

千葉県成田市
古込字古込１
－１

平成24年4月2日
株式会社ナリ
コー

千葉県成田市
三里塚光ヶ丘
１－１３３１

会計法第２
９条の３第４
項（法令の
規定）

－ 1,244,880 － －

成田空港内から排出されるゴミ処理に
ついて、唯一、成田市役所から許可され
ている業者であり、供給者が一に特定さ
れる

①イ（イ） －

657
ＩＣカードリーダー等使用
契約

分任支出負担行為
担当官代理
動物検疫所中部空
港支所次長
大塚　誠也

愛知県常滑市
セントレア1-1

平成24年4月2日
中部国際空港
(株)

愛知県常滑市
セントレア1-1

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,363,861 － －

当該場所は施設所有者が一括管理して
おり、当所は所有者と契約を行い、供給
を受けるため、供給者が一に特定される
契約。

①ロ（付随する
もの）

－

658
中部国際空港旅客ターミ
ナルビル等官民共有施
設維持管理契約

分任支出負担行為
担当官代理
動物検疫所中部空
港支所次長
大塚　誠也

愛知県常滑市
セントレア1-1

平成24年4月2日
中部国際空港
(株)

愛知県常滑市
セントレア1-1

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 4,554,756 － －

当該場所は施設所有者が一括管理して
おり、当所は所有者と契約を行い、供給
を受けるため、供給者が一に特定される
契約。

①ロ（付随する
もの）

－

659
中部空港合同庁舎土地
建物借料

分任支出負担行為
担当官代理
動物検疫所中部空
港支所次長
大塚　誠也

愛知県常滑市
セントレア1-1

平成24年4月2日
中部国際空港
(株)

愛知県常滑市
セントレア1-1

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 2,245,566 － －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借契
約

①ロ －

660
富山空港事務所土地建
物借料

分任支出負担行為
担当官代理
動物検疫所中部空
港支所次長
大塚　誠也

愛知県常滑市
セントレア1-1

平成24年4月2日
富山空港ターミ
ナルビル(株)

富山県富山市
秋ヶ島30

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,647,444 － －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借契
約

①ロ －

661
建物賃貸借料

（高松空港ビル）

分任支出負担行為
担当官  動物検疫
所関西空港支所長
森本　博夫

大阪府泉南郡
田尻町泉州空
港中１番地

平成24年4月2日
高松空港ビル

株式会社

香川県高松市
香南町岡１３１
２－７

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,028,028 － －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから、場所が限定
され、供給者が一に特定される賃貸借
契約

①ロ －

662
建物賃貸借料
（松山空港ビル）

分任支出負担行為
担当官  動物検疫
所関西空港支所長
森本　博夫

大阪府泉南郡
田尻町泉州空
港中１番地

平成24年4月2日
松山空港ビル

株式会社

愛媛県松山市
南吉田町２７３
１

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,409,448 － －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから、場所が限定
され、供給者が一に特定される賃貸借
契約

①ロ －

663
共益費（霊長類及び特殊
動物舎）

分任支出負担行為
担当官  動物検疫
所関西空港支所長
森本　博夫

大阪府泉南郡
田尻町泉州空
港中１番地

平成24年4月2日
関西国際空港
株式会社

大阪府泉佐野
市泉州空港北
１番地

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 7,967,916 － －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから、場所が限定
され、供給者が一に特定される賃貸借
契約に伴う経費

①ロ（付随する
もの）

－

664 共益費（犬検疫場）

分任支出負担行為
担当官  動物検疫
所関西空港支所長
森本　博夫

大阪府泉南郡
田尻町泉州空
港中１番地

平成24年4月2日
関西国際空港
株式会社

大阪府泉佐野
市泉州空港北
１番地

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 4,490,316 － －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから、場所が限定
され、供給者が一に特定される賃貸借
契約に伴う経費

①ロ（付随する
もの）

－

665 共益費（CIQ事務棟）

分任支出負担行為
担当官  動物検疫
所関西空港支所長
森本　博夫

大阪府泉南郡
田尻町泉州空
港中１番地

平成24年4月2日
関西国際空港
株式会社

大阪府泉佐野
市泉州空港北
１番地

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 857,808 － －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから、場所が限定
され、供給者が一に特定される賃貸借
契約に伴う経費

①ロ（付随する
もの）

－

666 共益費（貨物検査場）

分任支出負担行為
担当官  動物検疫
所関西空港支所長
森本　博夫

大阪府泉南郡
田尻町泉州空
港中１番地

平成24年4月2日
関西国際空港
株式会社

大阪府泉佐野
市泉州空港北
１番地

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,269,468 － －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから、場所が限定
され、供給者が一に特定される賃貸借
契約に伴う経費

①ロ（付随する
もの）

－

667
動物検疫所広報配信に
関する契約

分任支出負担行為
担当官  動物検疫
所関西空港支所長
森本　博夫

大阪府泉南郡
田尻町泉州空
港中１番地

平成24年4月2日
株式会社関西
エアポートエー
ジェンシー

大阪府泉佐野
市泉州空港北
１番地

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 997,500 － －
当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから、場所が限定
され、供給者が一に特定される契約

①ロ（付随する
もの）

－

668
動物検疫所広報配信に
関する契約（出国エリア）

分任支出負担行為
担当官  動物検疫
所関西空港支所長
森本　博夫

大阪府泉南郡
田尻町泉州空
港中１番地

平成24年4月2日
株式会社関西
エアポートエー
ジェンシー

大阪府泉佐野
市泉州空港北
１番地

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,417,500 － －
当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから、場所が限定
され、供給者が一に特定される契約

①ロ（付随する
もの）

－

669
宮崎空港
旅客タ－ミ
ナルビル使用料

分任支出負担
行為担当官代理動
物検疫所門司支所
検疫課長

福岡県北九州
市門司区西海
岸1-3-10

平成24年4月2日
宮崎空港ビル
株式会社

宮崎県宮崎市
赤江宮崎空港
内

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 855,180 － －
空港検疫業務を円滑に行う為に空港内
に事務室が必要だから

①ロ －
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670
博多港国際タ－ミナルビ
ル使用料

分任支出負担
行為担当官代理動
物検疫所門司支所
検疫課長

福岡県北九州
市門司区西海
岸1-3-10

平成24年4月2日
博多港旅客タ
－ミナル運営
共同事業体

福岡市博多区
沖浜町14-1博
多港国際タ－
ミナル

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,080,450 － －
空港検疫業務を円滑に行う為に空港内
に事務室が必要だから

①ロ －

671
平成２４年度電子論文閲
覧契約

支出負担行為担当
官　動物医薬品検
査所長　境　政人

東京都国分寺
市戸倉１－１５
－１

平成24年4月9日

エルゼビア・
ビー・ブイ　サ
イエンス・アン
ド・テクノロジー

オランダ王国
アムステルダ
ム市

会計法第２
９条の３第４
項（特定情
報）

－ 4,425,113 － －

当該サービス（SciVerse ScienceDirect
の利用）については、エルゼビア・ビー・
ブイ　サイエンス・アンド・テクノロジー社
のみが提供しているため。

①ニ（ヘ） －

672
文献情報データベース
（Ｗｏｓ，ＣＣＣ，ＪＣＲ）提
供業務

支出負担行為担当
官　農林水産技術
会議事務局筑波事
務所長　岡本典夫

茨城県つくば
市観音台２－
１－９

平成24年4月2日
ユサコ株式会
社

東京都港区東
麻布２－１７－
１２

会計法第２
９条の３第４
項（文献情
報）

－ 2,310,009 - －

本データベースは米国Thomson
Reuters社が提供しているものであり、
米国の商習慣上の提供期間の年度区
分が３月～翌年２月となっており、前年
度の一般競争入札時に１２月分のデー
タベース提供を前提に入札を行っている
ため。

①ニ（ヘ） －

673
文献情報データベース
（ＢＩＯＳＩＳ）提供業務

支出負担行為担当
官　農林水産技術
会議事務局筑波事
務所長　岡本典夫

茨城県つくば
市観音台２－
１－９

平成24年4月2日
ユサコ株式会
社

東京都港区東
麻布２－１７－
１２

会計法第２
９条の３第４
項（文献情
報）

－ 9,488,700 - －

本データベースは米国Ovid社を通じて
提供しているものであり、米国の商習慣
上の年度区分が１月～１２月となってお
り、前年度の一般競争入札時に１２月分
のデータベース提供を前提に入札を
行っているため。

①ニ（ヘ） －

674
文献情報データベース
（ＣＡＢ）提供業務

支出負担行為担当
官　農林水産技術
会議事務局筑波事
務所長　岡本典夫

茨城県つくば
市観音台２－
１－９

平成24年4月2日
ユサコ株式会
社

東京都港区東
麻布２－１７－
１２

会計法第２
９条の３第４
項（文献情
報）

－ 5,909,997 - －

本データベースは米国Ovid社を通じて
提供しているものであり、米国の商習慣
上の年度区分が１月～１２月となってお
り、前年度の一般競争入札時に１２月分
のデータベース提供を前提に入札を
行っているため。

①ニ（ヘ） －

675
電子ジャーナル（ＰＮＡＳ）
提供業務

支出負担行為担当
官　農林水産技術
会議事務局筑波事
務所長　岡本典夫

茨城県つくば
市観音台２－
１－９

平成24年4月2日
ユサコ株式会
社

東京都港区東
麻布２－１７－
１２

会計法第２
９条の３第４
項（文献情
報）

－ 936,901 - －

本データベースは米国National
Academy of Sciences社を通じて提供し
ているものであり、米国の商習慣上の年
度区分が１月～１２月となっており、前年
度の一般競争入札時に１２月分のデー
タベース提供を前提に入札を行っている
ため。

①ニ（ヘ） －

676
全文データベース（Ｐｒｏ
Ｑｕｅｓｔ）提供業務

支出負担行為担当
官　農林水産技術
会議事務局筑波事
務所長　岡本典夫

茨城県つくば
市観音台２－
１－９

平成24年4月2日
株式会社紀伊
國屋書店　水
戸営業所

茨城県水戸市
南町３－４－５
７

会計法第２
９条の３第４
項（文献情
報）

－ 1,884,284 - －

本データベースは米国ProQuest
Information and Learning社を通じて提
供しているものであり、米国の商習慣上
の年度区分が１月～１２月となっており、
前年度の一般競争入札時に１２月分の
データベース提供を前提に入札を行っ
ているため。

①ニ（ヘ） －

677
つくばＷＡＮ回線提供業
務

支出負担行為担当
官　農林水産技術
会議事務局筑波事
務所長　岡本典夫

茨城県つくば
市観音台２－
１－９

平成24年4月2日
公益財団法人
国際科学振興
財団

茨城県つくば
市赤塚字牛ヶ
淵５８６－９

会計法第２
９条の３第４
項（光熱費
等）

－ 18,900,000 - 0 提供可能な業者が一に特定されるため ①ニ（ロ） －

678
農林水産省研究ネット
ワーク（ＭＡＦＦＩＮ）国際
通信回線提供業務

支出負担行為担当
官　農林水産技術
会議事務局筑波事
務所長　岡本典夫

茨城県つくば
市観音台２－
１－９

平成24年4月2日
ソフトバンクテ
レコム株式会
社

東京都港区新
橋１－９－１

会計法第２
９条の３第４
項（光熱費
等）

－ 11,392,116 - －

契約期間は平成２４年１月１日から３月
３１日までであるが、平成２７年１２月３１
日までの利用を想定したものとして一般
競争入札を行ったため（会計法第２９条
の１２、長期継続契約）

①ニ（ロ） －

679
農林水産省研究ネット
ワーク（ＭＡＦＦＩＮ）国内
通信回線提供業務

支出負担行為担当
官　農林水産技術
会議事務局筑波事
務所長　岡本典夫

茨城県つくば
市観音台２－
１－９

平成24年4月2日
ＫＤＤＩ株式会
社

東京都新宿区
西新宿２－３
－２

会計法第２
９条の３第４
項（光熱費
等）

－ 326,214,000 - －

契約期間は平成２４年１月１日から３月
３１日までであるが、平成２７年１２月３１
日までの利用を想定したものとして一般
競争入札を行ったため（会計法第２９条
の１２、長期継続契約）

①ニ（ロ） －

680 官報公告等掲載業務

支出負担行為担当
官　農林水産技術
会議事務局筑波事
務所長　岡本典夫

茨城県つくば
市観音台２－
１－９

平成24年4月2日
独立行政法人
国立印刷局

東京都港区虎
ノ門２－２－４

会計法第２
９条の３第４
項（官報等
の印刷等）

－ 1行735円他 － －
官報を発行しているのは（独）国立印刷
局以外になく、競争を許さないため

①ハ －

681 後納郵便料

支出負担行為担当
官　農林水産技術
会議事務局筑波事
務所長　岡本典夫

茨城県つくば
市観音台２－
１－９

平成24年4月2日
郵便事業株式
会社　財務部

東京都台東区
蔵前１－３－２
５

会計法第２
９条の３第４
項（後納郵
便）

－ - － －
郵便法第４条に基づき、契約の相手方
は郵便事業(株)に限定され競争を許さな
いため

①ニ（ハ）

長期継続契
約　平成23
年度支払実
績：
1,415,470円

682 都市ガス

支出負担行為担当
官　農林水産技術
会議事務局筑波事
務所長　岡本典夫

茨城県つくば
市観音台２－
１－９

平成24年4月2日
筑波学園ガス
株式会社

茨城県つくば
市研究学園Ｄ
３５－５

会計法第２
９条の３第４
項（光熱費
等）

－ 264,760,000 - － 供給可能な業者が一に特定されるため ①ニ（ロ）

契約予定金
額
4,000,000m3
x66.19円



氏名並びにその所
属する部局の名称

所在地
商号または名

称
住所

予定価格 契約金額 落札率
再就職
の役員
の数

契約担当官等

番号 契約名称及び内容 随意契約によらざるを得ない理由

随意契約によ
らざるを得ない
場合とした財務
大臣通知上の
根拠区分

備　　考契約締結日

契約の相手方 随意契約に
よることとし
た会計法令
の根拠条文
及び理由

683 水道料

支出負担行為担当
官　農林水産技術
会議事務局筑波事
務所長　岡本典夫

茨城県つくば
市観音台２－
１－９

平成24年4月2日
つくば市上下
水道部

茨城県つくば
市苅間２５３０
－２（研究学園
Ｄ３２－２）

会計法第２
９条の３第４
項（光熱費
等）

－ - － － 供給可能な業者が一に特定されるため ①ニ（ロ）

長期継続契
約　平成23
年度支払実
績：
4,831,680円

684
水道料（ポンプステーショ
ン）

支出負担行為担当
官　農林水産技術
会議事務局筑波事
務所長　岡本典夫

茨城県つくば
市観音台２－
１－９

平成24年4月2日
つくば市上下
水道部

茨城県つくば
市苅間２５３０
－２（研究学園
Ｄ３２－２）

会計法第２
９条の３第４
項（光熱費
等）

－ - － － 供給可能な業者が一に特定されるため ①ニ（ロ）

長期継続契
約　平成23
年度支払実
績：
3,336,875円

685 下水道料

支出負担行為担当
官　農林水産技術
会議事務局筑波事
務所長　岡本典夫

茨城県つくば
市観音台２－
１－９

平成24年4月2日
つくば市上下
水道部

茨城県つくば
市苅間２５３０
－２（研究学園
Ｄ３２－２）

会計法第２
９条の３第４
項（光熱費
等）

－ - － － 供給可能な業者が一に特定されるため ①ニ（ロ）

長期継続契
約　平成23
年度支払実
績：
4,733,182円

686 電気料

支出負担行為担当
官　農林水産技術
会議事務局筑波事
務所長　岡本典夫

茨城県つくば
市観音台２－
１－９

平成24年4月2日
東京電力株式
会社

東京都千代田
区内幸町１－
１－３

会計法第２
９条の３第４
項（光熱費
等）

－ - － －
再度入札公告を行ったが、競争参加資
格を満たす者がいなかったため

①ニ（ロ）

平成23年度
支払実績：
94,749,830
円

687

平成24年外国雑誌
「Agribusiness：an
international　journal　外
31点」の購入

支出負担行為担当
官　農林水産政策
研究所長　武本　俊
彦

東京都千代田
区霞が関３－
１－１

平成24年4月2日
株式会社紀伊
國屋書店

東京都目黒区
下目黒３－７
－１０

会計法第２
９条の３第４
項（その他）

－ 2,492,799 － －

商慣習の違いから昨年秋に昨年度購入
分及び本年度購入分を併せて暦年で競
争入札を行っていることから、本年分の
契約は随意契約によらざるを得ないた
め

- －

688

平成24年外国雑誌「The
Annals of Statistics :
anofficial journal of the
Institute of Mathematical
Statistics　外38点」の購
入

支出負担行為担当
官　農林水産政策
研究所長　武本　俊
彦

東京都千代田
区霞が関３－
１－１

平成24年4月2日
株式会社紀伊
國屋書店

東京都目黒区
下目黒３－７
－１０

会計法第２
９条の３第４
項（その他）

－ 3,580,262 － －

商慣習の違いから昨年秋に昨年度購入
分及び本年度購入分を併せて暦年で競
争入札を行っていることから、本年分の
契約は随意契約によらざるを得ないた
め

- －

689
定期刊行物購読契約
北海道林材新聞
月39部

支出負担行為担当
官
北海道森林管理局
長
津元賴光

札幌市中央区
宮の森3条7丁
目70

平成24年5月25日
株式会社北海
道林材新聞

札幌市中央区
北4条西5丁目
1

会計法第２
９条の３第４
項（特定情
報）

－ 3,276,000 － －
行政目的を達成するために不可欠な特
定の情報について当該情報を提供する
ことが可能な者から提供を受けるもの。

①ニ（ヘ） －

690
土地賃賃貸借（仁別貯木
場敷）
22,991.40m2

分任支出負担行為
担当官
秋田森林管理署長
奥刕屋忠法

秋田県秋田市
河辺和田字和
田156-3

平成24年4月6日 秋田市
秋田県秋田市
山王一丁目1-
1

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 2,183,631 － －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借契
約

①ロ －

691
山形森林管理署庁舎外2
敷地賃借料
4,253.24ｍ3

分任支出負担行為
担当官
山形森林管理署長
﨑野健輔

山形県寒河江
市元町一丁目
17-2

平成24年4月6日 寒河江市
山形県寒河江
市中央一丁目
9-45

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 3,630,560 － －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借契
約

①ロ －

692

平成24年度コリンズ・テ
クリスWeb版検索システ
ムの利用
利用ユーザーID数コリン
ズ・テクリス58ID

支出負担行為担当
官
東北森林管理局長
矢部三雄

秋田県秋田市
中通五丁目9-
16

平成24年4月6日
一般財団法人
日本建設情報
総合センター

東京都港区赤
坂七丁目10-
20

会計法第２
９条の３第４
項（特定情
報）

－ 1,408,000 － －

行政目的を達成するために不可欠な特
定の情報について当該情報を提供する
ことが不可能な者から提供を受けるも
の。

①ニ（ヘ） －

693
仮設ハウス賃貸借料
5棟

分任支出負担行為
担当官
三陸北部森林管理
署長
堀内桂二

岩手県宮古市
川井第2地割
186-1川井生
涯学習セン
ター内

平成24年4月9日
刈屋建設株式
会社

岩手県宮古市
刈屋第11地割
80-3

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,274,700 － －
東日本大震災の大津波により被災した
物品や書類の保管管理のために継続契
約。

①ロ 単価契約

694
建物賃貸借
1戸

分任支出負担行為
担当官
中越森林管理署長
北村昌三

新潟県南魚沼
市美佐島61-8

平成24年4月1日
「個人情報非
公表」

「個人情報非
公表」

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,488,000 － －
公務員宿舎として継続使用が必要であ
り、競争を許さないため。

①ロ －

695
建物賃貸借
1戸

分任支出負担行為
担当官
中越森林管理署長
北村昌三

新潟県南魚沼
市美佐島61-8

平成24年4月1日
「個人情報非
公表」

「個人情報非
公表」

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 840,000 － －
公務員宿舎として継続使用が必要であ
り、競争を許さないため。

①ロ －

696
建物賃貸借
1戸

支出負担行為担当
官
関東森林管理局長
岡田憲和

群馬県前橋市
岩神町4-16-
25

平成24年4月6日
岡本建設有限
会社

東京都小笠原
村父島字東町

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,020,000 － －
公務員宿舎として継続使用が必要であ
り、競争を許さないため。

①ロ －



氏名並びにその所
属する部局の名称

所在地
商号または名

称
住所

予定価格 契約金額 落札率
再就職
の役員
の数

契約担当官等

番号 契約名称及び内容 随意契約によらざるを得ない理由

随意契約によ
らざるを得ない
場合とした財務
大臣通知上の
根拠区分

備　　考契約締結日

契約の相手方 随意契約に
よることとし
た会計法令
の根拠条文
及び理由

697
建物賃貸借
1戸

支出負担行為担当
官
関東森林管理局長
岡田憲和

群馬県前橋市
岩神町4-16-
25

平成24年4月6日
「個人情報非
公表」

「個人情報非
公表」

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 840,000 － －
公務員宿舎として継続使用が必要であ
り、競争を許さないため。

①ロ －

698
平成24年度コリンズ・テ
クリスWeb版検索システ
ムの利用

支出負担行為担当
官
関東森林管理局長
岡田憲和

群馬県前橋市
岩神町4-16-
25

平成24年4月6日
一般財団法人
日本建設情報
総合センター

東京都港区赤
坂7-10-20

会計法第２
９条の３第４
項（特定情
報）

－ 1,000,000 － －
全国の公共発注機関が発注した工事実
績データ等をデータべース化し情報提供
する機関は他にはないため

①ニ（ヘ） －

699
建物賃貸借
1戸

支出負担行為担当
官
関東森林管理局長
岡田憲和

群馬県前橋市
岩神町4-16-
25

平成24年4月6日
有限会社黒岩
商事

群馬県前橋市
岩神町4-16-
25

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 18,720,000 － －
公務員宿舎として継続使用が必要であ
り、競争を許さないため。

①ロ －

700
建物賃貸借
2戸

分任支出負担行為
担当官
日光森林管理署長
澤山秀尚

栃木県日光市
土沢1473-1

平成24年4月6日
「個人情報非
公表」

「個人情報非
公表」

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,440,000 － －
公務員宿舎として継続使用が必要であ
り、競争を許さないため。

①ロ －

701
土地賃貸借
庁舎敷1,190.58ｍ2

分任支出負担行為
担当官
上越森林管理署長
山崎政美

新潟県上越市
大字大道福田
字沢田208

平成24年4月9日 上越市
新潟県上越市
木田1-1-3

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 2,635,217 － －
当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能である賃貸借契約であるた
め。

①ロ －

702
建物賃貸借
1戸

分任支出負担行為
担当官
中越森林管理署長
北村昌三

新潟県南魚沼
市美佐島61-8

平成24年4月20日
「個人情報非
公表」

「個人情報非
公表」

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 3,780,000 － －
当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能である賃貸借契約であるた
め。

①ロ －

703
中俣沢河道閉塛観測調
査
調査一式

分任支出負担行為
担当官
天竜森林管理署長
佐山光則

群馬県前橋市
岩神町4-16-
25

平成24年5月23日
国土防災技術
株式会社 静岡
支店

静岡県静岡市
駿河区敷地2-
22-21

予決令第１
０２条の４第
４号（イ）（有
利随意契
約）

－ 2,835,000 － －

平成23年9月2～4日の台風12号の豪雤
により山腹崩壊が発生し河道閉塛（土砂
ダム）が形成されたことから平成23年9
月15日同社と観測調査契約を締結し、
観測をしてきたものであり、引き続き観
測機器を利用し、観測調査することで、
経費を節約することができ有利と認めら
れるため。

③ロ －

704
赤面国有林森林除染事
業（除去物質の運搬）
一式

分任支出負担行為
担当官
群馬森林管理署長
今井英策

群馬県前橋市
岩神町4-16-
25

平成24年6月18日
株式会社山藤
組

群馬県桐生市
黒保根町水沼
乙53

会計法第２
９条の３第４
項（緊急随
意契約）

－ 1,575,000 － －

除染作業については市町村が策定し
た国有林を含む除染計画に基づき実
施するもので、効率的に実施するた
めには市町村が発注した近隣民有林
の除染事業と一体的に実施する必要
があり、早期に契約する必要がある
ため。

③イ －

705
庁舎敷賃貸借（姫川治山
事業所）
1,917m2

分任支出負担行為
担当官
中信森林管理署長
下堂健次

長野県松本市
島立1256-1

平成24年4月1日
糸魚川市　収
入役

新潟県糸魚川
市一の宮1-2-
5

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,471,000      － －
当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能である賃貸借契約であるた
め

①ロ －

706
公務員宿舎賃貸借（中信
3号）
1戸

分任支出負担行為
担当官
中信森林管理署長
下堂健次

長野県松本市
島立1256-1

平成24年4月1日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 804,000        － －
公務員宿舎として継続使用が必要であ
り、競争を許さないため。

①ロ 単価契約

707
公務員宿舎賃貸借（中信
4号）
１戸

分任支出負担行為
担当官
中信森林管理署長
下堂健次

長野県松本市
島立1256-1

平成24年4月1日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 804,000        － －
公務員宿舎として継続使用が必要であ
り、競争を許さないため。

①ロ 単価契約

708
電気の供給（中信署ほ
か）
一式

分任支出負担行為
担当官
中信森林管理署長
下堂健次

長野県松本市
島立1256-1

平成24年4月1日
中部電力株式
会社

愛知県名古屋
市熱田区横田
2-3-24

会計法第２
９条の３第４
項（光熱費
等）

－ 1,600,000      － －
電気に係る役務について、提供を受け
るものであるため。

①ニ（ロ） 単価契約

709
電話の提供（中信署ほ
か）
一式

分任支出負担行為
担当官
中信森林管理署長
下堂健次

長野県松本市
島立1256-1

平成24年4月1日
東日本電信電
話株式会社

長野県長野市
中御所3-2-15

会計法第２
９条の３第４
項（光熱費
等）

－ 1,900,000      － －
電話に係る役務について、提供を受け
るものであるため。

①ニ（ロ） 単価契約

710

平成24年度コリンズ･テク
リスWeb版検索システム
の利用
コリンズ16IDほか

支出負担行為担当
官
中部森林管理局長
城土裕

長野県長野市
大字栗田715-
5

平成24年4月6日
一般財団法人
日本建設情報
センター

東京都港区赤
坂7-10-20

会計法第２
９条の３第４
項（特定情
報）

－       1,305,000 － －
行政目的を達成するために不可欠な特
定の情報について当該情報を提供する
ことが可能な者から提供を受けるもの

①ニ（ヘ） －



氏名並びにその所
属する部局の名称

所在地
商号または名

称
住所

予定価格 契約金額 落札率
再就職
の役員
の数

契約担当官等

番号 契約名称及び内容 随意契約によらざるを得ない理由

随意契約によ
らざるを得ない
場合とした財務
大臣通知上の
根拠区分

備　　考契約締結日

契約の相手方 随意契約に
よることとし
た会計法令
の根拠条文
及び理由

711
公務員宿舎敷賃貸借（小
田中）
1702㎡

分任支出負担行為
担当官
北信森林管理署
嵯峨端夫

長野県飯山市
大字飯山
1090-1

平成24年4月6日 中野市長
長野県中野市
三好町1-3-19

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－       1,498,835 － －
公務員宿舎として継続使用が必要であ
り、競争を許さないため

①ロ －

712
電気の供給（北信署）
一式

分任支出負担行為
担当官
北信森林管理署
嵯峨端夫

長野県飯山市
大字飯山
1090-1

平成24年4月6日
中部電力株式
会社

愛知県名古屋
市熱田区横田
2-3-24

会計法第２
９条の３第４
項（光熱費
等）

－       1,500,000 － －
電気に係る役務について、提供を受け
るものであるため

①ニ（ロ） 単価契約

713
庁舎敷賃貸借（中信署）
3,179m2

分任支出負担行為
担当官
中信森林管理署長
下堂健次

長野県松本市
島立1256-1

平成24年4月6日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 5,195,000      － －
当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能である賃貸借契約であるた
め

①ロ －

714
鳥取森林管理署庁舎敷
借料
一式

分任支出負担行為
担当官
鳥取森林管理署長
塩永博信

鳥取市東町2-
325

平成24年4月1日 鳥取県
鳥取市東町1-
220

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 3,258,883 － －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借契
約であるため。

①ロ －

715
別保公務員宿舎通路敷
借上契約
一式

分任支出負担行為
担当官
滋賀森林管理署長
亀田哲郎

大津市瀬田3-
40-18

平成24年4月6日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 960,000 － －
公務員宿舎通路用地として当該地以外
に場所がなく、供給者が一に限定される
賃貸契約であるため。

①ロ －

716
造林事業宿舎賃貸借契
約
一式

分任支出負担行為
担当官
近畿中国森林管理
局奈良森林管理事
務所長
山口泰宏

奈良市赤膚町
1143-20

平成24年4月6日
個人情報非公
表

個人情報非公
表

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 900,000 － －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借契
約であるため。

①ロ －

717
平成24年度コリンズ及び
テクリスの利用料
一式

支出負担行為担当
官
近畿中国森林管理
局長
前川泰一郎

大阪市北区天
満橋1-8-75

平成24年4月6日
一般財団法人
日本建設情報
総合センター

東京都港区赤
坂7-10-20

会計法第２
９条の３第４
項（特定情
報）

－ 1,305,000 － －
公共工事等に係る工事、測量調査設計
実績、技術者データ等の情報を持って
いる唯一の機関であるため。

①ニ（ヘ） 単価契約

718
鍛冶屋又国有林森林事
業
被害木整理0.08ha外

分任支出負担行為
担当官
三重森林管理署長
笹岡哲也

亀山市本町1-
7-13

平成24年6月25日
泉林業有限会
社

北牟婁群紀北
町海山区相賀
404-3

会計法第２
９条の３第４
項（緊急随
意契約）

1,577,739 1,470,000 93.1% －

河川内に枯損木が多く、最近の雨量
により、流木となっている等の危険
な状況が確認されたので、災害防止
にため、枯損木等を緊急に処理する
必要があるため。

③イ －

719
徳島森林管理署庁舎等
敷地賃貸
302.86ｍ2

分任支出負担行為
担当官
徳島森林管理署長
三谷靖二

徳島県徳島市
川内町鶴島
239-1

平成24年4月1日
「個人情報非
公表」

「個人情報非
公表」

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,651,860 － －
当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能である賃貸借契約であるた
め。

①ロ －

720
徳島森林管理署庁舎敷
地賃貸借
299.96ｍ2

分任支出負担行為
担当官
徳島森林管理署長
三谷靖二

徳島県徳島市
川内町鶴島
239-1

平成24年4月1日
「個人情報非
公表」

「個人情報非
公表」

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,240,704 － －
当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能である賃貸借契約であるた
め。

①ロ －

721

徳島森林管理署小川・落
合合同森林事務所庁舎
等敷地賃貸借
469.82ｍ2

分任支出負担行為
担当官
徳島森林管理署長
三谷靖二

徳島県徳島市
川内町鶴島
239-1

平成24年4月6日
「個人情報非
公表」

「個人情報非
公表」

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 966,756 － －
当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能である賃貸借契約であるた
め。

①ロ －

722
長崎森林管理署庁舎敷
賃貸借
1,499.99ｍ2

分任支出負担行為
担当官
長崎森林管理署長
中原一則

長崎県諫早市
栗面町804-1

平成24年4月1日
「個人情報非
公表」

「個人情報非
公表」

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 3,000,000 － －
当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能である賃貸借契約であるた
め。

①ロ －

723
鳥栖森林事務所敷土地
賃貸借
350.0ｍ2

分任支出負担行為
担当官
佐賀森林管理署長
大倉孝行

佐賀県佐賀市
成章町2-11

平成24年4月1日
「個人情報非
公表」

「個人情報非
公表」

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 900,000 － －
当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能である賃貸借契約であるた
め。

①ロ －

724
宮崎北部森林管理署庁
舎敷外土地賃貸借
庁舎敷2,028.36ｍ2外

分任支出負担行為
担当官
宮崎北部森林管理
署長
堀幸夫

宮崎県日向市
日知屋17371-
1

平成24年4月1日 宮崎県
宮崎県宮崎市
橘通東2-10-1

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,410,983 － －
当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能である賃貸借契約であるた
め。

①ロ －

725
沖縄森林管理署庁舎賃
貸借
284.6ｍ2

分任支出負担行為
担当官
沖縄森林管理署長
佐藤隆幸

沖縄県那覇市
久米2-5-7

平成24年4月6日 有限会社明星
沖縄県那覇市
久米2-5-5

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 7,308,000 － －
当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能である賃貸借契約であるた
め。

①ロ －



氏名並びにその所
属する部局の名称

所在地
商号または名

称
住所

予定価格 契約金額 落札率
再就職
の役員
の数

契約担当官等

番号 契約名称及び内容 随意契約によらざるを得ない理由

随意契約によ
らざるを得ない
場合とした財務
大臣通知上の
根拠区分

備　　考契約締結日

契約の相手方 随意契約に
よることとし
た会計法令
の根拠条文
及び理由

726
公務員宿舎賃貸借
1戸

分任支出負担行為
担当官
沖縄森林管理署長
佐藤隆幸

沖縄県那覇市
久米2-5-7

平成24年4月6日
有限会社英明
恒産

沖縄県浦添市
牧港3-11-13

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 780,000 － －
公務員宿舎として継続使用が必要であ
り、競争を許さないため。

①ロ －

727
平成24年度コリンズ・テ
クリス利用
一式

支出負担行為担当
官
九州森林管理局長
平之山俊作

熊本県熊本市
西区京町本丁
2-7

平成24年4月27日
一般財団法人
日本建設情報
綜合センター

東京都港区赤
坂7-10-20

会計法第２
９条の３第４
項（特定情
報）

－ 1,168,650 － －
行政目的を達成するために不可欠な特
定の情報について当該情報を提供する
ことが可能な者から提供を受けるもの。

①ニ（ヘ） －


